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 1.1-1 基準及び解釈通知 

○通所介護を実施するための基本的な基準や解釈通知は、以下の表の通り。 

人員・設備・運営関係 

基準 
「山梨県指定居宅サービス等の事業に関する基準等を定める条例」 

（平成 24 年 12月 27日山梨県条例第 58 号） 

解釈通知 
「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」 

（平成 11 年老企第 25号厚生省老人保健福祉局企画課長通知） 

報酬関係 

基準 
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」 

（平成 12 年厚生省告示第 19 号） 

留意事項通知 

「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、

居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する

費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」 

（平成 12 年 3月 1日老企第 36 号厚生省老人保健福祉局企画課長通知） 

 

 1.1-2 基準の性格 

(1)最低限度の基準 

基準は、指定居宅サービスの事業がその目的を達成するために必要な最低限度の基準を定

めたものであり、指定居宅サービス事業者は、常にその事業の運営の向上に努めなければな

らない。 

(2)基準違反の場合の対応 

指定居宅サービスの事業を行う者又は行おうとする者が満たすべき基準等を満たさない場

合には、指定居宅サービスの指定又は更新は受けられず、また、基準に違反することが明ら

かになった場合には、 

①相当の期間を定めて基準を遵守するよう勧告を行い、 

②相当の期間内に勧告に従わなかったときは、事業者名、勧告に至った経緯、当該勧告に

対する対応等を公表し、 

③正当な理由が無く、当該勧告に係る措置を採らなかったときは、相当の期限を定めて当

該勧告に係る措置を採るよう命令することができるものであること。 

また、③の命令をした場合には事業者名、命令に至った経緯等を公示しなければならない。 

なお、③の命令に従わない場合には、当該指定を取り消すこと、又は取消を行う前に相当

の期間を定めて指定の全部若しくは一部の効力を停止すること（不適正なサービスが行われ

ていることが判明した場合、当該ｻｰﾋﾞｽに関する介護報酬の請求を停止させること）ができる。 

 

 

1.1 総 則 

1 人員・設備・運営基準について 
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(3)指定の取消・効力の停止について 

次に掲げる場合には、基準に従った適正な運営ができなくなったものとして、直ちに指定

を取り消すこと又は指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 

①次に掲げるときその他の事業者が自己の利益を図るため基準に違反したとき。 

イ指定居宅サービスの提供に際して利用者が負担すべき額の支払を適正に受けなかった

とき。 

ロ居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサー

ビスを利用させることの代償として、金品その他の財産上の利益を供与したとき。 

②利用者の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあるとき。 

③その他①及び②に準ずる重大かつ明白な基準違反があったとき。 

（解釈通知第 1 の 1～2抜粋） 

 

  

 

(1) 基本方針（条例第98条） 

指定居宅サービスに該当する通所介護（以下「指定通所介護」という。）の事業は、要介護

状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力

に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な

日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の

機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならな

い。 

(2)基本取扱方針（条例第103条） 

①指定通所介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設

定し、計画的に行われなければならない。 

②指定通所介護事業者は、自らその提供する指定通所介護の質の評価を行い、常にその改善

を図らなければならない。 

(3)具体的取扱方針（条例第104条） 

指定通所介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。  

①指定通所介護の提供に当たっては、次条第一項に規定する通所介護計画に基づき、利用者

の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行う。  

②通所介護従業者は、指定通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利

用者又はその家族に対し、ｻｰﾋﾞｽの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。 

③指定通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサ

ービスの提供を行う。  

④指定通所介護は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、

機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に沿って適切に提供する。この場合におい

て、認知症（法第五条の二に規定する認知症をいう。以下同じ。）である要介護者に対して

は、必要に応じ、その特性に対応したサービスの提供ができる体制を整える。  

 

1.2 基本方針等 
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 1.3-1人員に関する基準 

(1)必要な従業員の員数 

①管理者 

・常勤専従 

※管理上支障がない場合は、事業所の職務または同一敷地内の他の事業所・施設の職務に 

従事できる 

②生活相談員 

・事業所ごとに提供時間数に応じて専従で 1以上 

③看護職員 

・単位ごとに専従で 1 以上 

・提供時間帯を通じて専従する必要はないが、提供時間帯を通じて指定通所介護事業所と密接

かつ適切な連携を図る 

④介護職員 

・専従で提供時間数に応じて、利用者の数が 15人までは             1 以上 

16 人以上は「（利用者数－15）÷5＋1」以上 

※単位ごとに常時 1人以上従事 

※常時 1 名以上確保されている限りは、他の単位との兼務可能 

⑤機能訓練指導員 

・1以上（他の職種にも従事できる） 

⑥留意事項 

・事業所ごと生活相談員または介護職員のうち、1人以上は常勤 

・通所介護と市町村が定める第一号通所事業について、指定を併せて受け、同一の事業所で一

体的に運営されている場合、第一号通所事業の人員に関する基準を満たすことをもって、通

所介護事業の基準を満たしているものとみなすことができる。 

・利用定員とは、通所介護事業所において同時に通所介護の提供を受けることができる利用者

の数の上限のことを指す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 人員・設備・運営基準 

-3-



⑦人員の配置例 

 

（1）利用者 20 人、サービス提供時間が 8 時間の場合 

■ 1 単位  ①利用者 20 人 サービス提供時間 8Ｈ 

 
○生活相談員の確保すべき勤務延時間数 

単位 利用者 提供時間 確保すべき勤務延時間数 

① 20 人 8H 8H 

○ 介護職員の確保すべき勤務延時間数 

単位 利用者 提供時間 確保すべき勤務延時間数 

① 20 人 8H （（20－15）÷5＋1）× 8（※）＝16H 

   ※平均提供時間数（利用者全員が 8H なので平均提供時間数も 8H） 

→介護職員を常に 1 名以上確保した上で、ピークタイムに手厚い人員配置が可能となる。

（16H のうち 8H は常時介護職員が確保されるよう配置し、残り 8Hの柔軟配置が可能）。 

 

（2）サービス提供時間が午前・午後と離れて存在する場合 

■ 2単位 ①利用者 20 人 サービス提供時間 3Ｈ 

②利用者 20 人 サービス提供時間 3Ｈ 

 
○ 生活相談員の確保すべき勤務延時間数 

単位 利用者 提供時間 確保すべき勤務延時間数 

① 20 人 3H 
6H （3H ＋ 3H） 

② 20 人 3H 

○ 介護職員の確保すべき勤務延時間数 

単位 利用者 提供時間 確保すべき勤務延時間数 

① 20 人 3H （（20－15）÷5＋1）× 3（※）＝ 6H 

② 20 人 3H （（20－15）÷5＋1）× 3（※）＝ 6H 

※平均提供時間数（単位ごとに、利用者全員が 3Hなので平均提供時間数も 3H） 

→単位ごとに、介護職員を常に 1 名以上確保した上で、ピークタイムに手厚い人員配置

が可能となる（それぞれの単位において、6H のうち 3H は常時介護職員が確保される

よう配置し、残り 3H の柔軟配置が可能） 
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（3）サービス提供時間が 6 時間と 8 時間の場合

■ パターン 1：単位を分けて別々のサービスを提供する場合

①利用者 3 人 サービス提供時間 6Ｈ

②利用者 12 人 サービス提供時間 8Ｈ

○ 生活相談員の確保すべき勤務延時間数

単位 利用者 提供時間 確保すべき勤務延時間数 

① 3 人 6H 9H（事業所における開始時刻から終了時刻

まで（9:00～18:00）） ② 12 人 8H 

○ 介護職員の確保すべき勤務延時間数

単位 利用者 提供時間 確保すべき勤務延時間数 

① 3 人 6H 6H（※） 

② 12 人 8H 8H（※） 

※利用者数が 15 人以下の場合は、確保すべき勤務延時間数＝平均提供時間数

→単位ごとに、介護職員を常に 1 名以上確保する必要があるので、①単位に 6 時間分、

②単位に 8 時間分の配置が必要となる。

■ パターン 2：同一単位で同時一体的にサービスを提供する場合

①利用者 15 人 サービス提供時間 6H（3 名利用）と 8H（12 名利用）

○ 生活相談員の確保すべき勤務延時間数

単位 利用者 提供時間 確保すべき勤務延時間数 

① 15 人 9H 9H（9;00～18:00） 

○ 介護職員の確保すべき勤務延時間数

単位 利用者 提供時間 確保すべき勤務延時間数 

① 
3 人 6H 9H（9;00～18:00） 

12 人 8H 

→平均提供時間数は(3×6＋12×8)÷15=7.6H となり、計算上の確保すべき勤務延

時間数も 7.6H となるが、指定通所介護の単位ごとに常に 1 名以上確保する必要

があることから、確保すべき勤務延時間数は 9H となる。

（平成 24 年 4 月改定関係Ｑ＆ＡＶｏｌ．1 問 65） 
（条例第 99 条～第 100条） 
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(2)用語の定義

①常勤換算方法

当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間

数（32 時間を下回る場合は 32 時間を基本とする。）で除することにより、当該事業所の従業

者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいうものである。 

この場合の勤務延時間数は、当該事業所の指定に係る事業のサービスに従事する勤務時間の

延べ数であり、例えば、事業所が訪問介護と訪問看護の指定を重複して受ける場合であって、

ある従業者が訪問介護員等と看護師等を兼務する場合、訪問介護員等の勤務延時間数には、訪

問介護員等としての勤務時間だけを算入することとなるものであること。 

②勤務延時間数

勤務表上、当該事業に係るサービスの提供に従事する時間又は当該事業に係るサービスの提

供のための準備等を行う時間（待機の時間を含む。）として明確に位置付けられている時間の

合計数とする。 

なお、従業者 1 人につき、勤務延時間数に算入することができる時間数は、当該事業所にお

いて常勤の従業者が勤務すべき勤務時間数を上限とすること。 

③常勤

当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務す

べき時間数（32 時間を下回る場合は 32 時間を基本とする。）に達していることをいうもので

ある。ただし、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平

成 3年法律第 76号）第 23条第 1項に規定する所定労働時間の短縮措置が講じられている者に

ついては、利用者の処遇に支障がない体制が事業所として整っている場合は、例外的に常勤の

従業者が勤務すべき時間数を 30 時間として取り扱うことを可能とする。 

また、同一の事業者によって当該事業所に併設される事業所の職務であって、当該事業所の

職務と同時並行的に行われることが差し支えないと考えられるものについては、それぞれに係

る勤務時間の合計が常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していれば、常勤の要件を満たすも

のであることとする。例えば、一の事業者によって行われる指定訪問介護事業所と指定居宅介

護支援事業所が併設されている場合、指定訪問介護事業所の管理者と指定居宅介護支援事業所

の管理者を兼務している者は、その勤務時間の合計が所定の時間に達していれば、常勤要件を

満たすこととなる。 

④「専ら従事する」「専ら提供に当たる」

原則として、サービス提供時間帯を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことをいう

ものである。この場合のサービス提供時間帯とは、当該従業者の当該事業所における勤務時間

（指定通所介護及び指定通所リハビリテーションについては、サービスの単位ごとの提供時

間）をいうものであり、当該従業者の常勤・非常勤の別を問わない。 

ただし、通所介護及び通所リハビリテーションについては、あらかじめ計画された勤務表に

従って、サービス提供時間帯の途中で同一職種の従業者と交代する場合には、それぞれのサー

ビス提供時間を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことをもって足りるものである。 
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(3)各職種の職員について 

①生活相談員 

①-(a)生活相談員の資格要件について 

以下の内容を参照のこと。 

イ 指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について 

                       (平成 11年 9 月 17日 老企第 25 号） 

六 通所介護  

1 人員に関する基準  

 （2）生活相談員（居宅基準第 93条第 1項第 1号）  

生活相談員については、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準（平成

11 年厚生省令第 46 号）第 5 条第 2項に定める生活相談員に準ずるものである。 

 

 

ロ 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 

                        （平成 11年 厚生省令第 46 号） 

（職員の資格要件）  

 第 5条  

   1（略） 

   2 生活相談員は、社会福祉法第 19 条第 1 項各号のいずれかに該当する者又はこれと

同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。 

 

 

ハ 本県における「生活相談員の資格要件」について 

（施行年月日 平成 29年 4 月 1 日～） 

本県における「社会福祉法第 19 条第 1 項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以

上の能力を有すると認められる者」の具体的な取り扱いについては次のとおりとする。 

1「社会福祉法第 19条第 1項各号のいずれかに該当する者」の資格要件 

 （1）社会福祉主事任用資格 

 （2）社会福祉士 

 （3）精神保健福祉士 

 

2「同等以上の能力を有すると認められる者」の資格要件 

 （1）介護保険施設・事業所（福祉用具販売、貸与事業所は除く）において、計画の作成

業務、又は相談援助業務の実務経験が通算 1年以上 

 （2）（1）に該当しないが、介護福祉士資格又は介護支援専門員資格を有する者、若しく

は実務者研修修了者のうち、介護保険施設・事業所（福祉用具販売、貸与事業所

は除く）において、入所者・利用者の直接処遇に係る業務の実務経験が通算 3 年

以上。 

※詳細は、別添の通知・Q＆Aを参照のこと。 
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①-(b)生活相談員の配置について 

通所介護事業所が、利用者の地域での暮らしを支えるため、医療機関、他の居宅サービス事

業者、地域の住民活動等と連携し、通所介護事業所を利用しない日でも利用者の地域生活を支

える地域連携の拠点としての機能を展開できるように、生活相談員の確保すべき勤務延時間数

には、「サービス担当者会議や地域ケア会議に出席するための時間」、「利用者宅を訪問し、在

宅生活の状況を確認した上で、利用者の家族も含めた相談・援助のための時間」、「地域の町内

会、自治会、ボランティア団体等と連携し、利用者に必要な生活支援を担ってもらうなどの社

会資源の発掘・活用のための時間」など、利用者の地域生活を支える取組のために必要な時間

も含めることができる。 

ただし、生活相談員は、利用者の生活の向上を図るため適切な相談・援助等を行う必要があ

り、これらに支障がない範囲で認められるものである。 

②看護職員 

②-(a) 看護職員の配置について 

勤務表上、当該事業に係るサービスの提供に従事する時間又は当該事業に係るサービスの提

供のための準備等を行う時間（待機の時間を含む。）として明確に位置付けられている時間の

合計数とする。なお、従業者 1人につき、勤務延時間数に算入することができる時間数は、当

該事業所において常勤の従業者が勤務すべき勤務時間数を上限とすること。 

③機能訓練指導員 

③-(a) 機能訓練指導員の資格要件について 

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、

はり師又はきゅう師の資格を有する者。 

※はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整

復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で 6 月

以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。 

③-(b) 機能訓練指導員の配置について 

別途長寿社会課通知を参照のこと。 
※平成 27 年度当時の通知であるため、Q&A に記載の機能訓練指導員の資格要件が 

現在の取扱いと異なっている点に注意。 
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 1.3-2設備に関する基準 

(1)必要な設備・備品等の基準  

①食堂及び機能訓練室 

・それぞれ必要な広さがあり、合計面積は利用定員×3 ㎡以上。 

（食堂・機能訓練室は、同一の場所とすることができる） 

②相談室 

・遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないように配慮する。 

③留意事項 

・上記のほか、静養室及び事務室を有するほか、消火設備その他非常災害に際して必要な設備、

サービス提供に必要な設備と備品等を備える。 

(2)設備に係る共用について 

通所介護事業所と居宅サービス事業所等を併設している場合に、利用者へのサービス提供に

支障がない場合は、設備基準上両方のサービスに規定があるもの（例：訪問介護事業所の場合

は事務室）は共用が可能。 

ただし、通所介護事業所の機能訓練室等と、通所介護事業所と併設の関係にある病院、診療

所、介護老人保健施設又は介護医療院における通所リハビリテーション等を行うためのスペー

スについて共用する場合にあっては、以下の条件に適合することをもって、これらが同一の部

屋等であっても差し支えないものとする。 

①当該部屋等において、通所介護事業所の機能訓練室等と通所リハビリテーション等を行

うためのスペースが明確に区分されていること。 

②通所介護事業所の機能訓練室等として使用される区分が、通所介護事業所の設備基準を

満たし、かつ、通所リハビリテーション等を行うためのスペースとして使用される区分

が、通所リハビリテーション事業所等の設備基準を満たすこと。 

また、玄関、廊下、階段、送迎車両など、基準上は規定がないが、設置されるものについて

も、利用者へのサービス提供に支障がない場合は、共用が可能。 

なお、設備を共用する場合、衛生管理等に一層努めること。 

(3) 宿泊サービスについて 

通所介護事業所が基準で定められている通所介護の提供に必要な設備を利用し、夜間及び深

夜に指定通所介護以外のサービスを提供する場合には、当該サービスの内容を当該サービスの

提供の開始前に知事に届け出るものとする。 

通所介護の提供以外の目的で、指定通所介護事業所の設備を利用し、夜間及び深夜に指定通

所介護以外のサービス（以下「宿泊サービス」という。）を提供する場合には、当該サービス

の内容を当該サービスの提供開始前に当該通所介護事業者に係る指定を行った都道府県知事、

指定都市又は中核市の市長（以下「指定権者」という。）に届け出る必要があり、当該サービ

スの届出内容については、別紙様式によるものとする。 

また、通所介護事業者は宿泊サービスの届出内容に係る介護サービス情報を都道府県に報告

し、都道府県は情報公表制度を活用し宿泊サービスの内容を公表することとする。 

通所介護事業者は届け出た宿泊サービスの内容に変更がある場合は、変更の事由が生じて

から 10日以内に指定権者に届け出るよう努めることとする。 
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また、宿泊サービスを休止又は廃止する場合は、その休止又は廃止の日の 1 月前までに指定

権者に届け出るよう努めることとする。 

※宿泊サービスについては、別添長寿社会課通知を参照。 

 

 1.3-3運営に関する基準 

(1)内容・手続の説明と同意 

あらかじめ利用申込者または家族に、運営規程の概要等のサービス選択に関係する重要事

項を文書で交付して説明、同意を得て、提供を開始する。 

【解釈通知】 

・同意については、利用者及び事業者双方の保護の観点から書面によって確認することが望

ましい。 

(2) サービス提供拒否の禁止 

正当な理由なくサービス提供を拒んではならない。 

(3) サービス提供困難時の対応 

事業実施地域等の関係で適切な提供が困難な場合、居宅介護支援事業者に連絡、他事業者

の紹介等を行う。 

(4) 利用者の受給資格等の確認  

被保険者証により、認定の有無や有効期間を確認。認定審査会意見があるときには、それ

に配慮して提供する。 

(5)要介護認定等の申請の援助 

認定申請を行っていない利用申込者の申請（必要な場合の更新認定の申請）を援助する。 

(6)心身の状況等の把握 

サービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、環境、他の保健医療サービス・福

祉サービスの利用状況等を把握する。 

(7)居宅介護支援事業者等との連携 

居宅介護支援事業者や保健医療・福祉サービス提供者と連携し、サービス提供終了時には

居宅介護支援事業者へ利用者の情報を提供する。 

(8) 法定代理受領サービスを受ける援助 

現物給付化の要件を満たしていない利用申込者・家族に、手続等を説明し、必要な援助を

する。 

(9) 居宅サービス計画に沿った提供 

居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画に沿ったサービスを提供する。 

【注意】 

・居宅サービス計画がなければ、居宅サービス計画に沿ったサービスの提供をすること

ができません。居宅サービス計画が変更（目標期間満了の伴う変更を含む）された場

合は、必ず居宅介護支援事業所から居宅サービス計画の交付を受けてください。 
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(10)居宅サービス計画等の変更の援助 

利用者がサービス計画変更を希望する場合は、居宅介護支援事業者への連絡等の必要な援

助を行う。 

(11)サービス提供の記録 

提供日・内容や代理受領額等をサービス計画記載の書面等に記載。提供した具体的なサー

ビス内容等を記録し、利用者から申し出が有ればその情報を提供する。 

(12) 利用料等の受領 

①法定代理受領サービスに該当するサービスを提供した際には、その利用者から利用料の一

部として、サービス費用基準額から事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除し

て得た額の支払を受ける。 

②法定代理受領サービスに該当しないサービスを提供した際の利用料の額と、サービス費用

基準額との間に、不合理な差額が生じないようにする。 

③通常の事業実施地域以外に送迎する費用・通常の時間を超えるサービス（預かりサービス）

の費用・食事の費用・おむつ代・日常生活費の支払いを受けられる。 

④③の費用の額にかかるサービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者・家族にサービス

の内容・費用について説明を行い、利用者の同意を得る。 

【その他の日常生活費について】 

「通所介護等における日常生活費に要する費用の扱いについて」（抜粋）より 

(平成 12年 3月 30日老企第 54号) 

・その他の日常生活費とは、サービス提供の一環として日常生活上の便宜についての経費

（嗜好品の購入等のサービス提供とは関係ない費用とは区別される） 

・徴収に当たっては、次の基準を満たす必要がある 

(a)保険給付対象サービスとの間に重複関係がないこと。 

(b)保険給付対象サービスと明確に区分されないあいまいな名目（お世話料、管理協力費）

は認められず、費用の内訳が明らかであること。 

(c)利用者・家族等の希望による便宜で、事前に十分な説明と書面による同意に基づくこと。 

(d)実費相当額の範囲内であること。 

(e)対象の便宜・額が運営規程で定められ、施設の見やすい場所に掲示されていること。 

 

※その他の日常生活費に関する参考通知は、以下のとおり。 

「『その他の日常生活費』に係る Q＆A」 

(平成 12 年 3月 31 日厚生省老人保健福祉局介護保険制度施行準備室事務連絡) 

「介護保険施設等における日常生活費等の受領について」 

(平成 12 年 11月 16日 老振第 75号･老健第 122 号) 

(13) 保険給付の請求のための証明書の交付 

現物給付とならない利用料の支払いをうけた場合、内容・費用等を記載したサービス提供

証明書を利用者に交付する。 
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(14) 通所介護計画の作成 

①管理者は、利用者の心身の状況、希望と環境を踏まえ、機能訓練等の目標、その目標を達

成するための具体的なサービス内容等を記載した計画を作成する。 

②既に居宅サービス計画が作成されている場合は、その計画の内容に沿って作成する。 

③作成に当たり、計画の内容を利用者・家族に対して説明し、利用者の同意を得て、利用者

に計画を交付する。 

④計画に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況を記録する。 

【解釈通知】 

・計画については、計画等の作成の経験のある者やサービスについて豊富な知識・経験を有

する者にとりまとめを行わせる。 

・計画は、提供に関わる従業者が共同し、個々の利用者ごとに作成する。 

・計画の目標・内容の説明とともに、計画の実施状況や評価についても説明を行う。 

・居宅サービス計画を作成している介護支援事業者から計画の提出を求められたら、提供す

ることに協力する。 

(15) 利用者に関する市町村への通知 

利用者が正当な理由なく指示に従わず要介護状態等の程度を悪化させたときや、不正な受

給があるときは、意見を付け市町村に通知する。 

(16) 緊急時等の対応 

サービス提供時に利用者の病状が急変した場合などに、速やかに主治医への連絡等の必要

な措置を講じる。 

(17) 管理者の責務 

管理者は、事業所の従業者・業務の実施状況等の管理を一元的に行うとともに、通所介護

の運営に関する基準を遵守させるため必要な指揮命令を行う。 

(18)運営規程 

以下の事項等について、規定を定めておく。 

①事業の目的・運営の方針 

②従業者の職種・員数・職務の内容 

③営業日・営業時間 

④利用定員 

⑤サービスの内容・利用料等の費用額 

⑥通常の事業実施地域 

⑦サービス利用にあたっての留意事項 

⑧緊急時等の対応方法 

⑨非常災害対策 

⑩その他運営に関する重要事項 
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(19) 勤務体制の確保等 

①適切なサービスを提供できるよう、従業者の勤務の体制を定める。 

②事業所の従業者によってｻｰﾋﾞｽを提供する（利用者の直接処遇に影響しない業務を除く）。 

③従業者の資質の向上のために、研修の機会を確保する。 

【解釈通知】 

・原則として月ごとの勤務表を作成し、従業者の勤務時間、常勤・非常勤の別、兼務関係等

を明確にする。 

(20) 定員の遵守 

利用定員を超えてサービスの提供を行わない（災害等やむをえない事情の場合を除く）。 

【注意】 

・利用定員は営業日ごとに遵守すること。月平均の利用者数ではない。 

(21)非常災害対策 

①非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報と連携体制を整備し、

定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出等の訓練を行う。 

②非常災害の際に利用者及び従業者が必要とする飲料水、食糧、日用品その他の物資及び防

災に関する資機材の備蓄、整備及び点検を行うよう努める。 

【解釈通知】 

・「具体的な計画」とは、消防法施行規則第 3条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災

害に対処するための計画をいう。 

・計画の策定及び計画に基づく消防業務は防火管理者（配置義務がない場合は、事業所が定

める責任者）に行わせる。 

【県が条例で独自に追加している基準】 

・非常災害に関する具体的計画は、火災・風水害など一般災害の他、地震災害、火山災害な

ど、施設（事業所）ごとに発生することが予想される非常災害の種類に応じた具体的計画

を立てる。（義務規定） 

・避難、救出その他必要な措置に関する訓練については、非常災害時に、消防機関のほか、

近隣住民、地域の消防団、連携関係にある施設などの関係機関の協力が得られるよう、訓

練実施の際に関係機関との連携に努める。（努力義務） 

・非常災害時に備え、飲料水、食糧、日用品その他の物資及び防災に関する資機材の備蓄、

整備及び点検に努める。（努力義務） 

(22) 衛生管理等 

①利用者の使用する施設、食器等の設備、飲用水について、衛生的な管理に努め、または衛

生上の必要な措置を講じる。 

②感染症が発生し、まん延しないように必要な措置を講じるように努める。 

※衛生管理に関する参考通知は、以下のとおり。 

「社会福祉施設等における衛生管理の徹底について」（平成20年7月7日 老計第0707001号） 

(23)掲示 

事業所の見やすい場所に、運営規程の概要など利用申込者のサービス選択に関係する重要

事項を掲示する。 
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(24) 秘密保持等 

①従業者（であった者）は正当な理由なく、業務上知り得た利用者・家族の秘密を漏らして

はならない。 

②事業者は、従業者（であった者）が、正当な理由なく、業務上知り得た利用者・家族の秘

密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じる。 

③サービス担当者会議等において利用者・家族の個人情報を用いる場合はあらかじめ文書に

より利用者・家族の同意を得ておかねばならない。 

【解釈通知】 

・②の「必要な措置」とは、具体的には、従業者でなくなった後においても秘密を保持すべ

き旨を雇用時等に取り決め、例えば違約金についての定めを置くなどの措置などを講じる

こと。 

・サービス担当者会議等における個人情報の提供については、サービス提供開始時における

包括的な同意で足りる。 

(25) 広告 

広告をする場合、その内容は虚偽また誇大なものとしてはならない。 

(26) 居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止 

居宅介護支援事業者またはその従業者に対し、利用者に特定の事業者からサービスを利用

させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。 

(27) 苦情処理 

①利用者・家族からの苦情に迅速・適切に対応するため、苦情受け付け窓口を設置するなど

の必要な措置を講じ、苦情を受けた場合は、その内容等を記録する。 

②市町村からの物件提出の求めや質問・照会等に対応し、市町村が行う調査に協力する。 

③市町村・国保連からの指導・助言に従って必要な改善を行い、市町村等から求められた場

合にはその改善の内容を市町村等に報告する。 

【解釈通知】 

・①の「必要な措置」とは、苦情を処理するために講じる措置の概要を明らかにし、その内

容を利用申込者・その家族にサービス内容を説明する文書に併せて記載するとともに、事

業所に掲示する等である。 

・苦情の内容を踏まえ、サービスの質の向上に向けた取り組みを自ら行う。 

(28) 事故発生時の対応 

サービス提供により事故が発生した場合には、市町村・家族・居宅介護支援事業者等への

連絡を行うなど必要な措置を講じ、事故の状況や事故に際して採った処置について記録し、

賠償すべき事故の場合には、損害賠償を速やかに行う。 

【解釈通知】 

・対応方法については、あらかじめ事業者が定めておくことが望ましい。 

・速やかな賠償のため、損害賠償保険に加入しておくか、賠償資力を有することが望ましい。 

・事故が発生した場合は、その原因を解明し、再発防止のための対策を講じる。 

・なお、夜間・深夜に指定通所介護以外のサービスの提供により事故が発生した場合は、以

上を踏まえた同様の対応を行う。 

-14-



(29) 会計の区分 

事業所ごとに経理を区分するとともに、各介護サービスの事業の会計とその他の事業の会

計を区分しなければならない。 

※その他の日常生活費に関する参考通知は、以下のとおり 

「指定介護老人福祉施設等に係る会計処理等の取扱いについて」 

（平成 12年 3月 10日 老計第 8号） 

「介護保険の給付対象事業における会計の区分について」 

（平成 13年 3月 28日 老振発第 18号） 

(30) 記録の整備 

利用者に対するサービス提供に関しては、以下の記録を整備し、完結の日から 2 年間保存

する。 

①通所介護計画 

②提供した具体的なサービスの内容等の記録 

③市町村への通知の記録 

④苦情の内容等の記録 

⑤事故の状況・事故に際して採った処置の記録 
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1
.
4
 
通

所
介

護
事

業
 
Q
&
A
集

 
（

抜
粋

）
【

人
員

・
設

備
・

運
営

基
準

編
】

質
　
問

回
　
答

Q
A
発

出
時

期
文

書
番

号
等

人
員

基
準

通
所

介
護

に
お

い
て

、
確

保
す

べ
き

従
業

者
の

勤
務

延
時

間
数

は
、

実
労

働
時

間
し

か
算

入
で

き
な

い
の

か
。

休
憩

時
間

は
ど

の
よ

う
に

取
扱

う
の

か
。

労
働

基
準

法
第

3
4
 
条

に
お

い
て

最
低

限
確

保
す

べ
き

と
さ

れ
て

い
る

程
度

の
休

憩
時

間
に

つ
い

て
は

、
確

保
す

べ
き

勤
務

延
時

間
数

に
含

め
て

差
し

支
え

な
い

。
た

だ
し

、
そ

の
場

合
に

お
い

て
も

、
居

宅
基

準
第

9
3
 
条

第
3
 
項

を
満

た
す

必
要

が
あ

る
こ

と
か

ら
、

介
護

職
員

全
員

が
同

一
時

間
帯

に
一

斉
に

休
憩

を
取

る
こ

と
が

な
い

よ
う

に
す

る
こ

と
。

ま
た

、
介

護
職

員
が

常
時

１
名

し
か

配
置

さ
れ

て
い

な
い

事
業

所
に

つ
い

て
は

、
当

該
職

員
が

休
憩

を
取

る
時

間
帯

に
、

介
護

職
員

以
外

で
利

用
者

に
対

し
て

直
接

ケ
ア

を
行

う
職

員
（

居
宅

基
準

第
9
3
 
条

第
1
 
項

第
1
 
号

の
生

活
相

談
員

又
は

同
項

第
2
 
号

の
看

護
職

員
）

が
配

置
さ

れ
て

い
れ

ば
、

居
宅

基
準

第
9
3
 
条

第
3
 
項

の
規

定
を

満
た

す
も

の
と

し
て

取
り

扱
っ

て
差

し
支

え
な

い
。

こ
の

よ
う

な
取

扱
い

は
、

通
常

の
常

勤
換

算
方

法
と

は
異

な
り

サ
ー

ビ
ス

提
供

時
間

内
に

お
い

て
必

要
な

労
働

力
を

確
保

し
つ

つ
ピ

ー
ク

タ
イ

ム
に

手
厚

く
配

置
す

る
こ

と
を

可
能

と
す

る
な

ど
、

交
代

で
休

憩
を

取
得

し
た

と
し

て
も

必
ず

し
も

サ
ー

ビ
ス

の
質

の
低

下
に

は
繋

が
ら

な
い

と
考

え
ら

れ
る

通
所

介
護

（
療

養
通

所
介

護
は

除
く

）
に

限
っ

て
認

め
ら

れ
る

も
の

で
あ

る
。

な
お

、
管

理
者

は
従

業
者

の
雇

用
管

理
を

一
元

的
に

行
う

も
の

と
さ

れ
て

い
る

こ
と

か
ら

、
休

憩
時

間
の

取
得

等
に

つ
い

て
労

働
関

係
法

規
を

遵
守

す
る

こ
と

。
認

知
症

対
応

型
通

所
介

護
に

つ
い

て
も

同
様

の
考

え
方

と
す

る
。

平
成

2
4
年

４
月

改
定

関
係

Ｑ
＆

Ａ
Ｖ

ｏ
ｌ

．
1
　

問
６

３

人
員

配
置

の
計

算
の

基
と

な
る

「
提

供
時

間
数

」
に

つ
い

て
は

、
通

所
サ

ー
ビ

ス
計

画
上

の
所

要
時

間
に

基
づ

く
配

置
と

な
る

の
か

、
そ

れ
と

も
実

績
に

基
づ

く
配

置
と

な
る

の
か

。

通
所

サ
ー

ビ
ス

計
画

上
の

所
要

時
間

に
基

づ
き

配
置

す
る

。
平

成
2
4
年

4
月

改
定

関
係

Ｑ
＆

Ａ
Ｖ

ｏ
ｌ

．
2
　

問
１

１

通
所

介
護

事
業

所
の

生
活

相
談

員
が

サ
ー

ビ
ス

担
当

者
会

議
に

出
席

す
る

た
め

の
時

間
に

つ
い

て
は

確
保

す
べ

き
勤

務
延

時
間

数
に

含
め

る
こ

と
が

で
き

る
か

。
通

所
介

護
事

業
所

の
生

活
相

談
員

が
サ

ー
ビ

ス
担

当
者

会
議

に
出

席
す

る
た

め
の

時
間

に
つ

い
て

は
、

確
保

す
べ

き
勤

務
延

時
間

数
に

含
め

て
差

し
支

え
な

い
。

認
知

症
対

応
型

通
所

介
護

に
つ

い
て

も
同

様
の

扱
い

と
な

る
。

平
成

2
4
年

4
月

改
定

関
係

Ｑ
＆

Ａ
Ｖ

ｏ
ｌ

．
2
　

問
１

２

各
加

算
の

算
定

要
件

で
「

常
勤

」
の

有
資

格
者

の
配

置
が

求
め

ら
れ

て
い

る
場

合
、

育
児

休
業

、
介

護
休

業
等

育
児

又
は

家
族

介
護

を
行

う
労

働
者

の
福

祉
に

関
す

る
法

律
（

平
成

３
年

法
律

第
7
6
 
号

。
以

下
「

育
児

・
介

護
休

業
法

」
と

い
う

。
）

の
所

定
労

働
時

間
の

短
縮

措
置

の
対

象
者

に
つ

い
て

常
勤

の
従

業
者

が
勤

務
す

べ
き

時
間

数
を

3
0
 
時

間
と

し
て

い
る

と
き

は
、

当
該

対
象

者
に

つ
い

て
は

3
0
 
時

間
勤

務
す

る
こ

と
で

「
常

勤
」

と
し

て
取

り
扱

っ
て

良
い

か
。

そ
の

よ
う

な
取

扱
い

で
差

し
支

え
な

い
。

平
成

2
７

年
4
月

改
定

関
係

Ｑ
＆

Ａ
Ｖ

ｏ
ｌ

．
1
　

問
１

育
児

・
介

護
休

業
法

の
所

定
労

働
時

間
の

短
縮

措
置

の
対

象
者

が
い

る
場

合
、

常
勤

換
算

方
法

に
よ

る
人

員
要

件
に

つ
い

て
は

ど
の

よ
う

に
計

算
す

れ
ば

良
い

か
。

常
勤

換
算

方
法

に
つ

い
て

は
、

従
前

ど
お

り
「

当
該

事
業

所
の

従
業

者
の

勤
務

延
時

間
数

を
当

該
事

業
所

に
お

い
て

常
勤

の
従

業
者

が
勤

務
す

べ
き

時
間

数
（

3
2
 
時

間
を

下
回

る
場

合
は

3
2
 
時

間
を

基
本

と
す

る
。

）
で

除
す

る
こ

と
に

よ
り

、
当

該
事

業
所

の
従

業
者

の
員

数
を

常
勤

の
従

業
者

の
員

数
に

換
算

す
る

方
法

」
で

あ
り

、
そ

の
計

算
に

当
た

っ
て

は
、

育
児

・
介

護
休

業
法

の
所

定
労

働
時

間
の

短
縮

措
置

の
対

象
者

の
有

無
は

問
題

に
は

な
ら

な
い

。

平
成

2
７

年
4
月

改
定

関
係

Ｑ
＆

Ａ
Ｖ

ｏ
ｌ

．
１

　
問

2
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1
.
4
 
通

所
介

護
事

業
 
Q
&
A
集

 
（

抜
粋

）
【

人
員

・
設

備
・

運
営

基
準

編
】

質
　
問

回
　
答

Q
A
発

出
時

期
文

書
番

号
等

各
事

業
所

の
「

管
理

者
」

に
つ

い
て

も
、

育
児

・
介

護
休

業
法

第
2
3
 
条

第
１

項
に

規
定

す
る

所
定

労
働

時
間

の
短

縮
措

置
の

適
用

対
象

と
な

る
の

か
。

労
働

基
準

法
第

4
1
 
条

第
2
 
号

に
定

め
る

管
理

監
督

者
に

つ
い

て
は

、
労

働
時

間
等

に
関

す
る

規
定

が
適

用
除

外
さ

れ
て

い
る

こ
と

か
ら

、
「

管
理

者
」

が
労

働
基

準
法

第
4
1
 
条

第
2
 
号

に
定

め
る

管
理

監
督

者
に

該
当

す
る

場
合

は
、

所
定

労
働

時
間

の
短

縮
措

置
を

講
じ

な
く

て
も

よ
い

。
な

お
、

労
働

基
準

法
第

4
1
 
条

第
2
 
号

に
定

め
る

管
理

監
督

者
に

つ
い

て
は

、
同

法
の

解
釈

と
し

て
、

労
働

条
件

の
決

定
そ

の
他

労
務

管
理

に
つ

い
て

経
営

者
と

一
体

的
な

立
場

に
あ

る
者

の
意

で
あ

り
、

名
称

に
と

ら
わ

れ
ず

、
実

態
に

即
し

て
判

断
す

べ
き

で
あ

る
と

さ
れ

て
い

る
。

こ
の

た
め

、
職

場
で

「
管

理
職

」
と

し
て

取
り

扱
わ

れ
て

い
る

者
で

あ
っ

て
も

、
同

号
の

管
理

監
督

者
に

当
た

ら
な

い
場

合
に

は
、

所
定

労
働

時
間

の
短

縮
措

置
を

講
じ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
ま

た
、

同
号

の
管

理
監

督
者

で
あ

っ
て

も
、

育
児

・
介

護
休

業
法

第
2
3
 
条

第
1
 
項

の
措

置
と

は
別

に
、

同
項

の
所

定
労

働
時

間
の

短
縮

措
置

に
準

じ
た

制
度

を
導

入
す

る
こ

と
は

可
能

で
あ

り
、

こ
う

し
た

者
の

仕
事

と
子

育
て

の
両

立
を

図
る

観
点

か
ら

は
、

む
し

ろ
望

ま
し

い
も

の
で

あ
る

。

平
成

2
７

年
4
月

改
定

関
係

Ｑ
＆

Ａ
Ｖ

ｏ
ｌ

．
１

　
問

3

生
活

相
談

員
の

勤
務

延
時

間
に

、
「

地
域

の
町

内
会

、
自

治
会

、
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
団

体
等

と
連

携
し

、
利

用
者

に
必

要
な

生
活

支
援

を
担

っ
て

も
ら

う
な

ど
社

会
資

源
の

発
掘

、
活

用
の

た
め

の
時

間
」

が
認

め
ら

れ
た

が
、

具
体

的
に

は
ど

の
よ

う
な

も
の

が
想

定
さ

れ
る

の
か

。
ま

た
、

事
業

所
外

で
の

勤
務

に
関

し
て

は
、

活
動

実
績

な
ど

の
記

録
を

保
管

し
て

お
く

必
要

が
あ

る
か

。

例
え

ば
、

以
下

の
よ

う
な

活
動

が
想

定
さ

れ
る

。
・

 
事

業
所

の
利

用
者

で
あ

る
要

介
護

者
等

も
含

ん
だ

地
域

に
お

け
る

買
い

物
支

援
、

移
動

支
援

、
見

守
り

な
ど

の
体

制
を

構
築

す
る

た
め

、
地

域
住

民
等

が
参

加
す

る
会

議
等

に
参

加
す

る
場

合
・

 
利

用
者

が
生

活
支

援
サ

ー
ビ

ス
を

受
け

ら
れ

る
よ

う
地

域
の

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

団
体

と
の

調
整

に
出

か
け

て
い

く
場

合
生

活
相

談
員

の
事

業
所

外
で

の
活

動
に

関
し

て
は

、
利

用
者

の
地

域
生

活
を

支
え

る
た

め
の

取
組

で
あ

る
必

要
が

あ
る

た
め

、
事

業
所

に
お

い
て

、
そ

の
活

動
や

取
組

を
記

録
し

て
お

く
必

要
が

あ
る

。

平
成

2
７

年
4
月

改
定

関
係

Ｑ
＆

Ａ
Ｖ

ｏ
ｌ

．
1
　

問
4
9

病
院

、
診

療
所

又
は

訪
問

看
護

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

と
の

契
約

で
確

保
し

た
看

護
職

員
は

、
営

業
日

ご
と

に
事

業
所

内
で

利
用

者
の

健
康

状
態

の
確

認
を

行
う

必
要

が
あ

る
が

、
そ

の
場

合
ど

の
程

度
の

従
事

時
間

が
必

要
か

。
ま

た
、

事
業

所
に

駆
け

つ
け

る
こ

と
が

で
き

る
体

制
と

は
、

距
離

的
に

ど
の

程
度

離
れ

た
範

囲
ま

で
を

想
定

し
て

い
る

の
か

。

健
康

状
態

の
確

認
を

行
う

た
め

に
要

す
る

時
間

は
、

事
業

所
の

規
模

に
応

じ
て

異
な

る
た

め
、

一
概

に
示

す
こ

と
は

で
き

な
い

が
、

利
用

者
全

員
に

対
し

て
適

切
に

健
康

状
態

の
確

認
を

行
え

る
よ

う
に

病
院

、
診

療
所

又
は

訪
問

看
護

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

と
契

約
を

結
ぶ

必
要

が
あ

る
。

ま
た

、
事

業
所

に
駆

け
つ

け
る

こ
と

が
で

き
る

体
制

に
係

る
距

離
的

概
念

に
つ

い
て

は
、

地
域

の
実

情
に

応
じ

て
対

応
す

る
た

め
、

一
概

に
示

す
こ

と
は

で
き

な
い

が
、

利
用

者
の

容
態

急
変

に
対

応
で

き
る

よ
う

契
約

先
の

病
院

、
診

療
所

又
は

訪
問

看
護

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

か
ら

適
切

に
指

示
を

受
け

る
こ

と
が

で
き

る
連

絡
体

制
を

確
保

す
る

こ
と

で
も

密
接

か
つ

適
切

な
連

携
を

図
っ

て
い

る
こ

と
に

な
る

。

平
成

2
７

年
4
月

改
定

関
係

Ｑ
＆

Ａ
Ｖ

ｏ
ｌ

．
１

　
問

５
０

は
り

師
・

き
ゅ

う
師

を
機

能
訓

練
指

導
員

と
す

る
際

に
求

め
ら

れ
る

要
件

と
な

る
、

「
理

学
療

法
士

、
作

業
療

法
士

、
言

語
聴

覚
士

、
看

護
職

員
、

柔
道

整
復

師
又

は
あ

ん
摩

マ
ッ

サ
ー

ジ
指

圧
師

の
資

格
を

有
す

る
機

能
訓

練
指

導
員

を
配

置
し

た
事

業
所

で
六

月
以

上
機

能
訓

練
指

導
に

従
事

し
た

経
験

」
に

つ
い

て
、

そ
の

実
務

時
間

・
日

数
や

実
務

内
容

に
規

定
は

あ
る

の
か

。

要
件

に
あ

る
以

上
の

内
容

に
つ

い
て

は
細

か
く

規
定

し
な

い
が

、
当

然
な

が
ら

、
当

該
は

り
師

・
き

ゅ
う

師
が

機
能

訓
練

指
導

員
と

し
て

実
際

に
行

う
業

務
の

頻
度

・
内

容
を

鑑
み

て
、

十
分

な
経

験
を

得
た

と
当

該
施

設
の

管
理

者
が

判
断

で
き

る
こ

と
は

必
要

と
な

る
。

平
成

3
0
年

4
月

改
定

関
係

Ｑ
＆

Ａ
Ｖ

ｏ
ｌ

．
1

問
3
2

は
り

師
・

き
ゅ

う
師

を
機

能
訓

練
指

導
員

と
し

て
雇

う
際

に
、

実
際

に
、

理
学

療
法

士
、

作
業

療
法

士
、

言
語

聴
覚

士
、

看
護

職
員

、
柔

道
整

復
師

又
は

あ
ん

摩
マ

ッ
サ

ー
ジ

指
圧

師
の

資
格

を
有

す
る

機
能

訓
練

指
導

員
を

配
置

し
た

事
業

所
で

六
月

以
上

機
能

訓
練

指
導

に
従

事
し

た
経

験
を

有
す

る
こ

と
を

ど
の

よ
う

に
確

認
す

る
の

か
。

例
え

ば
、

当
該

は
り

師
・

き
ゅ

う
師

が
機

能
訓

練
指

導
に

従
事

し
た

事
業

所
の

管
理

者
が

書
面

で
そ

れ
を

証
し

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
れ

ば
、

確
認

と
し

て
十

分
で

あ
る

。

平
成

3
0
年

4
月

改
定

関
係

Ｑ
＆

Ａ
Ｖ

ｏ
ｌ

．
1

問
3
3
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.
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通

所
介

護
事

業
 
Q
&
A
集

 
（

抜
粋

）
【

人
員

・
設

備
・

運
営

基
準

編
】

質
　
問

回
　
答

Q
A
発

出
時

期
文

書
番

号
等

設
備

基
準

（
宿

泊
サ

ー
ビ

ス
関

係
）

指
定

通
所

介
護

事
業

所
等

の
設

備
を

利
用

し
た

夜
間

及
び

深
夜

の
指

定
通

所
介

護
等

以
外

の
サ

ー
ビ

ス
（

宿
泊

サ
ー

ビ
ス

）
を

提
供

す
る

場
合

に
は

、
平

成
2
7
 
年

４
月

１
日

か
ら

指
定

権
者

へ
の

届
出

が
必

要
と

な
る

が
、

既
に

宿
泊

サ
ー

ビ
ス

を
実

施
し

て
い

る
場

合
に

は
、

平
成

2
7
 
年

３
月

末
ま

で
に

届
出

を
行

わ
せ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

の
か

。

平
成

2
6
 
年

７
月

2
8
 
日

の
全

国
介

護
保

険
担

当
課

長
会

議
資

料
②

で
示

し
た

と
お

り
、

宿
泊

サ
ー

ビ
ス

を
実

施
し

て
い

る
場

合
の

届
出

に
つ

い
て

は
、

平
成

2
7
 
年

４
月

か
ら

９
月

末
ま

で
に

届
出

を
行

う
こ

と
と

し
て

い
る

。
こ

の
期

間
以

降
に

つ
い

て
は

、
そ

の
都

度
届

出
を

行
う

こ
と

と
な

る
。

平
成

2
７

年
4
月

改
定

関
係

Ｑ
＆

Ａ
Ｖ

ｏ
ｌ

．
１

　
問

６
３

指
定

通
所

介
護

事
業

所
の

設
備

を
利

用
し

て
夜

間
及

び
深

夜
に

指
定

通
所

介
護

以
外

の
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

事
業

所
に

つ
い

て
は

、
平

成
2
7
 
年

４
月

１
日

か
ら

届
出

制
が

導
入

さ
れ

る
が

、
本

届
出

が
行

わ
れ

て
い

な
か

っ
た

場
合

や
事

故
報

告
が

な
か

っ
た

場
合

の
罰

則
等

の
規

定
は

あ
る

か
。

届
出

及
び

事
故

報
告

に
つ

い
て

は
、

指
定

居
宅

サ
ー

ビ
ス

等
基

準
を

改
正

し
規

定
し

た
も

の
で

あ
る

た
め

、
届

出
を

行
わ

な
い

場
合

や
事

故
報

告
を

行
わ

な
か

っ
た

場
合

に
は

、
指

定
通

所
介

護
事

業
所

の
運

営
基

準
違

反
と

な
る

。

平
成

2
７

年
4
月

改
定

関
係

Ｑ
＆

Ａ
Ｖ

ｏ
ｌ

．
１

　
問

６
４

従
来

、
一

部
の

自
治

体
で

独
自

要
綱

に
基

づ
き

宿
泊

サ
ー

ビ
ス

の
届

出
が

行
わ

れ
て

い
た

が
、

今
回

の
届

出
制

導
入

に
伴

い
、

各
自

治
体

は
要

綱
等

を
整

備
す

る
必

要
は

な
く

、
指

定
居

宅
サ

ー
ビ

ス
等

基
準

に
基

づ
き

事
業

者
に

届
出

を
求

め
る

も
の

と
考

え
て

良
い

か
。

指
定

居
宅

サ
ー

ビ
ス

等
基

準
に

基
づ

き
、

各
自

治
体

で
条

例
を

制
定

し
、

こ
の

条
例

に
基

づ
き

行
う

も
の

と
考

え
て

い
る

。

平
成

2
７

年
4
月

改
定

関
係

Ｑ
＆

Ａ
Ｖ

ｏ
ｌ

．
１

　
問

６
５

設
備

基
準

（
宿

泊
サ

ー
ビ

ス
関

係
）

宿
泊

サ
ー

ビ
ス

の
届

出
要

件
と

し
て

、
「

指
定

通
所

介
護

事
業

所
の

設
備

を
利

用
し

」
と

あ
る

が
、

指
定

通
所

介
護

事
業

所
と

し
て

届
け

出
て

い
る

食
堂

、
機

能
訓

練
室

、
静

養
室

、
相

談
室

、
事

務
室

以
外

の
部

屋
や

隣
接

す
る

建
物

等
で

宿
泊

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
す

る
場

合
の

扱
い

は
ど

う
な

る
の

か
。

指
定

通
所

介
護

事
業

所
の

設
備

を
利

用
し

て
提

供
す

る
宿

泊
サ

ー
ビ

ス
に

つ
い

て
は

、
届

出
の

対
象

と
す

る
が

、
指

定
通

所
介

護
事

業
所

の
設

備
を

利
用

し
な

い
も

の
に

つ
い

て
は

対
象

と
し

な
い

。
ま

た
、

食
堂

な
ど

の
一

部
設

備
を

共
用

す
る

が
、

宿
泊

に
関

し
て

は
指

定
通

所
介

護
事

業
所

等
以

外
で

実
施

す
る

場
合

は
対

象
と

な
ら

な
い

。
な

お
、

高
齢

者
を

入
居

さ
せ

、
「

入
浴

、
排

せ
つ

又
は

食
事

の
介

護
」

、
「

食
事

の
提

供
」

、
「

洗
濯

、
掃

除
等

の
家

事
」

又
は

「
健

康
管

理
」

の
少

な
く

と
も

一
つ

の
サ

ー
ビ

ス
を

供
与

す
る

場
合

に
は

、
有

料
老

人
ホ

ー
ム

に
該

当
し

、
老

人
福

祉
法

上
の

届
出

を
行

う
こ

と
が

必
要

と
な

る
こ

と
に

留
意

さ
れ

た
い

。

平
成

2
７

年
4
月

改
定

関
係

Ｑ
＆

Ａ
Ｖ

ｏ
ｌ

．
１

　
問

６
６
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1
.
4
 
通

所
介

護
事

業
 
Q
&
A
集

 
（

抜
粋

）
【

人
員

・
設

備
・

運
営

基
準

編
】

質
　
問

回
　
答

Q
A
発

出
時

期
文

書
番

号
等

運
営

基
準

（
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

方
法

等
関

係
）

午
前

と
午

後
に

分
け

て
サ

ー
ビ

ス
提

供
を

行
っ

た
場

合
に

、
例

え
ば

午
前

中
に

サ
ー

ビ
ス

提
供

を
受

け
た

利
用

者
に

つ
い

て
、

午
後

は
引

き
続

き
同

一
の

事
業

所
に

い
て

も
ら

っ
て

も
構

わ
な

い
か

。
そ

の
場

合
に

は
、

当
該

利
用

者
を

定
員

に
含

め
る

必
要

が
あ

る
の

か
。

ま
た

、
当

該
利

用
者

が
事

業
所

に
引

き
続

き
い

ら
れ

る
こ

と
に

つ
い

て
負

担
を

求
め

る
こ

と
は

可
能

か
。

同
一

の
事

業
所

に
い

て
も

ら
っ

て
も

構
わ

な
い

が
、

単
に

い
る

だ
け

の
利

用
者

に
つ

い
て

は
、

介
護

保
険

サ
ー

ビ
ス

を
受

け
て

い
る

わ
け

で
は

な
い

の
で

、
サ

ー
ビ

ス
提

供
に

支
障

の
な

い
よ

う
配

慮
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
具

体
的

に
は

、
サ

ー
ビ

ス
を

実
施

す
る

機
能

訓
練

室
以

外
の

場
所

（
休

憩
室

、
ロ

ビ
ー

等
）

に
居

て
い

た
だ

く
こ

と
が

考
え

ら
れ

る
が

、
機

能
訓

練
室

内
で

あ
っ

て
も

面
積

に
余

裕
の

あ
る

場
合

（
単

に
い

る
だ

け
の

方
を

含
め

て
も

１
人

当
た

り
３

㎡
以

上
が

確
保

さ
れ

て
い

る
場

合
）

で
あ

れ
ば

、
サ

ー
ビ

ス
提

供
に

支
障

の
な

い
よ

う
な

形
で

居
て

い
た

だ
く

こ
と

も
考

え
ら

れ
る

。
　

い
ず

れ
に

し
て

も
、

介
護

保
険

サ
ー

ビ
ス

外
と

は
い

え
、

単
に

い
る

だ
け

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

別
途

負
担

を
求

め
る

こ
と

は
不

適
切

で
あ

る
と

考
え

て
い

る
。

平
成

１
８

年
４

月
改

定
関

係
Ｑ

＆
Ａ

Ｖ
ｏ

ｌ
．

１
　

問
１

０

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
開

始
や

終
了

は
同

一
単

位
の

利
用

者
に

つ
い

て
同

時
に

行
わ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

の
か

。
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

に
あ

た
っ

て
は

、
利

用
者

ご
と

に
定

め
た

通
所

サ
ー

ビ
ス

計
画

に
お

け
る

通
所

サ
ー

ビ
ス

の
内

容
、

利
用

当
日

の
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

状
況

、
家

族
の

出
迎

え
等

の
都

合
で

、
サ

ー
ビ

ス
提

供
の

開
始

・
終

了
の

タ
イ

ミ
ン

グ
が

利
用

者
ご

と
に

前
後

す
る

こ
と

は
あ

り
得

る
も

の
で

あ
り

、
ま

た
、

そ
も

そ
も

単
位

内
で

提
供

時
間

の
異

な
る

利
用

者
も

存
在

し
得

る
と

こ
ろ

で
あ

る
。

報
酬

の
対

象
と

な
る

の
は

実
際

に
事

業
所

に
い

た
時

間
で

は
な

く
、

通
所

サ
ー

ビ
ス

計
画

に
定

め
ら

れ
た

標
準

的
な

時
間

で
あ

る
と

し
て

い
る

と
こ

ろ
で

あ
り

、
サ

ー
ビ

ス
提

供
開

始
時

刻
や

終
了

時
刻

を
同

時
に

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
と

い
う

も
の

で
は

な
い

。

平
成

2
4
年

４
月

改
定

関
係

Ｑ
＆

Ａ
Ｖ

ｏ
ｌ

．
1
　

問
５

７

各
所

要
時

間
区

分
の

通
所

サ
ー

ビ
ス

費
を

請
求

す
る

に
あ

た
り

、
サ

ー
ビ

ス
提

供
時

間
の

最
低

限
の

所
要

時
間

は
あ

る
の

か
。

所
要

時
間

に
よ

る
区

分
は

現
に

要
し

た
時

間
で

は
な

く
、

通
所

サ
ー

ビ
ス

計
画

に
位

置
づ

け
ら

れ
た

通
所

サ
ー

ビ
ス

を
行

う
た

め
の

標
準

的
な

時
間

に
よ

る
こ

と
と

さ
れ

て
お

り
、

例
え

ば
通

所
介

護
計

画
に

位
置

づ
け

ら
れ

た
通

所
介

護
の

内
容

が
7
 
時

間
以

上
9
時

間
未

満
で

あ
り

、
当

該
通

所
介

護
計

画
書

ど
お

り
の

サ
ー

ビ
ス

が
提

供
さ

れ
た

の
で

あ
れ

ば
、

7
 
時

間
以

上
9
 
時

間
未

満
の

通
所

介
護

費
を

請
求

す
る

こ
と

に
な

る
。

た
だ

し
、

通
所

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
の

開
始

に
際

し
て

は
、

あ
ら

か
じ

め
、

サ
ー

ビ
ス

提
供

の
内

容
や

利
用

料
等

の
重

要
事

項
に

つ
い

て
懇

切
丁

寧
に

説
明

を
行

い
同

意
を

得
る

こ
と

と
な

っ
て

い
る

こ
と

か
ら

、
利

用
料

に
応

じ
た

、
利

用
者

に
説

明
可

能
な

サ
ー

ビ
ス

内
容

と
な

っ
て

い
る

必
要

が
あ

る
こ

と
に

留
意

す
る

こ
と

。

平
成

2
4
年

４
月

改
定

関
係

Ｑ
＆

Ａ
Ｖ

ｏ
ｌ

．
1
　

問
５

８

こ
れ

ま
で

急
な

キ
ャ

ン
セ

ル
の

場
合

又
は

連
絡

が
な

い
不

在
の

場
合

は
キ

ャ
ン

セ
ル

料
を

徴
収

す
る

こ
と

が
で

き
た

が
、

月
単

位
の

介
護

報
酬

と
な

っ
た

後
も

キ
ャ

ン
セ

ル
料

を
徴

収
す

る
こ

と
は

可
能

か
。

ま
た

、
キ

ャ
ン

セ
ル

が
あ

っ
た

場
合

に
お

い
て

も
、

報
酬

は
定

額
ど

お
り

の
算

定
が

行
わ

れ
る

の
か

。

キ
ャ

ン
セ

ル
が

あ
っ

た
場

合
に

お
い

て
も

、
介

護
報

酬
上

は
定

額
ど

お
り

の
算

定
が

な
さ

れ
る

こ
と

を
踏

ま
え

る
と

、
キ

ャ
ン

セ
ル

料
を

設
定

す
る

こ
と

は
想

定
し

が
た

い
。

平
成

１
８

年
４

月
改

定
関

係
Ｑ

＆
Ａ

Ｖ
ｏ

ｌ
．

１
　

問
１

５
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1
.
4
 
通

所
介

護
事

業
 
Q
&
A
集

 
（

抜
粋

）
【

人
員

・
設

備
・

運
営

基
準

編
】

質
　
問

回
　
答

Q
A
発

出
時

期
文

書
番

号
等

予
防

給
付

の
通

所
系

サ
ー

ビ
ス

と
介

護
給

付
の

通
所

系
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

に
当

た
っ

て
は

、
物

理
的

（
空

間
的

・
時

間
的

）
に

グ
ル

ー
プ

を
分

け
て

行
う

必
要

が
あ

る
の

か
。

通
所

系
サ

ー
ビ

ス
は

、
ケ

ア
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
に

お
い

て
、

利
用

者
一

人
一

人
の

心
身

の
状

況
や

ニ
ー

ズ
等

を
勘

案
し

て
作

成
さ

れ
る

ケ
ア

プ
ラ

ン
に

基
づ

き
、

い
ず

れ
に

し
て

も
個

別
的

な
サ

ー
ビ

ス
提

供
が

念
頭

に
置

か
れ

て
い

る
も

の
で

あ
り

、
し

た
が

っ
て

、
予

防
給

付
の

通
所

系
サ

ー
ビ

ス
と

介
護

給
付

の
通

所
系

サ
ー

ビ
ス

の
指

定
を

併
せ

て
受

け
る

場
合

に
つ

い
て

も
個

別
の

ニ
ー

ズ
等

を
考

慮
す

る
必

要
が

あ
る

。
　

具
体

的
に

は
、

指
定

基
準

上
、

サ
ー

ビ
ス

が
一

体
的

に
提

供
さ

れ
て

い
る

場
合

に
は

、
指

定
基

準
上

の
サ

ー
ビ

ス
提

供
単

位
を

分
け

る
必

要
は

な
い

こ
と

と
し

て
い

る
と

こ
ろ

で
あ

る
が

、
両

者
の

サ
ー

ビ
ス

内
容

を
明

確
化

す
る

観
点

か
ら

、
サ

ー
ビ

ス
提

供
に

当
た

っ
て

は
、

非
効

率
と

な
ら

な
い

範
囲

で
一

定
の

区
分

を
設

け
る

必
要

が
あ

る
と

考
え

て
お

り
、

具
体

的
に

は
、

以
下

の
と

お
り

の
取

扱
と

す
る

。
①

日
常

生
活

上
の

支
援

（
世

話
）

等
の

共
通

サ
ー

ビ
ス

（
入

浴
サ

ー
ビ

ス
を

含
む

。
）

に
つ

い
て

は
、

サ
ー

ビ
ス

提
供

に
当

た
り

、
物

理
的

に
分

け
る

必
要

は
な

い
こ

と
と

す
る

。
②

選
択

的
サ

ー
ビ

ス
（

介
護

給
付

の
通

所
系

サ
ー

ビ
ス

に
つ

い
て

は
、

各
加

算
に

係
る

サ
ー

ビ
ス

）
に

つ
い

て
は

、
要

支
援

者
と

要
介

護
者

で
サ

ー
ビ

ス
内

容
が

そ
も

そ
も

異
な

り
、

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
は

、
時

間
や

グ
ル

ー
プ

を
区

分
し

て
行

う
こ

と
が

効
果

的
・

効
率

的
と

考
え

ら
れ

る
こ

と
か

ら
、

原
則

と
し

て
、

物
理

的
に

区
分

し
て

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
す

る
こ

と
と

す
る

。
た

だ
し

、
例

え
ば

、
口

腔
機

能
向

上
の

た
め

の
口

・
舌

の
体

操
な

ど
、

内
容

的
に

同
様

の
サ

ー
ビ

ス
で

あ
っ

て
、

か
つ

、
当

該
体

操
の

指
導

を
要

支
援

者
・

要
介

護
者

に
同

時
か

つ
一

体
的

に
行

う
こ

と
と

し
て

も
、

特
段

の
支

障
が

な
い

も
の

に
つ

い
て

は
、

必
ず

し
も

物
理

的
に

区
分

す
る

必
要

は
な

い
も

の
と

す
る

。
③

な
お

、
介

護
予

防
通

所
介

護
に

お
け

る
ア

ク
テ

ィ
ビ

テ
ィ

に
つ

い
て

は
、

要
支

援
者

に
対

す
る

場
合

と
要

介
護

者
に

対
す

る
場

合
と

で
内

容
を

区
分

す
る

必
要

は
あ

る
が

、
必

ず
し

も
物

理
的

に
区

分
し

て
提

供
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

も
の

で
は

な
い

。
（

必
ず

し
も

部
屋

を
分

け
る

等
す

る
必

要
は

な
い

が
、

サ
ー

ビ
ス

内
容

は
異

な
る

の
で

そ
の

意
味

で
は

区
分

す
る

。
時

間
帯

、
場

所
ま

で
区

分
す

る
こ

と
は

な
い

。
）

平
成

1
8
年

4
月

改
定

関
係

Ｑ
＆

Ａ
Ｖ

ｏ
ｌ

．
1
　

問
1
4

7
 
時

間
の

通
所

介
護

に
引

き
続

い
て

5
 
時

間
の

通
所

介
護

を
行

っ
た

場
合

は
､
そ

れ
ぞ

れ
の

通
所

介
護

費
を

算
定

で
き

る
の

か
。

日
中

と
夕

方
に

行
わ

れ
る

そ
れ

ぞ
れ

の
プ

ロ
グ

ラ
ム

が
個

々
の

利
用

者
に

応
じ

て
作

成
さ

れ
､
当

該
プ

ロ
グ

ラ
ム

に
従

っ
て

､
単

位
ご

と
に

効
果

的
に

実
施

さ
れ

て
い

る
場

合
は

､
そ

れ
ぞ

れ
の

単
位

に
つ

い
て

算
定

で
き

る
。

こ
の

場
合

も
、

1
 
日

に
つ

き
算

定
す

る
こ

と
と

さ
れ

て
い

る
加

算
項

目
は

当
該

利
用

者
に

つ
い

て
も

当
該

日
に

1
 
回

限
り

算
定

で
き

る
。

単
に

日
中

の
通

所
介

護
の

延
長

と
し

て
夕

方
に

通
所

介
護

を
行

う
場

合
は

、
通

算
時

間
は

1
2
 
時

間
と

し
て

、
所

要
時

間
7
 
時

間
以

上
9
 
時

間
未

満
の

通
所

介
護

費
に

3
 
時

間
分

の
延

長
サ

ー
ビ

ス
を

加
算

し
て

算
定

す
る

。
認

知
症

対
応

型
通

所
介

護
に

つ
い

て
も

同
様

の
考

え
方

と
す

る
。

※
平

成
1
5
 
年

Q
&
A
(
v
o
l
.
2
)
（

平
成

1
5
 
年

6
 
月

3
0
 
日

）
問

5
 
削

除

平
成

2
4
年

４
月

改
定

関
係

Ｑ
＆

Ａ
Ｖ

ｏ
ｌ

．
1
　

問
６

４
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1
.
4
 
通

所
介

護
事

業
 
Q
&
A
集

 
（

抜
粋

）
【

人
員

・
設

備
・

運
営

基
準

編
】

質
　
問

回
　
答

Q
A
発

出
時

期
文

書
番

号
等

「
当

日
の

利
用

者
の

心
身

の
状

況
か

ら
、

実
際

の
通

所
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

が
通

所
サ

ー
ビ

ス
計

画
上

の
所

要
時

間
よ

り
も

や
む

を
得

ず
短

く
な

っ
た

場
合

に
は

通
所

サ
ー

ビ
ス

計
画

上
の

単
位

数
を

算
定

し
て

差
し

支
え

な
い

。
」

と
さ

れ
て

い
る

が
、

具
体

的
に

ど
の

よ
う

な
内

容
な

の
か

。

通
所

サ
ー

ビ
ス

の
所

要
時

間
に

つ
い

て
は

､
現

に
要

し
た

時
間

で
は

な
く

、
通

所
サ

ー
ビ

ス
計

画
に

位
置

付
け

ら
れ

た
内

容
の

通
所

サ
ー

ビ
ス

を
行

う
た

め
の

標
準

的
な

時
間

に
よ

る
こ

と
と

さ
れ

て
い

る
。

こ
う

し
た

趣
旨

を
踏

ま
え

、
例

え
ば

7
 
時

間
以

上
9
 
時

間
未

満
の

サ
ー

ビ
ス

の
通

所
介

護
計

画
を

作
成

し
て

い
た

場
合

に
お

い
て

、
当

日
の

途
中

に
利

用
者

が
体

調
を

崩
し

た
た

め
に

や
む

を
得

ず
6
 
時

間
で

サ
ー

ビ
ス

提
供

を
中

止
し

た
場

合
に

、
当

初
の

通
所

介
護

計
画

に
よ

る
所

定
単

位
数

を
算

定
し

て
も

よ
い

と
し

た
。

（
た

だ
し

、
利

用
者

負
担

の
軽

減
の

観
点

か
ら

､
5
 
時

間
以

上
7
 
時

間
未

満
の

所
定

単
位

数
を

算
定

し
て

も
よ

い
。

）
こ

う
し

た
取

り
扱

い
は

､
サ

ー
ビ

ス
の

プ
ロ

グ
ラ

ム
が

個
々

の
利

用
者

に
応

じ
て

作
成

さ
れ

､
当

該
プ

ロ
グ

ラ
ム

に
従

っ
て

､
単

位
ご

と
に

効
果

的
に

実
施

さ
れ

て
い

る
事

業
所

を
想

定
し

て
お

り
､
限

定
的

に
適

用
さ

れ
る

も
の

で
あ

る
。

当
初

の
通

所
介

護
計

画
に

位
置

付
け

ら
れ

た
時

間
よ

り
も

大
き

く
短

縮
し

た
場

合
は

､
当

初
の

通
所

介
護

計
画

を
変

更
し

､
再

作
成

さ
れ

る
べ

き
で

あ
り

､
変

更
後

の
所

要
時

間
に

応
じ

た
所

定
単

位
数

を
算

定
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

（
例

）
①

 
利

用
者

が
定

期
検

診
な

ど
の

た
め

に
当

日
に

併
設

保
険

医
療

機
関

の
受

診
を

希
望

す
る

こ
と

に
よ

り
6
 
時

間
程

度
の

サ
ー

ビ
ス

を
行

っ
た

場
合

に
は

､
利

用
者

の
当

日
の

希
望

を
踏

ま
え

て
当

初
の

通
所

サ
ー

ビ
ス

計
画

を
変

更
し

､
再

作
成

さ
れ

る
べ

き
で

あ
り

､
6
 
時

間
程

度
の

所
要

時
間

に
応

じ
た

所
定

単
位

数
を

算
定

す
る

。
②

 
利

用
者

の
当

日
の

希
望

に
よ

り
3
 
時

間
程

度
の

入
浴

の
み

の
サ

ー
ビ

ス
を

行
っ

た
場

合
に

は
､
利

用
者

の
当

日
の

希
望

を
踏

ま
え

て
当

初
の

通
所

サ
ー

ビ
ス

計
画

を
変

更
し

､
再

作
成

す
る

べ
き

で
あ

り
、

3
 
時

間
程

度
の

所
要

時
間

に
応

じ
た

所
定

単
位

数
を

算
定

す
る

。
③

 
7
 
時

間
以

上
9
 
時

間
未

満
の

通
所

介
護

を
行

っ
て

い
た

が
､
当

日
利

用
者

の
心

身
の

状
況

か
ら

1
～

2
 
時

間
で

中
止

し
た

場
合

は
､
当

初
の

通
所

サ
ー

ビ
ス

計
画

に
位

置
付

け
ら

れ
て

い
た

時
間

よ
り

も
大

き
く

短
縮

し
て

い
る

た
め

､
当

日
の

キ
ャ

ン
セ

ル
と

し
て

通
所

介
護

費
を

算
定

で
き

な
い

。
※

平
成

1
5
 
年

Q
&
A
(
v
o
l
.
1
)
（

平
成

1
5
 
年

5
 
月

3
0
 
日

）
通

所
サ

ー
ビ

ス
（

共
通

事
項

）
問

2
削

除

平
成

2
4
年

４
月

改
定

関
係

Ｑ
＆

Ａ
Ｖ

ｏ
ｌ

．
1
　

問
５

９

所
要

時
間

区
分

（
５

時
間

以
上

７
時

間
未

満
、

７
時

間
以

上
９

時
間

未
満

等
）

は
、

あ
ら

か
じ

め
事

業
所

が
確

定
さ

せ
て

お
か

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

の
か

。
各

利
用

者
の

通
所

サ
ー

ビ
ス

の
所

要
時

間
は

、
心

身
の

状
況

、
希

望
及

び
そ

の
置

か
れ

て
い

る
環

境
を

踏
ま

え
て

作
成

さ
れ

る
通

所
サ

ー
ビ

ス
計

画
に

位
置

づ
け

ら
れ

た
内

容
に

よ
っ

て
個

別
に

決
ま

る
も

の
で

あ
り

、
各

利
用

者
の

所
要

時
間

に
応

じ
た

区
分

で
請

求
す

る
こ

と
と

な
る

。
運

営
規

程
や

重
要

事
項

説
明

書
に

定
め

る
事

業
所

に
お

け
る

サ
ー

ビ
ス

提
供

時
間

は
、

こ
れ

ら
を

踏
ま

え
て

適
正

に
設

定
す

る
必

要
が

あ
る

。

平
成

2
4
年

４
月

改
定

関
係

Ｑ
＆

Ａ
Ｖ

ｏ
ｌ

．
2
　

問
９
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1
.
4
 
通
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Q
&
A
集

 
（

抜
粋

）
【

人
員

・
設

備
・

運
営

基
準

編
】

質
　
問

回
　
答

Q
A
発

出
時

期
文

書
番

号
等

運
営

基
準

（
定

員
関

係
）

通
所

サ
ー

ビ
ス

と
介

護
予

防
通

所
サ

ー
ビ

ス
に

つ
い

て
、

そ
れ

ぞ
れ

の
定

員
を

定
め

る
の

か
、

そ
れ

と
も

全
体

の
定

員
の

枠
内

で
、

介
護

と
予

防
が

適
時

振
り

分
け

ら
れ

れ
ば

良
い

も
の

か
。

そ
の

場
合

、
定

員
超

過
の

減
算

は
ど

ち
ら

を
対

象
に

、
ど

の
よ

う
に

見
る

べ
き

か
。

通
所

サ
ー

ビ
ス

と
介

護
予

防
通

所
サ

ー
ビ

ス
を

一
体

的
に

行
う

事
業

所
の

定
員

に
つ

い
て

は
、

介
護

給
付

の
対

象
と

な
る

利
用

者
（

要
介

護
者

）
と

予
防

給
付

の
対

象
と

な
る

利
用

者
（

要
支

援
者

）
と

の
合

算
で

、
利

用
定

員
を

定
め

る
こ

と
と

し
て

い
る

。
例

え
ば

、
定

員
２

０
人

と
い

う
場

合
、

要
介

護
者

と
要

支
援

者
を

合
わ

せ
て

２
０

と
い

う
意

味
で

あ
り

、
利

用
日

に
よ

っ
て

、
要

介
護

者
が

１
０

人
、

要
支

援
者

が
１

０
人

で
あ

っ
て

も
、

要
介

護
者

が
１

５
人

、
要

支
援

者
が

５
人

で
あ

っ
て

も
、

差
し

支
え

な
い

が
、

合
計

が
２

０
人

を
超

え
た

場
合

に
は

、
介

護
給

付
及

び
予

防
給

付
の

両
方

が
減

算
の

対
象

と
な

る
。

平
成

2
7
年

4
月

改
定

関
係

Q
&
A

平
成

１
８

年
４

月
改

定
関

係
Ｑ

＆
Ａ

Ｖ
ｏ

ｌ
．

１
　

問
３

９

※
参

考
小

規
模

、
通

常
規

模
通

所
介

護
費

を
算

定
し

て
い

る
事

業
所

に
つ

い
て

は
、

月
平

均
の

利
用

者
数

で
定

員
超

過
し

た
場

合
と

な
っ

て
い

る
が

、
今

回
の

改
正

で
月

平
均

の
利

用
者

数
と

さ
れ

た
趣

旨
は

。

介
護

予
防

通
所

サ
ー

ビ
ス

に
つ

い
て

は
、

月
額

の
定

額
報

酬
と

さ
れ

た
こ

と
か

ら
減

算
に

つ
い

て
も

月
単

位
で

行
う

こ
と

が
必

要
と

な
っ

た
た

め
、

定
員

超
過

の
判

断
も

月
単

位
（

月
平

均
）

と
す

る
こ

と
と

し
て

い
る

。
　

ま
た

、
多

く
の

事
業

所
は

、
介

護
と

予
防

の
両

サ
ー

ビ
ス

を
一

体
的

に
提

供
し

、
そ

れ
ぞ

れ
の

定
員

を
定

め
て

い
な

い
と

想
定

さ
れ

る
こ

と
か

ら
、

介
護

給
付

に
つ

い
て

も
予

防
給

付
に

合
わ

せ
て

、
月

単
位

の
取

扱
い

と
し

た
と

こ
ろ

で
あ

る
。

平
成

１
８

年
４

月
改

定
関

係
Ｑ

＆
Ａ

Ｖ
ｏ

ｌ
．

１
　

問
４

０

通
所

介
護

に
お

け
る

定
員

遵
守

規
定

に
、

「
た

だ
し

、
災

害
そ

の
他

の
や

む
を

得
な

い
事

情
が

あ
る

場
合

は
こ

の
限

り
で

は
な

い
」

と
の

規
定

が
加

え
ら

れ
た

趣
旨

如
何

。
従

前
よ

り
、

災
害

等
や

む
を

得
な

い
事

情
が

あ
る

場
合

に
は

、
そ

の
都

度
、

定
員

遵
守

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
定

員
超

過
し

て
も

減
算

の
対

象
に

し
な

い
旨

の
通

知
を

発
出

し
、

弾
力

的
な

運
用

を
認

め
て

き
た

と
こ

ろ
で

あ
る

が
、

こ
れ

を
入

所
系

サ
ー

ビ
ス

と
同

様
、

そ
の

よ
う

な
不

測
の

事
態

に
備

え
、

あ
ら

か
じ

め
、

規
定

す
る

趣
旨

で
あ

る
。

　
し

た
が

っ
て

、
そ

の
運

用
に

当
た

っ
て

は
、

真
に

や
む

を
得

な
い

事
情

で
あ

る
か

、
そ

の
都

度
、

各
自

治
体

に
お

い
て

、
適

切
に

判
断

さ
れ

た
い

。

平
成

１
８

年
４

月
改

定
関

係
Ｑ

＆
Ａ

Ｖ
ｏ

ｌ
．

１
　

問
４

１

通
所

系
サ

ー
ビ

ス
各

事
業

所
を

経
営

す
る

者
が

、
市

町
村

か
ら

特
定

高
齢

者
に

対
す

る
通

所
型

介
護

予
防

事
業

も
受

託
し

て
、

こ
れ

ら
を

一
体

的
に

サ
ー

ビ
ス

提
供

す
る

こ
と

は
可

能
か

。
ま

た
そ

の
場

合
の

利
用

者
の

数
の

考
え

方
如

何
。

そ
れ

ぞ
れ

の
サ

ー
ビ

ス
提

供
に

支
障

が
な

い
範

囲
内

で
受

託
す

る
こ

と
は

差
し

支
え

な
い

が
、

そ
の

場
合

に
は

、
通

所
系

サ
ー

ビ
ス

の
利

用
者

に
つ

い
て

、
適

切
な

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
す

る
観

点
か

ら
、

特
定

高
齢

者
も

定
員

に
含

め
た

上
で

、
人

員
及

び
設

備
基

準
を

満
た

し
て

い
る

必
要

が
あ

る
。

　
ま

た
、

プ
ロ

グ
ラ

ム
に

つ
い

て
も

、
特

定
高

齢
者

に
か

か
る

も
の

と
要

介
護

者
、

要
支

援
者

に
か

か
る

も
の

と
の

区
分

が
必

要
で

あ
る

と
と

も
に

、
経

理
に

つ
い

て
も

、
明

確
に

区
分

さ
れ

て
い

る
こ

と
が

必
要

で
あ

る
。

　
な

お
、

定
員

規
模

別
の

報
酬

の
基

礎
と

な
る

月
平

均
利

用
人

員
の

算
定

の
際

に
は

、
（

一
体

的
に

実
施

し
て

い
る

要
支

援
者

は
含

む
こ

と
と

し
て

い
る

が
）

特
定

高
齢

者
に

つ
い

て
は

含
ま

な
い

。
（

月
平

均
利

用
延

人
員

の
扱

い
に

つ
い

て
は

、
障

害
者

自
立

支
援

法
の

基
準

該
当

サ
ー

ビ
ス

の
利

用
者

及
び

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
の

外
部

サ
ー

ビ
ス

利
用

者
に

つ
い

て
も

同
様

で
あ

る
。

）
　

平
成

１
８

年
４

月
改

定
関

係
Ｑ

＆
Ａ

（
v
o
l
.
１

）
問

４
２

は
削

除
す

る
。

平
成

２
１

年
４

月
改

定
関

係
Ｑ

＆
Ａ

Ｖ
ｏ

ｌ
．

１
　

問
５

０
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1
.
4
 
通

所
介

護
事

業
 
Q
&
A
集

 
（

抜
粋

）
【

人
員

・
設

備
・

運
営

基
準

編
】

質
　
問

回
　
答

Q
A
発

出
時

期
文

書
番

号
等

指
定

通
所

介
護

と
第

一
号

通
所

事
業

（
緩

和
し

た
基

準
に

よ
る

サ
ー

ビ
ス

（
通

所
型

サ
ー

ビ
ス

Ａ
）

）
を

一
体

的
に

実
施

す
る

場
合

の
指

定
通

所
介

護
事

業
所

の
事

業
所

規
模

の
区

分
を

決
定

す
る

際
の

利
用

者
数

の
考

え
方

如
何

。
ま

た
、

そ
の

際
の

指
定

通
所

介
護

事
業

所
の

利
用

定
員

の
考

え
方

如
何

。

１
 
指

定
通

所
介

護
と

第
一

号
通

所
事

業
（

緩
和

し
た

基
準

に
よ

る
サ

ー
ビ

ス
（

通
所

型
サ

ー
ビ

ス
Ａ

）
）

を
一

体
的

に
行

う
場

合
は

、
指

定
通

所
介

護
事

業
所

の
事

業
所

規
模

の
区

分
を

決
定

す
る

際
の

利
用

者
数

に
は

、
第

一
号

通
所

事
業

（
緩

和
し

た
基

準
に

よ
る

サ
ー

ビ
ス

（
通

所
型

サ
ー

ビ
ス

Ａ
）

）
の

利
用

者
数

は
含

め
ず

、
指

定
通

所
介

護
事

業
所

の
利

用
定

員
の

利
用

者
数

に
も

含
め

な
い

。

２
 
指

定
通

所
介

護
と

第
一

号
通

所
事

業
（

現
行

の
介

護
予

防
通

所
介

護
に

相
当

す
る

サ
ー

ビ
ス

）
を

一
体

的
に

行
う

場
合

は
、

指
定

通
所

介
護

事
業

所
の

事
業

所
規

模
の

区
分

を
決

定
す

る
際

の
利

用
者

数
に

第
一

号
通

所
事

業
（

現
行

の
介

護
予

防
通

所
介

護
に

相
当

す
る

サ
ー

ビ
ス

）
の

利
用

者
数

を
含

め
て

計
算

し
、

指
定

通
所

介
護

事
業

所
の

利
用

定
員

の
利

用
者

数
に

含
め

る
こ

と
に

な
る

。

平
成

2
７

年
4
月

改
定

関
係

Ｑ
＆

Ａ
Ｖ

ｏ
ｌ

．
１

　
問

５
１
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No 加算・減算項目 P Q&A P 

加算 

1 通所介護費 P25～ P44～ 

2 延長加算 P26～ P46～ 

3 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 P26～ P48～ 

4 入浴介助加算 P26～ - 

5 中重度者ケア体制加算 P27～ P48～ 

6 生活機能向上連携加算 P28～ P48～ 

7 個別機能訓練加算 P29～ P52～ 

8 ADL維持等加算 P32～ P56～ 

9 認知症加算 P34～ P49～/P57～ 

10 若年性認知症利用者受入加算 P35～ P58～ 

11 栄養改善加算 P35～ P58～ 

12 栄養スクリーニング加算 P36～ P61～ 

13 口腔機能向上加算 P37～ P58～/P61～ 

14 サービス提供体制強化加算 P39～ P63～ 

15 介護職員処遇改善加算 P40～ - 

減算 

1 定員超過利用 P41～ P64～ 

2 人員基準欠如 P42～ - 

3 2 時間以上 3 時間未満の通所介護の提供 P42～ - 

4 同一建物減算 P43～ P64～ 

5 送迎減算 P43～ P65～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 介護報酬の基準について 
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(1)通所介護費  

イ 通常規模型通所介護費 

ロ 大規模型通所介護費（Ⅰ） 

ハ 大規模型通所介護費（Ⅱ） 

別添資料「介護報酬の算定構造」記載のとおり  

◎事業所規模について 

・イ通常規模型事業所 前年度の一月当たりの平均利用延人員数が 750 人以内 

・ロ大規模型事業所（Ⅰ）                   750 人超～900 人以内 

・ハ大規模型事業所（Ⅱ）                   900 人超  

○平均利用延人員数の計算上の留意点 

・3時間以上 4時間未満､4時間以上 5時間未満の報酬を算定する利用者→利用者数×1/2 

・5時間以上 6時間未満､6時間以上 7時間未満の報酬を算定する利用者→利用者数×3/4 

・1月間､毎日事業を実施した場合          →当月の平均利用延人員数×6/7 

□留意事項 

・現に要した時間ではなく、通所介護計画に位置づけられた内容の通所介護を行うための標準

的な時間によること。 

・当初の通所介護計画に位置付けられた時間よりも大きく短縮した場合は、当初の通所介護計

画を変更し、再作成するべきであり、変更後の所要時間に応じた所定単位数を算定しなけれ

ばならない。 

・同一の日の異なる時間帯に複数の単位を行う事業所においては、利用者が同一の日に複数の

単位を利用する場合には、それぞれの単位について所定単位数を算定する。 

・通所介護を行うのに要する時間には、送迎に要する時間は含まれない。 

・送迎時に実施した居宅内介助等（着替え、ベッド・車椅子への移乗、戸締まり等）に要する

時間は、次の要件をいずれも満たす場合、1 日 30 分以内を限度に、通所介護を行うのに要

する時間に含めることが出来る。 

【要件】 

①居宅サービス計画及び通所介護計画に位置付けたうえで実施 

②送迎時に居宅内介助を行う者が次のいずれかの者 

→介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者、一級課程修了者、介護

職員初任者研修修了者（二級課程修了者を含む。）、看護職員、機能訓練指導員又は当該

事業所における勤続年数と同一法人の経営する他の介護サービス事業所、医療機関、社

会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員としての勤続年数の合計が

3 年以上の介護職員 

 

 

2.1 加算 
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(2)延長加算 

通所介護の所要時間と、その前後に行った日常生

活上の世話の所要時間を通算した時間が 9 時間

以上になる場合 

9 時間以上 10時間未満の場合  50 単位 

10 時間以上 11時間未満の場合 100単位 

11 時間以上 12時間未満の場合 150単位 

12 時間以上 13時間未満の場合 200単位 

13 時間以上 14時間未満の場合 250単位 

□留意事項 

・所要時間 8 時間以上 9時間未満の通所介護の前後に連続して延長サービスを行った場合に算

定できる。 

・当該事業所の実情に応じて、適当数の従業者を置いていること。 

・通所介護の提供を受けた後に、引き続き当該事業所の設備を利用して宿泊する場合や、宿泊

した翌日において当該事業所の通所介護の提供を受ける場合には算定することができない。 

 

(3)中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 

別に厚生労働大臣が定める地域に居住している

利用者に対して、通常の事業の実施地域を越え

て、指定通所介護を行った場合 

1 日につき  5／100 

※支給限度額管理の対象外の算定項目 

◎別に厚生労働大臣が定める地域  

・別添「報酬評価の対象となる地域指定」参照 

□留意事項 

・本加算を算定する利用者からは、通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対し

て行う送迎に要する費用を受けることはできない 

 

(4)入浴介助加算 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合している

ものとして都道府県知事に届け出て当該基準に

よる入浴介助を行った場合 

1 日につき  50単位 

◎別に厚生労働大臣が定める基準 

・入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して行われる入浴介助 

□留意事項 

・入浴中の利用者の観察を含む介助を行う場合について算定 

・利用者側の事情により、入浴を実施しなかった場合については、加算を算定できない 
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(5)中重度者ケア体制加算 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合している

ものとして都道府県知事に届け出た通所介護事

業所が、中重度の要介護者を受け入れる体制を構

築し、通所介護を行った場合 

1 日につき  45単位 

◎別に厚生労働大臣が定める基準 

・次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

①人員基準上定められている看護職員又は介護職員の員数に加え、暦月ごとに、看護職員又は

介護職員を常勤換算方法で 2 以上確保 

②前年度又は算定日が属する月の前 3月間の利用者の総数のうち、要介護 3，4又は 5である

者の占める割合が 30％以上 

③指定通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定通所介護の提供に当たる看護職員を 1

名以上配置している 

□留意事項 

・常勤換算方法による職員数の算定方法 

→暦月ごとの看護職員又は介護職員の勤務延時間数を、当該事業所において常勤の職員が

勤務すべき時間数で除することによって算定。なお、暦月において常勤換算方法で 2 以

上確保していれば加算の要件を満たす。 

・なお、常勤換算方法を計算する際の勤務延時間数については、サービス提供時間前後の延長

加算を算定する際に配置する看護職員又は介護職員の勤務時間数は含めないこととし、常勤

換算方法による員数については、少数点第 2位以下を切り捨てる。 

・要介護 3、要介護 4又は要介護 5 である者の割合については、前年度（3月を除く。）又は届

出日の属する月の前 3 月の 1 月当たりの実績の平均について、利用実人員数又は利用延人員

数を用いて算定するものとし、要支援者に関しては人員数には含めない。 

・利用実人員数又は利用延人員数の割合の計算方法は、次の取扱いによるものとする。 

①前年度の実績が 6 月に満たない事業所（新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含

むについては、前年度の実績による加算の届出はできない。） 

②前 3 月の実績により届出を行った事業所については、届出を行った月以降においても、

直近 3月間の利用者の割合につき、毎月継続的に所定の割合を維持しなければならない。

また、その割合については、毎月ごとに記録するものとし、所定の割合を下回った場合

については、直ちに、加算が算定されなくなる旨の届出を提出しなければならない。 

・看護職員は、指定通所介護を行う時間帯を通じて 1名以上配置する必要があり、他の職務と

の兼務は認められない。 

・中重度者ケア体制加算については、事業所を利用する利用者全員に算定することができる。

また、認知症加算の算定要件も満たす場合は、中重度者ケア体制加算の算定とともに認知症

加算も算定できる。 
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・中重度者ケア体制加算を算定している事業所にあっては、中重度の要介護者であっても社会

性の維持を図り在宅生活の継続に資するケアを計画的に実施するプログラムを作成するこ

ととする。 

 

(6)生活機能向上連携加算 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合している

ものとして都道府県知事に届け出て、外部との連

携により、利用者の身体の状況等の評価を行い、

かつ、個別機能訓練計画を作成した場合 

1 月につき  200 単位 

※個別機能訓練加算を算定している場合

は 1月につき 100単位 

◎別に厚生労働大臣が定める基準 

・次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

①訪問リハビリテーション事業所又は通所リハビリテーション事業所若しくは医療提供施設

（病院にあっては、許可病床数が 200床未満のもの又は当該病院を中心とした半径 4km以内

に診療所が存在しないものに限る。）の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医師（以

下「理学療法士等」という。）が、通所介護事業所を訪問し、当該事業所の機能訓練指導員、

看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者（以下「機能訓練指導員等」という。）

と共同してアセスメント（利用者の心身の状況を勘案し、自立した日常生活を営むことがで

きるように支援する上で解決すべき課題を把握することをいう。）、利用者の身体の状況等の

評価及び個別機能訓練計画の作成を行っていること。 

②個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能向上を目的とする機能訓練の項

目を準備し、機能訓練指導員等が、利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に提供して

いること。 

③機能訓練指導員等が理学療法士等と連携し、個別機能訓練計画の進捗状況等を 3 月ごとに 1

回以上評価し、利用者又はその家族に対して機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況

等を説明し、必要に応じて訓練内容の見直し等を行っていること。 

□留意事項 

・加算の算定にあたっては、以下の事項に留意すること。 

①理学療法士等が、通所介護事業所を訪問し、機能訓練指導員等と共同してアセスメント、

利用者の身体の状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行っていること。その際、

理学療法士等は、機能訓練指導員等に対し、日常生活上の留意点、介護の工夫等に関す

る助言を行うこと。この場合の「リハビリテーションを実施している医療提供施設」と

は、診療報酬における疾患別リハビリテーション料の届出を行っている病院若しくは診

療所又は介護老人保健施設、介護療養型医療施設若しくは介護医療院であること。  

②①の個別機能訓練計画には、利用者ごとにその目標、実施時間、実施方法等の内容を記

載しなければならない。目標については、利用者又はその家族の意向及び当該利用者を

担当する介護支援専門員の意見も踏まえ策定することとし、当該利用者の意欲の向上に

-28-



つながるよう、段階的な目標を設定するなど可能な限り具体的かつ分かりやすい目標と

すること。なお、個別機能訓練計画に相当する内容を通所介護計画の中に記載する場合

は、その記載をもって個別機能訓練計画の作成に代えることができるものとすること。

また、個別機能訓練加算を算定している場合は、別に個別機能訓練計画を作成する必要

はないこと。  

③個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能の向上を目的とする機能訓

練の項目を準備し、機能訓練指導員等が、利用者の心身の状況に応じて計画的に機能訓

練を適切に提供していること。  

④個別機能訓練計画の進捗状況等について、3月ごとに 1回以上、理学療法士等が指定通所

介護事業所を訪問し、機能訓練指導員等と共同で評価した上で、機能訓練指導員等が利

用者又はその家族に対して個別機能訓練計画の内容（評価を含む。）や進捗状況等を説明

し記録するとともに、必要に応じて訓練内容の見直し等を行うこと。  

⑤各月における評価内容や目標の達成度合いについて、機能訓練指導員等が、利用者又は

その家族及び理学療法士等に報告・相談し、必要に応じて当該利用者又はその家族の意

向を確認の上、理学療法士等から必要な助言を得た上で、当該利用者のＡＤＬ（寝返り、

起き上がり、移乗、歩行、着衣、入浴、排せつ等）及びＩＡＤＬ（調理、掃除、買物、

金銭管理、服薬状況等）の改善状況を踏まえた目標の見直しや訓練内容の変更など適切

な対応を行うこと。  

⑥機能訓練に関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）は、利用者ごとに保管され、

常に当該事業所の機能訓練指導員等により閲覧が可能であるようにすること。 

 

(7)個別機能訓練加算 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合している

ものとして都道府県知事に届け出た通所介護事

業所において、理学療法士、作業療法士、言語聴

覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ

指圧師、はり師又はきゅう師（はり師及びきゅう

師については、理学療法士、作業療法士、言語聴

覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサー

ジ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置

した事業所で 6 月以上機能訓練指導に従事した

経験を有する者に限る。）（以下、「理学療法士等」）

が個別機能訓練計画に基づき、計画的に行った機

能訓練について算定 

イ 個別機能訓練加算（Ⅰ） 

ロ 個別機能訓練加算（Ⅱ） 

イ 1 日につき  46 単位 

ロ 1 日につき  56 単位 
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◎別に厚生労働大臣が定める基準 

・次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

●イ個別機能訓練加算（Ⅰ） 

①通所介護を行う時間帯を通じて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等

を 1名以上配置して行う。 

②個別機能訓練計画の作成及び実施において、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資する

よう複数の種類の機能訓練の項目を準備し、項目の選択では、利用者の生活意欲が増進され

るよう利用者を援助し、心身の状況に応じた機能訓練を適切に行う。 

③機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者（以下、「機能訓練指

導員等」という。）が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づ

き、計画的に機能訓練を行う。 

④機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問した上で、個別機能訓練計画を作成し、その後 3

月ごとに 1回以上、利用者の居宅を訪問した上で、利用者又はその家族に対して、機能訓練

の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、訓練内容の見直し等を行う。 

●ロ個別機能訓練加算（Ⅱ） 

①専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を 1名以上配置して行う。 

②機能訓練指導員等が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、

計画的に機能訓練を行う。 

③個別機能訓練計画に基づき、利用者の生活機能向上を目的とする機能訓練の項目を準備し、

理学療法士等が、利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に行う。 

④機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問した上で、個別機能訓練計画を作成し、その後 3

月ごとに 1回以上、利用者の居宅を訪問した上で、利用者又はその家族に対して、機能訓練

の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、訓練内容の見直し等を行う。 

□留意事項 

●イ個別機能訓練加算（Ⅰ）のみに係る留意事項 

・個別機能訓練加算（Ⅰ）を算定するにあたって必要となる職員の配置については、参考資料

「個別機能訓練加算（Ⅰ）の算定に係る機能訓練指導員の配置について」を参照。 

・専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を 1名以上配置している指定通所

介護の単位の利用者に対して行うものであり、例えば 1 週間のうち、月曜日から金曜日は常

勤の理学療法士等が配置され、それ以外の曜日に非常勤の理学療法士等だけが配置されてい

る場合、非常勤の理学療法士等だけが配置されている曜日については、当該加算の対象とは

ならない。 

・個別機能訓練加算（Ⅰ）の対象となる理学療法士等が配置される曜日はあらかじめ定められ、

利用者や居宅介護支援事業者に周知されている必要がある。 

・利用者が選択した項目ごとにグループに分かれて活動することで、心身の状況に応じた機能

訓練を適切に提供する。 
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●ロ個別機能訓練加算（Ⅱ）のみに係る留意事項 

・特定の曜日だけ理学療法士等を配置している場合は、その曜日に理学療法士等から直接訓練

の提供を受けた利用者のみが算定対象。 

・理学療法士等が配置される曜日はあらかじめ定められ、利用者や居宅介護支援事業者に周知

されている必要がある。 

・身体機能そのものの回復を主たる目的とする訓練ではなく、残存する身体機能を活用して、

生活機能の維持向上を図り、利用者が居宅で可能な限り自立して暮らし続けることを目的と

して実施する。 

・適切なアセスメントを経て、利用者の ADL・IADL の状況を把握し、日常生活における生活機

能の維持・向上に関する目標（例：1人で入浴ができるようになりたい）を設定、当該目標

を達成するための訓練を実施する。 

・目標は、利用者または家族の意向、担当の介護支援専門員の意見も踏まえて策定することと

し、当該利用者の意欲の向上につながるよう、段階的な目標を設定する等、可能な限り具体

的かつ分かりやすい目標とする。 

・類似の目標を持ち、同様の訓練内容が設定された 5人程度以下の小集団（個別対応も含む）

に対して、機能訓練指導員が直接行うこととし、必要に応じて事業所内外の設備等を用いた

実践的かつ反復的な訓練とする。 

・実施時間は、個別機能訓練計画に定めた訓練内容の実施に必要な 1 回あたりの訓練時間を考

慮し、適切に設定する。 

・生活機能の維持・向上のための訓練を効果的に実施するためには、計画的・継続的に行う必

要があることから、概ね週 1 回以上実施することを目安とする。 

●共通の留意事項 

・機能訓練指導員等が共同して、利用者ごとにその目標、実施時間、実施方法等を内容とする

個別機能訓練計画を作成（通所介護計画への記載も可）、計画に基づき行った個別機能訓練

の効果、実施時間、実施方法等について評価等を行う。 

・機能訓練指導員等が居宅を訪問した上で利用者の居宅での生活状況（起居動作、ADL、IADL

等の状況）を確認し、他職種共同で個別機能訓練計画を作成した上で実施する。 

・計画作成後 3 月ごとに 1回以上、利用者の居宅を訪問し、利用者の居宅での生活状況を確認

した上で、利用者又はその家族に対して個別機能訓練計画の内容（評価を含む）や進捗状況

等を説明し、記録するとともに訓練内容の見直し等を行う。 

・評価内容や目標の達成度合いについて、当該利用者を担当する介護支援専門員等に適宜報

告・相談し、必要に応じて利用者又は家族の意向を確認の上、当該利用者のＡＤＬ及びＩＡ

ＤＬの改善状況を踏まえた目標の見直しや訓練内容の変更など適切な対応を行う。 

・個別機能訓練に関する記録（実施時期、訓練内容、担当者等）は、利用者ごとに保管し、常

に個別機能訓練の従事者による閲覧を可能にする。 

・看護職員が機能訓練指導員の職務に従事する場合には、当該職務の時間は、通所介護事業所
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における看護職員としての人員基準の算定に含めない。 

・イを算定している者であっても、別途ロに係る訓練を実施した場合は、同一日であってもロ

を算定できるが、イの常勤専従の機能訓練指導員は、ロの機能訓練指導員として従事するこ

とはできず、別にロの機能訓練指導員を配置する。 

・イ・ロは、目的・趣旨が異なるため、それぞれの個別機能訓練計画に基づいた訓練を実施す

る必要がある。詳細は、参考資料「通所介護及び短期入所生活介護における個別機能訓練加

算に関する事務処理手順例及び様式の提示について」を参照。 

 

(8)ADL維持等加算 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合している

ものとして都道府県知事に届け出た通所介護事

業所において、利用者に対して通所介護を行った

場合 

イ ADL維持等加算(Ⅰ) 

ロ ADL維持等加算(Ⅱ) 

イ 1 月につき  3単位 

ロ 1 月につき  6単位 

※いずれかの加算を算定している場合に

おいては、その他の加算は算定しない。 

※評価対象期間（別に厚生労働大臣が定め

る期間をいう。）の満了日の属する年度

の次の年度内に限る。 

◎別に厚生労働大臣が定める基準 

・次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

●イ ADL 維持等加算(Ⅰ) 

①利用者（通所介護事業所を連続して 6月以上利用し、かつ、その利用期間（②において「評

価対象利用期間」という。）において、5 時間以上の通所介護費の算定回数が 5 時間未満の

通所介護費の算定回数を上回る者に限る。以下イにおいて同じ。）の総数が 20 人以上である

こと。 

②利用者の総数のうち、評価対象利用期間の初月（複数の評価対象利用期間の初月が存在する

場合は、複数の評価対象利用期間の初月のうち最も早い月とする。以下「評価対象利用開始

月」という。）において、要介護状態区分が要介護 3～5 である者の占める割合が 100 分の

15 以上であること。 

③利用者の総数のうち、評価対象利用開始月において、初回の要介護認定又は要支援認定があ

った月から起算して 12月以内である者の占める割合が 100分の 15以下であること。 

④利用者の総数のうち、評価対象利用開始月と、当該月から起算して 6月目において、機能訓

練指導員が ADL を評価し、その評価に基づく値（以下この号において「ADL 値」という。）

を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に当該測定が提出されている者（⑤にお

いて「提出者」という。）の占める割合が 100分の 90 以上であること。 

⑤評価対象利用開始月から起算して6月目の月に測定したADL値から評価対象利用開始月に測

定した ADL 値を控除して得た値（以下「ADL 利得」という。）が多い順に、提出者の総数の

上位 100 分の 85に相当する数（その数に 1未満の端数が生じたときは、これを切り上げる
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ものとする。）の利用者について、次の（ａ）から（ｃ）までに掲げる利用者の区分に応じ、

当該（ａ）から（ｃ）までに定める値を合計して得た値が 0以上であること。 

（ａ）ADL利得が 0 より大きい利用者→＋1 

（ｂ）ADL利得が 0 の利用者→0 

（ｃ）ADL利得が 0 未満の利用者→－1 

●ロ ADL 維持等加算(Ⅱ) 

①イ①から⑤までの基準に適合するものであること。 

②通所介護事業所の利用者について、算定日が属する月に当該利用者の ADL 値を測定し、その

結果を厚生労働省に提出していること。 

◎別に厚生労働大臣が定める期間 

・加算を算定する年度の初日の属する年の前年の 1月から 12月までの期間 

□留意事項 

・ADL の評価は、Barthel Indexを用いて行うものとする。  

・イの④における ADL値の提出は、サービス本体報酬の介護給付費明細書の給付費明細欄の摘

要欄に記載することで行う。  

・ロの②における ADL値の提出は、ADL維持等加算（Ⅱ）の介護給付費明細書の給付費明細欄

の摘要欄に記載することによって行う。なお、提出は、提出の月の属する年の 1 月から 12

月までが評価対象期間となる際にイの④によって求められる ADL 値の提出を兼ねるものと

する。 

・平成 30 年度については、平成 29年 1 月から 12 月までの評価対象期間について、次の（ａ）

から（ｃ）までを満たしている場合に算定できることとする。 

（ａ）上記イの①から③までの基準を満たすことを示す書類を保存していること。   

（ｂ）上記イの④の基準（厚生労働大臣への提出を除く。）を満たすことを示す書類を保存し

ていること。 

（ｃ）上記イの⑤中「提出者」を「ADL 値が記録されている者」とした場合に、上記イの⑤の

基準を満たすことを示す書類を保存していること。 

・平成 31 年度以降に加算を算定する場合であって、加算を算定する年度の初日の属する年の

前年の 1 月から 12 月までの間に、基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出て

いる場合には、届出の日から同年 12月までの期間を評価対象期間とする。  

・提出されたデータについては、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資す

るため、適宜活用される。  

・当該加算を算定するにあたっては、別添「ADL維持等加算に関する事務処理手順及び様式例

について」を参照。 

 

 

 

-33-



(9)認知症加算 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合している

ものとして都道府県知事に届け出た通所介護事

業所において、別に厚生労働大臣が定める利用者

に対して通所介護を行った場合 

1 日につき  60単位 

◎別に厚生労働大臣が定める基準 

・次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

①人員基準上定められている看護職員又は介護職員の員数に加え、暦月ごとに、看護職員又は

介護職員を常勤換算方法で 2 以上確保 

②前年度又は算定日が属する月の前 3 月間の利用者の総数のうち、日常生活自立度のランク

Ⅲ、Ⅳ又は Mに該当する者の占める割合が 20％以上 

③指定通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定通所介護の提供に当たる認知症介護指導

者養成研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症介護実践者研修の修了者を 1名以上配置 

◎別に厚生労働大臣が定める利用者 

・日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認

知症の者。 

□留意事項 

・常勤換算方法による職員数の算定方法 

→暦月ごとの看護職員又は介護職員の勤務延時間数を、当該事業所において常勤の職員が

勤務すべき時間数で除することによって算定 

なお、暦月において常勤換算方法で 2以上確保していれば加算の要件を満たす。 

・常勤換算方法を計算する際の勤務延時間数については、サービス提供時間前後の延長加算を

算定する際に配置する看護職員又は介護職員の勤務時間数は含めないこととし、常勤換算方

法による員数については、少数点第 2位以下を切り捨てる。 

・「日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする

認知症の者」とは、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する者を指すものとし、こ

れらの者の割合については、前年度（3 月を除く。）又は届出日の属する月の前 3 月の 1 月

当たりの実績の平均について、利用実人員数又は利用延人員数を用いて算定するものとし、

要支援者に関しては人員数には含めない。 

・利用実人員数又は利用延人員数の割合の計算方法は、次の取扱いによるものとする。 

（ａ）前年度の実績が 6月に満たない事業所（新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含

む。）については、前年度の実績による加算の届出はできない。 

（ｂ）前 3月の実績により届出を行った事業所については、届出を行った月以降においても、

直近 3 月間の利用者の割合につき、毎月継続的に所定の割合を維持しなければならな

い。また、その割合については、毎月ごとに記録するものとし、所定の割合を下回った

場合については、直ちに、加算が算定されなくなる旨の届出を提出しなければならない。 
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・認知症加算については、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する者に対して算定す

ることができる。また、中重度者ケア体制加算の算定要件も満たす場合は、認知症加算の算

定とともに中重度者ケア体制加算も算定できる。 

・認知症加算を算定している事業所にあっては、認知症の症状の進行の緩和に資するケアを計

画的に実施するプログラムを作成すること。 

 

(10)若年性認知症利用者受入加算 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合している

ものとして都道府県知事に届け出た通所介護事

業所において、若年性認知症利用者に対して通所

介護を行った場合 

1 日につき  60単位 

※認知症加算を算定している場合は算定

しない 

◎別に厚生労働大臣が定める基準 

・受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別の担当者を定めている。 

□留意事項 

・担当者を中心に、利用者の特性やニーズに応じたサービス提供を行う。 

 

(11) 栄養改善加算 

次に掲げるいずれの基準にも適合しているもの

として都道府県知事に届け出て、低栄養状態にあ

る利用者又はそのおそれのある利用者に対し、当

該利用者の低栄養状態の改善等を目的として、個

別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理で

あって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資

すると認められるものを行った場合 

1 回につき  150 単位 

※3 月以内の期間に限り 1 月に 2 回を限度

に算定 

 

○栄養改善加算を算定する際に必要となる基準 

・次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

①事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を 1名以上配置している。 

②利用者の栄養状態を利用開始時に把握（栄養アセスメント）、管理栄養士、看護職員、介護

職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態に

も配慮した栄養ケア計画（通所介護計画中に記載も可）を作成している。 

③栄養ケア計画に従い管理栄養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養

状態を定期的に記録している。 

④栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価している。 

⑤定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 
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□留意事項 

・事業所の職員として、又は外部（他の介護事業所、医療機関又は栄養ケア・ステーション）

との連携により、管理栄養士を１名以上配置して行う。 

・栄養改善加算を算定できる利用者は以下の①～⑤のいずれかに該当し、栄養改善サービスの

提供が必要な者 

①ＢＭＩが 18．5未満 

②1～6 月間で 3％以上の体重の減少又は「地域支援事業の実施について」に規定する基本

チェックリストＮｏ11 の項目が「1」に該当 

③血清アルブミン値が 3．5ｇ／ｄｌ以下 

④食事摂取量が不良（75％以下） 

⑤その他低栄養状態にある又はそのおそれがあると認められる者 

・栄養改善サービスの提供は、以下の①～⑤に掲げる手順に沿ってなされる。 

①利用者ごとの低栄養状態のリスクを、利用開始時に把握する。 

②作成した栄養ケア計画については、利用者又はその家族に説明し、同意を得ること。な

お、栄養ケア計画に相当する内容を通所介護計画の中に記載する場合は、別に栄養ケア

計画を作成する必要はない。 

③管理栄養士等が利用者ごとに栄養改善サービスを提供すること。その際、問題があれば

直ちに栄養ケア計画を修正すること。 

④概ね 3 月ごとに体重測定等により栄養状態を評価し、その結果を介護支援専門員や主治

の医師に情報提供すること。 

⑤運営基準によって作成することが義務付けられている「サービスの提供の記録」におい

て、「定期的な記録」に相当する内容を記録する場合は、その記録とは別に記録する必要

はない。 

・概ね 3月ごとの利用者の栄養状態の評価の結果、栄養改善サービスを引き続き行うことが必

要と認められる利用者については、引き続き算定ができる。 

 

 

(12)栄養スクリーニング加算 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合する通所

介護事業所の従業者が、利用開始時及び利用中 6

月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、

当該利用者の栄養状態に関する情報（当該利用者

が低栄養状態の場合にあっては、低栄養状態の改

善に必要な情報を含む。）を、当該利用者を担当

する介護支援専門員に提供した場合 

 

1 回につき  5単位 

※当該利用者について、当該事業所以外で

既に栄養スクリーニング加算を算定し

ている場合にあっては算定せず、当該利

用者が栄養改善加算の算定に係る栄養

改善サービスを受けている間及び当該

栄養改善サービスが終了した日の属す

る月は、算定しない。 
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◎別に厚生労働大臣が定める基準 

・人員超過又は人員基準欠如のいずれにも該当しないこと。 

□留意事項 

・当該利用者について、当該事業所以外で既に栄養スクリーニング加算を算定している場合に

あっては算定せず、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている

間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、算定しない。 

・栄養スクリーニングの算定に係る栄養状態に関するスクリーニングは、利用者ごとに行われ

るケアマネジメントの一環として行われることに留意すること。 

・栄養スクリーニング加算の算定に当たっては、利用者について、次に掲げる①～④に関する

確認を行い、確認した情報を介護支援専門員に対し、提供すること。 

①ＢＭＩが 18.5未満である者 

②1～6月間で 3％以上の体重の減少が認められる者又は「地域支援事業の実施について」（平

成 18 年 6月 9日老発第 0609001号厚生労働省老健局長通知）に規定する基本チェックリ

ストの No.11の項目が「1はい」に該当する者 

  →質問 11 「6ヶ月間で 2～3ｋｇ以上の体重減少がありましたか」 

③血清アルブミン値が 3.5g/dl以下である者 

④食事摂取量が不良（75％以下）である者 

・栄養スクリーニング加算の算定を行う事業所については、サービス担当者会議で決定するこ

ととし、原則として、当該事業所が当該加算に基づく栄養スクリーニングを継続的に実施す

ること。 

・栄養スクリーニング加算に基づく栄養スクリーニングの結果、栄養改善加算に係る栄養改善

サービスの提供が必要と判断された場合は、栄養スクリーニング加算の算定月でも栄養改善

加算を算定できること。 

・栄養スクリーニング加算については、別紙「居宅サービスにおける栄養ケア・マネジメント

等に関する事務処理手順及び様式例の提示について 新旧対照表」を参照。 

 

 

(13) 口腔機能向上加算 

次に掲げるいずれの基準にも適合しているもの

として都道府県知事に届け出て、口腔機能が低下

している利用者又はそのおそれのある利用者に

対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的とし

て、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは

実施又は摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若し

くは実施であって、利用者の心身の状態の維持又

は向上に資すると認められるものを行った場合 

1 回につき  150 単位 

※3ヶ月以内の期間に限り 1 月に 

2 回を限度 
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〇口腔機能向上加算を算定する際に必要となる基準 

・次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

①言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を 1名以上配置している。 

②利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員そ

の他の職種の者が共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画（通所介護計画中に記

載も可）を作成している。 

③口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が口腔機能向上サー

ビスを行っているとともに、利用者の口腔機能を定期的に記録している。 

④口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的に評価する。 

⑤定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

□留意事項 

・口腔機能向上加算を算定できる利用者は、以下の①～③のいずれかに該当し、口腔機能向上

サービスの提供が必要な者 

①認定調査票における嚥下、食事摂取、口腔清潔のいずれかが「1」以外に該当 

②基本チェックリストの口腔機能関連項目（13、14、15）のうち、2項目以上が「1」に 

該当する 

  →質問項目 13 「半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか」 

   質問項目 14 「お茶や汁物等でむせることがありますか」 

   質問項目 15 「口の渇きが気になりますか」 

③その他口腔機能の低下している者又はそのおそれのある者 

・必要に応じて、介護支援専門員を通して主治医又は主治の歯科医師への情報提供、受診勧奨

などの適切な措置を講じる。 

・口腔機能向上サービスの提供は、以下の①～⑤に掲げる手順に沿ってなされる。 

①利用者ごとの口腔機能を、利用開始時に把握する。 

②作成した口腔機能改善管理指導計画については、利用者又はその家族に説明し、同意を

得ること。なお、当該計画に相当する内容を通所介護計画の中に記載する場合は、別に

当該計画を作成する必要はない。 

③言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員等が利用者ごとに口腔機能向上サービスを提供す

ること。その際、問題があれば直ちに当該計画を修正すること。なお、歯科医療を受診

している場合で、(ａ)又は(ｂ)のいずれかに該当する場合は、算定不可 

(ａ)歯科診療報酬点数表に掲げる摂食機能療法を算定している場合 

(ｂ)(ａ)ではない場合であって、介護保険の口腔機能向上サービスとして「摂食・嚥下

機能に関する訓練の指導若しくは実施」を行っていない場合 

④概ね 3 月ごとに口腔機能の状態の評価を行い、その結果を介護支援専門員や主治の医師

に情報提供すること。 
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⑤運営基準によって作成することが義務付けられている「サービスの提供の記録」におい

て、「定期的な記録」に相当する内容を記録する場合は、その記録とは別に記録する必要

はない。 

・概ね 3月ごとの利用者の口腔機能の評価の結果、次の①又は②のいずれかに該当する者であ

って、継続的に口腔機能向上サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者につい

ては、引き続き算定可能 

 ①口腔清潔・唾液分泌・咀嚼・嚥下・食事摂取等の口腔機能の低下が認められる状態の者 

 ②当該サービス継続しないことにより、口腔機能が低下するおそれのある者 

 

(14) サービス提供体制強化加算 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合している

ものとして都道府県知事に届け出た通所介護事

業所が利用者に対し通所介護を行った場合 

イ サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ 

ロ サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ 

ハ サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 

イ 1 回につき  18 単位 

ロ 1 回につき  12 単位 

ハ 1 回につき   6 単位 

※支給限度額管理の対象外の算定項目 

◎別に厚生労働大臣が定める基準 

●イ サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ 

①介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が 50％以上。 

②定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

●ロ サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ 

①介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が 40％以上。 

②定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

●ハ サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 

①通所介護を利用者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数 3年以上の者の占める割

合が 30％以上。 

※通所介護を利用者に直接提供する職員とは、生活相談員、看護職員、介護職員又は 

機能訓練指導員を指す。 

②定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

※参考： 職員の割合の算出方法 

対象事業所 算出方法（常勤換算） 留意事項 

前年度の実績

が 6 月に満た

ない 

届出日の属する月の 

前 3月の平均 

例）7月に届出 

→4～6月の平均 

・届出以降も算定月の直近 3月について、所定の 

割合を満たす必要 

・割合を毎月記録 

・所定の割合を下回った場合、直ちに届出 

前年度の実績

が 6月以上 

前年度（4～2月）の 

平均 
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□留意事項 

・加算Ⅰ、Ⅱのうちいずれか一方のみ算定可    

・同一の事業所において通所型サービスを一体的に行っている場合は、計算も一体的に行う。 

・割合の算出にあたって参考となる事項は以下のとおり 

①介護福祉士：各月の前月の末日時点で資格を取得している者とする。 

②勤続年数：各月の前月末日時点における勤続年数をいう。同一法人の経営する他の介護

サービス事業所、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員

として勤務した年数を含めることができる。 

③延勤務時間数：他事業所の従事者との兼務や、当該事業所内の他の職種との兼務がある

場合、兼務先の勤務時間数は除き、常勤の従事者が勤務すべき勤務時間数を上限とする。 

 

(15)介護職員処遇改善加算 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合している

介護職員の賃金の改善等を実施しているものと

して都道府県知事に届け出た通所介護事業所が、

利用者に対し、指定通所介護を行った場合 

 

（Ⅰ）介護職員処遇改善加算 

（介護報酬総単位数×59／1000） 

（Ⅱ）介護職員処遇改善加算 

（介護報酬総単位数×43／1000） 

（Ⅲ）介護職員処遇改善加算 

（介護報酬総単位数×23／1000） 

（Ⅳ）介護職員処遇改善加算 

（Ⅲ×90／100） 

（Ⅴ）介護職員処遇改善加算 

（Ⅲ×80／100） 

※支給限度額管理の対象外の算定項目 

※基準に掲げる区分に従い、平成 33年 

3 月 31日までの間加算（（Ⅳ）及び（Ⅴ）

は、別に厚生労働大臣が定める期日まで

の間） 

○処遇改善加算の取扱いについて 

・利用者の負担については、他の加算と同様、利用者には通常の介護報酬算定方式に基づき算

出した利用者の負担割合に応じた額を請求することとなる。 

・区分支給限度基準額との関係は、サービス別の介護報酬総単位数にサービス別の加算率を乗

じて算出します。その上で利用者負担を算出する際には、まず介護報酬総単位数が区分支給

限度基準額を超えているか否かを確認したうえで超えている場合には、超過分と当該超過分

にかかる加算は保険給付の対象外。 

・どのサービスを限度基準額超過の取扱いとするのかは、介護支援専門員が判断する。 
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□留意事項 

・介護職員処遇改善加算に係る詳細については、平成 29年 3月 9日付け、老発 0309第 5号「介

護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」

及び県の共通資料を参照のこと。 

 

 

 

(1)定員超過利用 

別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合 70／100を算定 

◎別に厚生労働大臣が定める基準 

・都道府県知事に提出した運営規程に定められている利用定員を超えること 

□留意事項 

・利用者の数は、1 月間（暦月）の利用者の数の平均を用いる。 

 

◆1月間の利用者の数の平均の算定式 

 

当該月におけるサービス提供日ごとの同時にサービスの提供を受けた者の最大数の合計 

当該月のサービス提供日数 

 

・利用者の数が定員超過利用の基準に該当することとなった場合、その翌月から定員超過

利用が解消されるに至った月まで、利用者の全員について減算し、定員超過利用が解消

されるに至った月の翌月から通常の所定単位数を算定 

・災害、虐待の受入れ等やむを得ない理由による定員超過利用は、当該定員超過利用が開

始した月（災害等が生じた時期が月末であって、定員超過利用が翌月まで継続すること

がやむを得ないと認められる場合は翌月も含む。）の翌月から所定単位数の減算を行う

ことはせず、やむを得ない理由がないにもかかわらず、その翌月まで定員を超過した状

態が継続している場合に、災害等が生じた月の翌々月から所定単位数の減算を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 減算 
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(2)人員基準欠如 

別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合 70／100を算定 

◎別に厚生労働大臣が定める基準 

・看護職員又は介護職員について、指定居宅サービス基準に定める員数を置いていないこと 

□留意事項 

・1割を越えて減少した場合、翌月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者 

について減算   

◆看護職員の算定式 

サービス提供日に配置された延べ人数    
＜ 0．9     

               サービス提供日            

 

◆介護職員の算定式 

         当該月に配置された職員の勤務延時間数     
  ＜ 0．9 

         当該月に配置すべき職員の勤務延時間数 

 

・1割の範囲内で減少した場合、翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用

者全員について減算（ただし、翌月の末日において人員基準を満たすに至っている場合を除

く） 

◆看護職員の算定 

        サービス提供日に配置された延べ人数    
0．9  ≦                      ＜ 1．0     

             サービス提供日           

 

◆介護職員の算定式 

         当該月に配置された職員の勤務延時間数    
0．9  ≦                       ＜ 1．0     

         当該月に配置すべき職員の勤務延時間数           
 

 

(3)2時間以上 3 時間未満の通所介護の提供 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用

者に対して、2時間以上 3時間未満の通所介護を

行う場合 

70／100 

※事業所規模に応じた 4時間以上 5 時間 

未満の単位数に対し算定 

◎別に厚生労働大臣が定める基準 

・心身の状況その他利用者側のやむを得ない事情により、長時間のサービス利用が困難である

利用者 

□留意事項 

・単に入浴サービスのみといった利用は適当でない（利用者の日常生活動作能力などの向上の

ため、日常生活を通じた機能訓練等が実施されるべき）。 
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(4)同一建物減算 

事業所と同一建物に居住する利用者又は同一建

物から通う利用者に対し、指定通所介護を行った

場合 

1 日につき   94単位の減算 

〇同一建物の定義 

・事業所と構造上または外形上、一体的な建築物 

(例）《該 当》建物の 1階部分に事業所がある場合 

《該 当》建物と渡り廊下等で繋がっている場合 

   《非該当》同一敷地内の別棟の建築物 

   《非該当》道路を挟んで隣接する場合 

・建築物の管理・運営法人が事業者と異なる場合であっても該当 

□留意事項 

・傷病により一時的に送迎が必要であると認められる利用者、その他やむを得ない事情により

送迎が必要であると認められる利用者に対して送迎を行った場合、例外的に減算対象となら

ない。 

→傷病により一時的に歩行困難となった者または歩行困難な要介護者であって、かつ、建

物の構造上自力での通所が困難である者に対し、2人以上の従業者が利用者の居住する場

所と事業所の間の往復の移動を介助した場合に限られる。 

・2人以上の従業者による移動介助を必要とする理由や移動介助の方法・期間を介護支援専門

員とサービス担当者会議等で慎重に検討し、その内容・結果を通所介護計画に記載する。 

・移動介助者・移動介助時の利用者の様子等を記録する。 

 

(5)送迎減算 

利用者に対し、その居宅と通所介護事業所との間

の送迎を行わない場合 

片道につき   47単位の減算 

□留意事項 

・利用者が自ら通う場合、利用者の家族等が送迎を行う場合など事業者が送迎を実施していな

い場合 

・同一建物減算の対象となっている場合は、送迎減算の対象とならない 
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定
員

変
更

に
よ

り
②

を
適

用
す

る
事

業
所

は
、

前
年

度
の

実
績

（
前

年
度

の
４

月
か

ら
２

月
ま

で
）

が
６

月
以

上
あ

る
事

業
所

が
、

年
度

が
変

わ
る

際
に

定
員

を
２

５
％

以
上

変
更

す
る

場
合

の
み

と
す

る
。

平
成

２
０

年
４

月
２

１
日

厚
生

労
働

省
老

健
局

老
人

保
健

課
「

介
護

療
養

型
老

人
保

健
施

設
に

係
る

介
護

報
酬

改
定

等
に

関
す

る
Ｑ

＆
Ａ

」

(
1
)
通

所
介

護
費

（
送

迎
関

係
）

送
迎

サ
ー

ビ
ス

に
つ

い
て

、
幼

稚
園

の
通

園
バ

ス
の

よ
う

な
い

わ
ゆ

る
「

バ
ス

ス
ト

ッ
プ

方
式

」
で

あ
っ

て
も

差
し

支
え

な
い

か
。

居
宅

ま
で

迎
え

に
行

く
こ

と
が

原
則

で
あ

る
。

た
だ

し
、

道
路

が
狭

隘
で

居
宅

ま
で

送
迎

車
が

入
る

こ
と

が
で

き
な

い
場

合
な

ど
、

地
理

的
要

因
等

か
ら

妥
当

と
考

え
ら

れ
、

か
つ

、
利

用
者

そ
れ

ぞ
れ

に
出

迎
え

方
法

を
予

め
定

め
る

な
ど

の
適

切
な

方
法

で
行

う
必

要
が

あ
る

。

平
成

１
２

年
３

月
３

１
日

介
護

報
酬

等
Ｑ

＆
Ａ

Ｖ
ｏ

ｌ
．

５
９

Ⅰ
(
1
）

④
5

デ
イ

サ
ー

ビ
ス

等
へ

の
送

り
出

し
な

ど
の

送
迎

時
に

お
け

る
居

宅
内

介
助

等
に

つ
い

て
、

通
所

介
護

事
業

所
等

が
対

応
で

き
な

い
場

合
は

、
訪

問
介

護
の

利
用

は
可

能
な

の
か

。
居

宅
内

介
助

等
が

可
能

な
通

所
介

護
事

業
所

等
を

探
す

必
要

が
あ

る
の

か
。

１
　

通
所

介
護

等
の

居
宅

内
介

助
に

つ
い

て
は

、
独

居
な

ど
一

人
で

身
の

回
り

の
支

度
が

で
き

ず
、

介
助

が
必

要
と

な
る

場
合

な
ど

個
別

に
必

要
性

を
判

断
の

上
、

居
宅

サ
ー

ビ
ス

計
画

及
び

個
別

サ
ー

ビ
ス

計
画

に
位

置
付

け
て

実
施

す
る

も
の

で
あ

る
。

２
 
　

現
在

、
訪

問
介

護
が

行
っ

て
い

る
通

所
サ

ー
ビ

ス
の

送
迎

前
後

に
行

わ
れ

て
い

る
介

助
等

に
つ

い
て

、
一

律
に

通
所

介
護

等
で

対
応

す
る

こ
と

を
求

め
て

い
る

も
の

で
は

な
い

。
例

え
ば

、
食

事
介

助
に

引
き

続
き

送
迎

へ
の

送
り

出
し

を
行

う
な

ど
訪

問
介

護
に

よ
る

対
応

が
必

要
な

利
用

者
ま

で
も

、
通

所
介

護
等

で
の

対
応

を
求

め
る

も
の

で
は

な
い

。

平
成

2
７

年
4
月

改
定

関
係

Ｑ
＆

Ａ
Ｖ

ｏ
ｌ

．
１

　
問

５
２

送
迎

時
に

居
宅

内
で

介
助

し
た

場
合

は
3
0
 
分

以
内

で
あ

れ
ば

所
要

時
間

に
参

入
し

て
も

よ
い

と
あ

る
が

、
同

一
建

物
又

は
同

一
敷

地
内

の
有

料
老

人
ホ

ー
ム

等
に

居
住

し
て

い
る

利
用

者
へ

介
護

職
員

が
迎

え
に

行
き

居
宅

内
介

助
し

た
場

合
も

対
象

と
す

る
こ

と
で

よ
い

か
。

対
象

と
な

る
。

平
成

2
７

年
4
月

改
定

関
係

Ｑ
＆

Ａ
Ｖ

ｏ
ｌ

．
１

　
問

５
３

送
迎

時
に

お
け

る
居

宅
内

介
助

等
に

つ
い

て
は

、
複

数
送

迎
す

る
場

合
は

、
車

内
に

利
用

者
を

待
た

せ
る

こ
と

に
な

る
の

で
、

個
別

に
送

迎
す

る
場

合
の

み
が

認
め

ら
れ

る
の

か
。

個
別

に
送

迎
す

る
場

合
の

み
に

限
定

す
る

も
の

で
は

な
い

が
、

居
宅

内
介

助
に

要
す

る
時

間
を

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
時

間
に

含
め

る
こ

と
を

認
め

る
も

の
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
他

の
利

用
者

を
送

迎
時

に
車

内
に

待
た

せ
て

行
う

こ
と

は
認

め
ら

れ
な

い
。

平
成

2
７

年
4
月

改
定

関
係

Ｑ
＆

Ａ
Ｖ

ｏ
ｌ

．
１

　
問

５
４

居
宅

内
介

助
等

を
実

施
し

た
時

間
を

所
要

時
間

と
し

て
、

居
宅

サ
ー

ビ
ス

計
画

及
び

個
別

サ
ー

ビ
ス

計
画

に
位

置
づ

け
た

場
合

、
算

定
す

る
報

酬
区

分
の

所
要

時
間

が
利

用
者

ご
と

に
異

な
る

場
合

が
生

じ
て

も
よ

い
か

。

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
に

当
た

っ
て

は
、

サ
ー

ビ
ス

提
供

の
開

始
・

終
了

タ
イ

ミ
ン

グ
が

利
用

者
ご

と
に

前
後

す
る

こ
と

は
あ

り
得

る
も

の
で

あ
り

、
単

位
内

で
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

時
間

の
異

な
る

場
合

が
生

じ
て

も
差

し
支

え
な

い
。

平
成

2
７

年
4
月

改
定

関
係

Ｑ
＆

Ａ
Ｖ

ｏ
ｌ

．
１

　
問

５
５

-45-



2
.
3
 
通

所
介

護
事

業
 
Q
&
A
集

 
（

抜
粋

）
【

介
護

報
酬

編
】

質
　
問

回
　
答

Q
A
発

出
時

期
文

書
番

号
等

延
長

加
算

延
長

加
算

に
係

る
延

長
時

間
帯

に
お

け
る

人
員

配
置

に
つ

い
て

延
長

サ
ー

ビ
ス

に
お

け
る

日
常

生
活

上
の

世
話

と
は

､
通

常
の

サ
ー

ビ
ス

に
含

ま
れ

る
も

の
で

は
な

く
､
い

わ
ゆ

る
預

か
り

サ
ー

ビ
ス

な
ど

を
、

事
業

所
の

実
情

に
応

じ
て

適
当

数
の

従
業

員
を

置
い

て
行

う
も

の
で

あ
る

。
よ

っ
て

、
延

長
加

算
の

時
間

帯
は

人
員

基
準

上
の

提
供

時
間

帯
に

該
当

し
な

い
。

複
数

の
単

位
の

利
用

者
を

同
一

の
職

員
が

対
応

す
る

こ
と

も
で

き
る

。

平
成

１
５

年
４

月
改

定
関

係
Ｑ

＆
Ａ

　
問

６

延
長

加
算

に
係

る
届

出
に

つ
い

て
延

長
加

算
に

つ
い

て
は

､
「

実
際

に
利

用
者

に
対

し
て

延
長

サ
ー

ビ
ス

が
行

う
こ

と
が

可
能

な
場

合
」

に
届

出
で

き
る

と
規

定
さ

れ
て

い
る

。
よ

っ
て

、
延

長
サ

ー
ビ

ス
に

係
る

従
業

者
の

配
置

状
況

が
分

か
る

書
類

な
ど

を
添

付
す

る
必

要
は

な
い

。

平
成

１
５

年
４

月
改

定
関

係
Ｑ

＆
Ａ

　
問

８

延
長

加
算

に
つ

い
て

は
､
「

実
際

に
利

用
者

に
対

し
て

延
長

サ
ー

ビ
ス

が
行

う
こ

と
が

可
能

な
場

合
」

に
届

出
で

き
る

と
規

定
さ

れ
て

い
る

。
よ

っ
て

、
延

長
サ

ー
ビ

ス
に

係
る

従
業

者
の

配
置

状
況

が
分

か
る

書
類

な
ど

を
添

付
す

る
必

要
は

な
い

。

通
所

サ
ー

ビ
ス

と
併

設
医

療
機

関
に

お
け

る
受

診
は

別
の

時
間

帯
に

行
わ

れ
る

別
の

サ
ー

ビ
ス

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

通
所

サ
ー

ビ
ス

後
の

受
診

後
の

時
間

帯
に

延
長

サ
ー

ビ
ス

を
行

っ
た

場
合

も
､
当

該
延

長
サ

ー
ビ

ス
は

通
所

サ
ー

ビ
ス

に
係

る
延

長
サ

ー
ビ

ス
を

み
な

さ
れ

ず
、

当
該

加
算

を
算

定
で

き
な

い
。

（
参

考
）

延
長

加
算

の
算

定
の

可
否

例
①

は
通

所
サ

ー
ビ

ス
後

の
延

長
サ

ー
ビ

ス
に

限
り

算
定

で
き

る
。

例
②

は
通

所
サ

ー
ビ

ス
前

の
延

長
サ

ー
ビ

ス
に

限
り

算
定

で
き

る
。

例
①

　
延

長
加

算
×

　
診

察
　

通
所

サ
ー

ビ
ス

　
延

長
加

算
○

　
の

順
例

②
　

延
長

加
算

○
　

通
所

サ
ー

ビ
ス

　
診

察
　

延
長

加
算

×
　

の
順

平
成

１
５

年
４

月
改

定
関

係
Ｑ

＆
Ａ

　
問

１
２

サ
ー

ビ
ス

提
供

時
間

の
終

了
後

か
ら

延
長

加
算

に
係

る
サ

ー
ビ

ス
が

始
ま

る
ま

で
の

間
は

ど
の

よ
う

な
人

員
配

置
が

必
要

と
な

る
の

か
。

例
え

ば
通

所
介

護
の

サ
ー

ビ
ス

提
供

時
間

を
7
 
時

間
3
0
 
分

と
し

た
場

合
、

延
長

加
算

は
、

7
 
時

間
以

上
9
 
時

間
未

満
に

引
き

続
き

、
9
 
時

間
以

上
か

ら
算

定
可

能
で

あ
る

。
サ

ー
ビ

ス
提

供
時

間
終

了
後

に
日

常
生

活
上

の
世

話
を

す
る

時
間

帯
（

9
 
時

間
ま

で
の

1
時

間
3
0
 
分

及
び

9
 
時

間
以

降
）

に
つ

い
て

は
、

サ
ー

ビ
ス

提
供

時
間

で
は

な
い

こ
と

か
ら

、
事

業
所

の
実

情
に

応
じ

て
適

当
数

の
人

員
配

置
で

差
し

支
え

な
い

が
、

安
全

体
制

の
確

保
に

留
意

す
る

こ
と

。

平
成

２
４

年
４

月
改

定
関

係
Ｑ

＆
Ａ

Ｖ
ｏ

ｌ
．

１
　

問
６

０

延
長

加
算

の
所

要
時

間
は

ど
の

よ
う

に
算

定
す

る
の

か
。

延
長

加
算

は
､
実

際
に

利
用

者
に

対
し

て
延

長
サ

ー
ビ

ス
を

行
う

こ
と

が
可

能
な

事
業

所
に

お
い

て
､
実

際
に

延
長

サ
ー

ビ
ス

を
行

っ
た

と
き

に
､
当

該
利

用
者

に
つ

い
て

算
定

で
き

る
。

通
所

サ
ー

ビ
ス

の
所

要
時

間
と

延
長

サ
ー

ビ
ス

の
所

要
時

間
の

通
算

時
間

が
、

例
え

ば
通

所
介

護
の

場
合

で
あ

れ
ば

9
 
時

間
以

上
と

な
る

と
き

に
1
 
時

間
ご

と
に

加
算

す
る

と
し

て
い

る
が

､
ご

く
短

時
間

の
延

長
サ

ー
ビ

ス
を

算
定

対
象

と
す

る
こ

と
は

当
該

加
算

の
趣

旨
を

踏
ま

え
れ

ば
不

適
切

で
あ

る
。

平
成

２
４

年
４

月
改

定
関

係
Ｑ

＆
Ａ

Ｖ
ｏ

ｌ
．

１
　

問
６

１
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2
.
3
 
通

所
介

護
事

業
 
Q
&
A
集

 
（

抜
粋

）
【

介
護

報
酬

編
】

質
　
問

回
　
答

Q
A
発

出
時

期
文

書
番

号
等

延
長

加
算

と
延

長
サ

ー
ビ

ス
に

か
か

る
利

用
料

は
ど

う
い

う
場

合
に

徴
収

で
き

る
の

か
。

通
常

要
す

る
時

間
を

超
え

た
場

合
に

か
か

る
利

用
料

に
つ

い
て

は
､
例

え
ば

通
所

介
護

に
お

い
て

は
サ

ー
ビ

ス
提

供
時

間
が

9
 
時

間
未

満
に

お
い

て
行

わ
れ

る
延

長
サ

ー
ビ

ス
や

サ
ー

ビ
ス

提
供

時
間

が
1
2
 
時

間
以

上
に

お
い

て
行

わ
れ

る
延

長
サ

ー
ビ

ス
に

つ
い

て
徴

収
で

き
る

。
ま

た
、

サ
ー

ビ
ス

提
供

時
間

が
1
2
 
時

間
未

満
に

お
い

て
行

わ
れ

る
延

長
サ

ー
ビ

ス
に

つ
い

て
延

長
加

算
に

か
え

て
徴

収
で

き
る

。
こ

の
と

き
当

該
延

長
に

か
か

る
サ

ー
ビ

ス
提

供
に

つ
い

て
届

出
は

必
要

な
い

。
た

だ
し

、
同

一
時

間
帯

に
つ

い
て

延
長

加
算

に
加

え
て

利
用

料
を

上
乗

せ
し

て
徴

収
す

る
こ

と
は

で
き

な
い

。

平
成

２
４

年
４

月
改

定
関

係
Ｑ

＆
Ａ

Ｖ
ｏ

ｌ
．

１
　

問
６

２

９
時

間
の

通
所

介
護

等
の

前
後

に
送

迎
を

行
い

、
居

宅
内

介
助

等
を

実
施

す
る

場
合

も
延

長
加

算
は

算
定

可
能

か
。

延
長

加
算

に
つ

い
て

は
、

算
定

し
て

差
し

支
え

な
い

。
平

成
２

７
年

４
月

改
定

関
係

Ｑ
＆

Ａ
Ｖ

ｏ
ｌ

．
１

　
問

５
６

宿
泊

サ
ー

ビ
ス

を
利

用
す

る
場

合
等

に
つ

い
て

は
延

長
加

算
の

算
定

が
不

可
と

さ
れ

た
が

、
指

定
居

宅
サ

ー
ビ

ス
等

基
準

第
9
6
 
条

第
３

項
第

２
号

に
規

定
す

る
利

用
料

は
、

宿
泊

サ
ー

ビ
ス

と
の

区
分

が
さ

れ
て

い
れ

ば
算

定
す

る
こ

と
が

で
き

る
か

。

通
所

介
護

等
の

営
業

時
間

後
に

利
用

者
を

宿
泊

さ
せ

る
場

合
に

は
、

別
途

宿
泊

サ
ー

ビ
ス

に
係

る
利

用
料

を
徴

収
し

て
い

る
こ

と
か

ら
、

延
長

に
係

る
利

用
料

を
徴

収
す

る
こ

と
は

適
当

で
は

な
い

。

平
成

２
７

年
４

月
改

定
関

係
Ｑ

＆
Ａ

Ｖ
ｏ

ｌ
．

１
　

問
５

７

 
 
通

所
介

護
等

の
利

用
者

が
自

宅
に

は
帰

ら
ず

、
別

の
宿

泊
場

所
に

行
く

ま
で

の
間

、
延

長
し

て
介

護
を

実
施

し
た

場
合

、
延

長
加

算
は

算
定

で
き

る
か

。
算

定
で

き
る

。
平

成
２

７
年

４
月

改
定

関
係

Ｑ
＆

Ａ
Ｖ

ｏ
ｌ

．
１

　
問

５
８

「
宿

泊
サ

ー
ビ

ス
」

を
利

用
し

た
場

合
に

は
、

延
長

加
算

の
算

定
は

で
き

な
い

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

が
、

以
下

の
場

合
に

は
算

定
可

能
か

。
①

通
所

介
護

事
業

所
の

営
業

時
間

の
開

始
前

に
延

長
サ

ー
ビ

ス
を

利
用

し
た

後
、

通
所

介
護

等
を

利
用

し
そ

の
当

日
よ

り
宿

泊
サ

ー
ビ

ス
を

利
用

し
た

場
合

②
宿

泊
サ

ー
ビ

ス
を

利
用

し
た

後
、

通
所

介
護

サ
ー

ビ
ス

を
利

用
し

通
所

介
護

事
業

所
の

営
業

時
間

の
終

了
後

に
延

長
サ

ー
ビ

ス
を

利
用

し
た

後
、

自
宅

に
帰

る
場

合

同
一

日
に

宿
泊

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
を

受
け

る
場

合
は

、
延

長
加

算
を

算
定

す
る

こ
と

は
適

当
で

は
な

い
。

平
成

２
７

年
４

月
改

定
関

係
Ｑ

＆
Ａ

Ｖ
ｏ

ｌ
．

１
　

問
５

９

通
所

介
護

の
延

長
加

算
は

、
利

用
者

が
当

該
通

所
介

護
事

業
所

の
設

備
を

利
用

し
て

宿
泊

す
る

場
合

は
算

定
不

可
と

さ
れ

て
い

る
が

、
通

所
介

護
と

し
て

行
う

、
歯

科
衛

生
士

に
よ

る
口

腔
機

能
向

上
サ

ー
ビ

ス
が

延
長

時
間

帯
に

必
要

と
な

る
場

合
も

加
算

の
対

象
と

な
ら

な
い

の
か

。

延
長

加
算

に
つ

い
て

は
、

当
該

通
所

介
護

事
業

所
の

設
備

を
利

用
し

て
宿

泊
す

る
場

合
は

算
定

で
き

な
い

こ
と

が
原

則
で

あ
る

が
、

あ
ら

か
じ

め
通

所
介

護
計

画
に

位
置

付
け

ら
れ

た
サ

ー
ビ

ス
で

あ
り

、
か

つ
、

通
常

の
サ

ー
ビ

ス
提

供
時

間
帯

の
み

で
は

提
供

す
る

こ
と

が
で

き
ず

、
延

長
時

間
帯

に
お

い
て

提
供

す
る

こ
と

が
不

可
欠

な
場

合
（

食
事

提
供

に
伴

い
、

通
所

介
護

計
画

に
定

め
ら

れ
た

口
腔

機
能

向
上

サ
ー

ビ
ス

を
通

常
の

時
間

帯
内

に
終

え
る

こ
と

が
で

き
な

い
場

合
（

※
）

)
に

は
、

実
際

に
延

長
サ

ー
ビ

ス
を

行
っ

た
範

囲
内

で
算

定
し

て
差

し
支

え
な

い
こ

と
と

す
る

。

（
※

）
指

定
通

所
介

護
事

業
所

に
お

い
て

、
口

腔
機

能
が

低
下

し
て

い
る

利
用

者
又

は
そ

の
お

そ
れ

が
あ

る
利

用
者

に
対

し
て

、
夕

食
後

に
言

語
聴

覚
士

、
歯

科
衛

生
士

等
が

口
腔

機
能

向
上

サ
ー

ビ
ス

を
実

施
す

る
場

合
で

あ
っ

て
、

夕
食

の
時

間
と

の
関

係
か

ら
サ

ー
ビ

ス
提

供
時

間
内

に
当

該
口

腔
機

能
向

上
サ

ー
ビ

ス
を

終
了

す
る

こ
と

が
困

難
で

延
長

サ
ー

ビ
ス

と
な

る
場

合
に

は
、

算
定

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

平
成

２
７

年
４

月
改

定
関

係
Ｑ

＆
Ａ

Ｖ
ｏ

ｌ
．

４
　

問
５

-47-



2
.
3
 
通

所
介

護
事

業
 
Q
&
A
集

 
（

抜
粋

）
【

介
護

報
酬

編
】

質
　
問

回
　
答

Q
A
発

出
時

期
文

書
番

号
等

中
山

間
地

域
等

に
居

住
す

る
者

へ
の

サ
ー

ビ
ス

提
供

加
算

特
別

地
域

加
算

(
1
5
％

)
と

中
山

間
地

域
等

に
居

住
す

る
も

の
へ

の
ｻ
ｰ
ﾋ
ﾞ
ｽ
提

供
加

算
(
5
％

)
、

又
は

、
中

山
間

地
域

等
に

お
け

る
小

規
模

事
業

所
加

算
(
1
0
％

)
と

中
山

間
地

域
等

に
居

住
す

る
も

の
へ

の
ｻ
ｰ
ﾋ
ﾞ
ｽ
提

供
加

算
(
5
％

)
を

同
時

に
算

定
す

る
こ

と
は

可
能

か
。

特
別

地
域

加
算

対
象

地
域

又
は

中
山

間
地

域
等

に
お

け
る

小
規

模
事

業
所

加
算

対
象

地
域

に
あ

る
事

業
所

が
通

常
の

サ
ー

ビ
ス

実
施

地
域

を
越

え
て

別
の

中
山

間
地

域
等

に
居

住
す

る
利

用
者

に
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

場
合

に
あ

っ
て

は
、

算
定

可
能

で
あ

る
。

平
成

２
１

年
４

月
改

定
関

係
Ｑ

＆
Ａ

Ｖ
ｏ

ｌ
．

１
　

問
１

１

小
規

模
事

業
所

の
基

準
で

あ
る

延
訪

問
回

数
等

に
は

、
外

部
サ

ー
ビ

ス
利

用
型

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
基

本
サ

ー
ビ

ス
費

の
訪

問
介

護
等

の
回

数
も

含
め

る
の

か
。

含
め

な
い

。
平

成
２

１
年

４
月

改
定

関
係

Ｑ
＆

Ａ
Ｖ

ｏ
ｌ

．
１

　
問

１
２

 
月

の
途

中
に

お
い

て
、

転
居

等
に

よ
り

中
山

間
地

域
等

か
つ

通
常

の
実

施
地

域
内

か
ら

そ
れ

以
外

の
地

域
（

又
は

そ
の

逆
）

に
居

住
地

が
変

わ
っ

た
場

合
、

実
際

に
中

山
間

地
域

等
か

つ
通

常
に

実
施

地
域

外
に

居
住

し
て

い
る

期
間

の
ｻ
ｰ
ﾋ
ﾞ
ｽ
提

供
分

の
み

加
算

の
対

象
と

な
る

の
か

。
あ

る
い

は
、

当
該

月
の

全
て

の
ｻ
ｰ
ﾋ
ﾞ
ｽ
提

供
分

が
加

算
の

対
象

と
な

る
の

か

該
当

期
間

の
ｻ
ｰ
ﾋ
ﾞ
ｽ
提

供
分

の
み

加
算

の
対

象
と

な
る

。
※

介
護

予
防

に
つ

い
て

は
、

転
居

等
に

よ
り

事
業

所
を

変
更

す
る

場
合

に
あ

っ
て

は
日

割
り

計
算

と
な

る
こ

と
か

ら
、

そ
れ

に
合

わ
せ

て
当

該
加

算
の

算
定

を
行

う
も

の
と

す
る

。

平
成

２
１

年
４

月
改

定
関

係
Ｑ

＆
Ａ

Ｖ
ｏ

ｌ
．

１
　

問
１

３

生
活

機
能

向
上

連
携

加
算

指
定

通
所

介
護

事
業

所
は

、
生

活
機

能
向

上
連

携
加

算
に

係
る

業
務

に
つ

い
て

指
定

訪
問

ﾘ
ﾊ
ﾋ
ﾞ
ﾘ
ﾃ
ｰ
ｼ
ｮ
ﾝ
事

業
所

、
指

定
通

所
ﾘ
ﾊ
ﾋ
ﾞ
ﾘ
ﾃ
ｰ
ｼ
ｮ
ﾝ
事

業
所

又
は

医
療

提
供

施
設

と
委

託
契

約
を

締
結

し
、

業
務

に
必

要
な

費
用

を
指

定
訪

問
ﾘ
ﾊ
ﾋ
ﾞ
ﾘ
ﾃ
ｰ
ｼ
ｮ
ﾝ
事

業
所

等
に

支
払

う
こ

と
に

な
る

と
考

え
て

よ
い

か
。

貴
見

の
と

お
り

で
あ

る
。

な
お

、
委

託
料

に
つ

い
て

は
そ

れ
ぞ

れ
の

合
議

に
よ

り
適

切
に

設
定

す
る

必
要

が
あ

る
。

平
成

3
0
年

4
月

改
定

関
係

Ｑ
＆

Ａ
Ｖ

ｏ
ｌ

．
1

問
3
5

生
活

機
能

向
上

連
携

加
算

は
、

同
一

法
人

の
指

定
訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

所
若

し
く

は
指

定
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

所
又

は
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

を
実

施
し

て
い

る
医

療
提

供
施

設
（

原
則

と
し

て
許

可
病

床
数

 
2
0
0
 
床

未
満

の
も

の
に

限
る

。
）

と
連

携
す

る
場

合
も

算
定

で
き

る
も

の
と

考
え

て
よ

い
か

。

・
貴

見
の

と
お

り
で

あ
る

。
・

な
お

、
連

携
先

に
つ

い
て

、
地

域
包

括
ケ

ア
シ

ス
テ

ム
の

推
進

に
向

け
た

在
宅

医
療

の
主

た
る

担
い

手
と

し
て

想
定

さ
れ

て
い

る
 
2
0
0
 
床

未
満

の
医

療
提

供
施

設
に

原
則

と
し

て
限

っ
て

い
る

趣
旨

や
、

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
専

門
職

（
理

学
療

法
士

、
作

業
療

法
士

、
言

語
聴

覚
士

）
の

有
効

活
用

、
地

域
と

の
連

携
の

促
進

の
観

点
か

ら
、

別
法

人
か

ら
の

連
携

の
求

め
が

あ
っ

た
場

合
に

は
、

積
極

的
に

応
じ

る
べ

き
で

あ
る

。

平
成

3
0
年

4
月

改
定

関
係

Ｑ
＆

Ａ
Ｖ

ｏ
ｌ

．
1

問
3
6

中
重

度
者

ケ
ア

体
制

加
算

加
算

算
定

の
要

件
で

あ
る

通
所

介
護

を
行

う
時

間
帯

を
通

じ
て

、
専

従
で

配
置

す
る

看
護

職
員

の
提

供
時

間
帯

中
の

勤
務

時
間

は
、

加
配

職
員

と
し

て
常

勤
換

算
員

数
を

算
出

す
る

際
の

勤
務

時
間

数
に

は
含

め
る

こ
と

が
で

き
な

い
と

い
う

こ
と

で
よ

い
か

。

提
供

時
間

帯
を

通
じ

て
配

置
す

る
看

護
職

員
は

、
他

の
職

務
と

の
兼

務
は

認
め

ら
れ

ず
、

加
算

の
要

件
で

あ
る

加
配

を
行

う
常

勤
換

算
員

数
を

算
出

す
る

際
の

勤
務

時
間

数
に

含
め

る
こ

と
は

で
き

な
い

。
な

お
、

加
算

の
算

定
要

件
と

な
る

看
護

職
員

と
は

別
に

看
護

職
員

を
配

置
し

て
い

る
場

合
は

、
当

該
看

護
職

員
の

勤
務

時
間

数
は

常
勤

換
算

員
数

を
算

出
す

る
際

の
勤

務
時

間
数

に
含

め
る

こ
と

が
で

き
る

。

平
成

２
７

年
４

月
改

定
関

係
Ｑ

＆
Ａ

Ｖ
ｏ

ｌ
．

１
　

問
３

７

重
度

の
要

介
護

者
で

あ
っ

て
も

社
会

性
の

維
持

を
図

り
在

宅
生

活
の

継
続

に
資

す
る

ケ
ア

を
計

画
的

に
実

施
す

る
プ

ロ
グ

ラ
ム

と
は

ど
の

よ
う

な
も

の
か

。
今

ま
で

そ
の

人
が

築
い

て
き

た
社

会
関

係
や

人
間

関
係

を
維

持
し

続
け

ら
れ

る
よ

う
に

、
家

庭
内

の
役

割
づ

く
り

の
た

め
の

支
援

や
、

地
域

の
中

で
生

き
が

い
や

役
割

を
も

っ
て

生
活

で
き

る
よ

う
な

支
援

を
す

る
こ

と
な

ど
の

目
標

を
通

所
介

護
計

画
又

は
別

途
作

成
す

る
計

画
に

設
定

し
、

通
所

介
護

の
提

供
を

行
う

必
要

が
あ

る
。

平
成

２
７

年
４

月
改

定
関

係
Ｑ

＆
Ａ

Ｖ
ｏ

ｌ
．

１
　

問
３

８

通
所

介
護

を
行

う
時

間
帯

を
通

じ
て

、
専

ら
当

該
指

定
通

所
介

護
の

提
供

に
当

た
る

看
護

職
員

を
１

名
以

上
配

置
と

あ
る

が
、

指
定

基
準

の
他

に
配

置
す

る
必

要
が

あ
る

の
か

。
当

該
事

業
所

に
配

置
し

て
い

る
看

護
職

員
が

現
在

、
専

従
の

看
護

職
員

と
し

て
提

供
時

間
帯

を
通

じ
て

既
に

配
置

し
て

い
る

場
合

に
は

、
新

た
に

配
置

す
る

必
要

は
な

い
。

平
成

２
７

年
４

月
改

定
関

係
Ｑ

＆
Ａ

Ｖ
ｏ

ｌ
．

１
　

問
３

９

加
算

算
定

の
要

件
に

、
通

所
介

護
を

行
う

時
間

帯
を

通
じ

て
、

専
従

で
看

護
職

員
を

配
置

し
て

い
る

こ
と

と
あ

る
が

、
全

て
の

営
業

日
に

看
護

職
員

を
配

置
で

き
な

い
場

合
に

、
配

置
が

あ
っ

た
日

の
み

当
該

加
算

の
算

定
対

象
と

な
る

か
。

貴
見

の
と

お
り

。
平

成
２

７
年

４
月

改
定

関
係

Ｑ
＆

Ａ
Ｖ

ｏ
ｌ

．
２

　
問

３

-48-



2
.
3
 
通

所
介

護
事

業
 
Q
&
A
集

 
（

抜
粋

）
【

介
護

報
酬

編
】

質
　
問

回
　
答

Q
A
発

出
時

期
文

書
番

号
等

中
重

度
者

ケ
ア

体
制

加
算

（
認

知
症

加
算

と
共

通
）

指
定

居
宅

サ
ー

ビ
ス

等
の

事
業

の
人

員
、

設
備

及
び

運
営

に
関

す
る

基
準

（
平

成
1
1
 
年

厚
生

省
令

第
3
7
 
号

。
以

下
「

指
定

居
宅

サ
ー

ビ
ス

等
基

準
」

と
い

う
。

）
第

9
3
 
条

に
規

定
す

る
看

護
職

員
又

は
介

護
職

員
に

加
え

、
看

護
職

員
又

は
介

護
職

員
を

常
勤

換
算

方
法

で
２

以
上

確
保

す
る

必
要

が
あ

る
が

、
具

体
的

な
計

算
方

法
如

何
。

例
え

ば
、

定
員

2
0
 
人

の
通

所
介

護
、

提
供

時
間

が
７

時
間

、
常

勤
の

勤
務

す
べ

き
時

間
数

が
週

4
0
時

間
の

場
合

で
あ

っ
て

、
営

業
日

が
月

曜
日

か
ら

土
曜

日
の

場
合

に
は

、
常

勤
換

算
の

計
算

方
法

は
以

下
の

通
り

と
な

る
。

（
本

来
で

あ
れ

ば
、

暦
月

で
計

算
す

る
が

、
単

純
化

の
た

め
に

週
で

計
算

。
）

①
指

定
基

準
を

満
た

す
確

保
す

べ
き

勤
務

延
時

間
数

（
例

：
月

曜
日

の
場

合
）

確
保

す
べ

き
勤

務
時

間
数

＝
（

（
利

用
者

数
－

1
5
）

÷
５

＋
１

）
×

平
均

提
供

時
間

数
＝

1
1
.
2
 
時

間
②

指
定

基
準

に
加

え
て

確
保

さ
れ

た
も

の
と

扱
わ

れ
る

勤
務

時
間

数
（

例
：

月
曜

日
の

場
合

）
指

定
基

準
に

加
え

て
確

保
さ

れ
た

勤
務

時
間

数
＝

（
８

＋
７

＋
８

）
－

1
1
.
2
＝

1
1
.
8
 
時

間 以
上

よ
り

、
上

記
の

体
制

で
実

施
し

た
場

合
に

は
、

週
全

体
で

8
4
 
時

間
の

加
配

時
間

と
な

り
、

8
4
 
時

間
÷

4
0
 
時

間
＝

2
.
1
 
と

な
る

こ
と

か
ら

、
常

勤
換

算
方

法
で

２
以

上
確

保
し

た
こ

と
に

な
る

。

平
成

２
７

年
４

月
改

定
関

係
Ｑ

＆
Ａ

Ｖ
ｏ

ｌ
．

１
　

問
２

５

指
定

通
所

介
護

の
中

重
度

者
ケ

ア
体

制
加

算
と

認
知

症
加

算
を

併
算

定
す

る
場

合
、

認
知

症
介

護
に

係
る

研
修

を
修

了
し

て
い

る
看

護
職

員
１

人
を

、
指

定
通

所
介

護
を

行
う

時
間

帯
を

通
じ

て
配

置
す

れ
ば

、
認

知
症

介
護

に
係

る
研

修
を

修
了

し
て

い
る

看
護

職
員

１
人

の
配

置
で

そ
れ

ぞ
れ

の
加

算
を

算
定

で
き

る
の

か
。

中
重

度
者

ケ
ア

体
制

加
算

の
算

定
対

象
と

な
る

看
護

職
員

は
他

の
職

務
と

兼
務

す
る

こ
と

は
で

き
な

い
。

こ
の

た
め

、
認

知
症

加
算

を
併

算
定

す
る

場
合

は
、

認
知

症
介

護
に

係
る

研
修

を
修

了
し

て
い

る
者

を
別

に
配

置
す

る
必

要
が

あ
る

。

平
成

２
７

年
４

月
改

定
関

係
Ｑ

＆
Ａ

Ｖ
ｏ

ｌ
．

１
　

問
２

６

認
知

症
加

算
及

び
中

重
度

者
ケ

ア
体

制
加

算
の

利
用

者
割

合
の

計
算

方
法

は
、

届
出

日
の

属
す

る
月

の
前

３
月

の
１

月
当

た
り

の
実

績
の

平
均

が
要

件
を

満
た

せ
ば

、
例

え
ば

、
４

月
1
5
 
日

以
前

に
届

出
が

な
さ

れ
た

場
合

に
は

、
５

月
か

ら
加

算
の

算
定

が
可

能
か

。

前
３

月
の

実
績

に
よ

り
届

出
を

行
う

場
合

に
お

い
て

は
可

能
で

あ
る

。
な

お
、

届
出

を
行

っ
た

月
以

降
に

お
い

て
も

、
直

近
３

月
間

の
利

用
者

割
合

に
つ

い
て

は
、

毎
月

継
続

的
に

所
定

の
割

合
を

維
持

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

平
成

２
７

年
４

月
改

定
関

係
Ｑ

＆
Ａ

Ｖ
ｏ

ｌ
．

１
　

問
２

７

月
火

水
木

金
土

計
利

用
者

数
1
8
人

1
7
人

1
9
人

2
0
人

1
5
人

1
6
人

1
0
5
人

必
要

時
間

数
1
1
.2

時
間

9
.8

時
間

1
2
.6

時
間

1
4
時

間
7
時

間
8
.4

時
間

6
3
時

間

職
員

A
8
時

間
8
時

間
8
時

間
8
時

間
8
時

間
0
時

間
4
0
時

間

職
員

B
0
時

間
8
時

間
8
時

間
8
時

間
8
時

間
8
時

間
4
0
時

間
職

員
C

7
時

間
7
時

間
7
時

間
7
時

間
7
時

間
0
時

間
3
5
時

間
職

員
D

8
時

間
8
時

間
0
時

間
0
時

間
8
時

間
8
時

間
3
2
時

間
計

2
3
時

間
3
1
時

間
2
3
時

間
2
3
時

間
3
1
時

間
1
6
時

間
1
4
7
時

間

加
配

時
間

数
1
1
.8

時
間

2
1
.2

時
間

1
0
.4

時
間

9
時

間
2
4
時

間
7
.6

時
間

8
4
時

間
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介
護
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酬

編
】

質
　
問

回
　
答

Q
A
発

出
時

期
文

書
番

号
等

指
定

通
所

介
護

の
中

重
度

者
ケ

ア
体

制
加

算
と

認
知

症
加

算
を

併
算

定
す

る
場

合
、

指
定

居
宅

サ
ー

ビ
ス

等
基

準
第

9
3
 
条

に
規

定
す

る
看

護
職

員
又

は
介

護
職

員
に

加
え

、
看

護
職

員
又

は
介

護
職

員
を

常
勤

換
算

方
法

で
４

以
上

確
保

す
る

必
要

が
あ

る
か

。

事
業

所
と

し
て

、
指

定
居

宅
サ

ー
ビ

ス
等

基
準

第
9
3
 
条

に
規

定
す

る
看

護
職

員
又

は
介

護
職

員
に

加
え

、
看

護
職

員
又

は
介

護
職

員
を

常
勤

換
算

方
法

で
２

以
上

確
保

し
て

い
れ

ば
、

認
知

症
加

算
及

び
中

重
度

者
ケ

ア
体

制
加

算
に

お
け

る
「

指
定

基
準

に
規

定
す

る
看

護
職

員
又

は
介

護
職

員
の

員
数

に
加

え
、

看
護

職
員

又
は

介
護

職
員

を
常

勤
換

算
方

法
で

２
以

上
確

保
す

る
」

と
い

う
要

件
を

そ
れ

ぞ
れ

の
加

算
で

満
た

す
こ

と
に

な
る

。

平
成

２
７

年
４

月
改

定
関

係
Ｑ

＆
Ａ

Ｖ
ｏ

ｌ
．

１
　

問
２

８

認
知

症
加

算
又

は
中

重
度

者
ケ

ア
体

制
加

算
の

算
定

要
件

の
一

つ
で

あ
る

専
従

の
認

知
症

介
護

実
践

者
研

修
等

修
了

者
又

は
看

護
職

員
は

、
通

所
介

護
を

行
う

時
間

帯
を

通
じ

て
事

業
所

に
１

名
以

上
配

置
さ

れ
て

い
れ

ば
、

複
数

単
位

に
お

け
る

サ
ー

ビ
ス

提
供

を
行

っ
て

い
る

場
合

で
も

、
そ

れ
ぞ

れ
の

単
位

の
利

用
者

が
加

算
の

算
定

対
象

に
な

る
の

か
。

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
時

間
を

通
じ

て
１

名
以

上
配

置
さ

れ
て

い
れ

ば
、

加
算

の
算

定
対

象
と

な
る

。

平
成

２
７

年
４

月
改

定
関

係
Ｑ

＆
Ａ

Ｖ
ｏ

ｌ
．

１
　

問
２

９

通
所

介
護

を
行

う
時

間
帯

を
通

じ
て

１
名

以
上

の
配

置
が

求
め

ら
れ

る
看

護
職

員
（

中
重

度
者

ケ
ア

体
制

加
算

）
、

認
知

症
介

護
実

践
者

研
修

等
の

修
了

者
（

認
知

症
加

算
）

は
、

日
ご

と
又

は
１

日
の

時
間

帯
に

よ
っ

て
人

員
が

変
わ

っ
て

も
、

通
所

介
護

を
行

う
時

間
帯

を
通

じ
て

配
置

さ
れ

て
い

れ
ば

、
加

算
の

要
件

を
満

た
す

と
考

え
て

よ
い

か
。

日
ご

と
又

は
１

日
の

時
間

帯
に

よ
っ

て
人

員
が

変
わ

っ
て

も
、

加
算

の
要

件
の

一
つ

で
あ

る
「

指
定

通
所

介
護

を
行

う
時

間
帯

を
通

じ
て

、
専

ら
当

該
指

定
通

所
の

提
供

に
当

た
る

看
護

職
員

（
認

知
症

介
護

実
践

者
研

修
等

の
修

了
者

）
を

１
名

以
上

配
置

し
て

い
る

こ
と

」
を

満
た

す
こ

と
と

な
る

。

平
成

２
７

年
４

月
改

定
関

係
Ｑ

＆
Ａ

Ｖ
ｏ

ｌ
．

１
　

問
３

０

サ
テ

ラ
イ

ト
事

業
所

に
お

い
て

加
算

を
算

定
す

る
に

あ
た

り
、

認
知

症
加

算
又

は
中

重
度

者
ケ

ア
体

制
加

算
の

算
定

要
件

の
一

つ
で

あ
る

専
従

の
認

知
症

介
護

実
践

者
研

修
等

修
了

者
又

は
看

護
職

員
は

、
通

所
介

護
を

行
う

時
間

帯
を

通
じ

て
本

体
事

業
所

に
１

名
以

上
配

置
さ

れ
て

い
れ

ば
よ

い
か

。

認
知

症
加

算
・

中
重

度
者

ケ
ア

体
制

加
算

は
、

認
知

症
高

齢
者

や
重

度
要

介
護

者
に

在
宅

生
活

の
継

続
に

資
す

る
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

し
て

い
る

事
業

所
を

評
価

す
る

加
算

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

通
所

介
護

を
行

う
時

間
帯

を
通

じ
て

サ
テ

ラ
イ

ト
事

業
所

に
１

名
以

上
の

配
置

が
な

け
れ

ば
、

加
算

を
算

定
す

る
こ

と
は

で
き

な
い

。

平
成

２
７

年
４

月
改

定
関

係
Ｑ

＆
Ａ

Ｖ
ｏ

ｌ
．

２
　

問
１

-50-
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通
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介
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Q
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A
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（

抜
粋

）
【

介
護

報
酬

編
】

質
　
問

回
　
答

Q
A
発

出
時

期
文

書
番

号
等

認
知

症
加

算
、

中
重

度
者

ケ
ア

体
制

加
算

そ
れ

ぞ
れ

に
つ

い
て

、
認

知
症

高
齢

者
の

日
常

生
活

自
立

度
Ⅲ

以
上

の
割

合
、

要
介

護
３

以
上

の
割

合
に

お
け

る
具

体
的

な
計

算
方

法
如

何
。

認
知

症
加

算
、

中
重

度
者

ケ
ア

体
制

加
算

の
算

定
要

件
で

あ
る

認
知

症
高

齢
者

の
日

常
生

活
自

立
度

Ⅲ
以

上
の

割
合

、
要

介
護

３
以

上
の

割
合

に
つ

い
て

は
、

利
用

実
人

員
数

又
は

利
用

延
人

員
数

を
用

い
て

算
定

す
る

も
の

と
さ

れ
て

い
る

が
、

例
え

ば
、

以
下

の
例

の
よ

う
な

場
合

で
あ

っ
て

、
中

重
度

者
ケ

ア
体

制
加

算
の

要
介

護
３

以
上

の
割

合
を

計
算

す
る

場
合

、
前

３
月

の
平

均
は

次
の

よ
う

に
計

算
す

る
。

（
認

知
症

高
齢

者
の

日
常

生
活

自
立

度
Ⅲ

以
上

の
割

合
、

前
年

度
の

平
均

計
算

に
つ

い
て

も
同

様
に

行
う

。
）

①
 
利

用
実

人
員

数
に

よ
る

計
算

（
要

支
援

者
を

除
く

）
・

利
用

者
の

総
数

＝
9
 
人

（
1
 
月

）
＋

9
 
人

（
2
 
月

）
＋

9
 
人

（
3
 
月

）
＝

2
7
 
人

・
要

介
護

３
以

上
の

数
＝

4
 
人

（
1
 
月

）
＋

4
 
人

（
2
 
月

）
＋

4
 
人

（
3
 
月

）
＝

1
2
 
人

し
た

が
っ

て
、

割
合

は
1
2
 
人

÷
2
7
 
人

≒
4
4
.
4
％

（
小

数
点

第
二

位
以

下
切

り
捨

て
）

≧
3
0
％

②
 
利

用
延

人
員

数
に

よ
る

計
算

（
要

支
援

者
を

除
く

）
・

利
用

者
の

総
数

＝
8
2
 
人

（
1
 
月

）
＋

8
1
 
人

（
2
 
月

）
＋

8
8
 
人

（
3
 
月

）
＝

2
5
1
 
人

・
要

介
護

3
 
以

上
の

数
＝

4
6
 
人

（
1
 
月

）
＋

5
0
 
人

（
2
 
月

）
＋

5
2
 
人

（
3
 
月

）
＝

1
4
8
 
人

し
た

が
っ

て
、

割
合

は
1
4
8
 
人

÷
2
5
1
 
人

≒
5
8
.
9
％

（
小

数
点

第
二

位
以

下
切

り
捨

て
）

≧
3
0
％

上
記

の
例

は
、

利
用

実
人

員
数

、
利

用
延

人
員

数
と

も
に

要
件

を
満

た
す

場
合

で
あ

る
が

、
①

又
は

②
の

い
ず

れ
か

で
要

件
を

満
た

せ
ば

加
算

は
算

定
可

能
で

あ
る

。
な

お
、

利
用

実
人

員
数

に
よ

る
計

算
を

行
う

場
合

、
月

途
中

で
要

介
護

状
態

区
分

や
認

知
症

高
齢

者
の

日
常

生
活

自
立

度
が

変
更

に
な

っ
た

場
合

は
月

末
の

要
介

護
状

態
区

分
や

認
知

症
高

齢
者

の
日

常
生

活
自

立
度

を
用

い
て

計
算

す
る

。

平
成

２
７

年
４

月
改

定
関

係
Ｑ

＆
Ａ

Ｖ
ｏ

ｌ
．

１
　

問
３

１

-51-



2
.
3
 
通

所
介

護
事

業
 
Q
&
A
集

 
（

抜
粋

）
【

介
護

報
酬

編
】

質
　
問

回
　
答

Q
A
発

出
時

期
文

書
番

号
等

個
別

機
能

訓
練

加
算

個
別

機
能

訓
練

加
算

に
つ

い
て

体
制

あ
り

と
届

け
出

た
事

業
所

は
、

全
て

の
利

用
者

の
計

画
を

作
成

し
、

個
別

機
能

訓
練

を
実

施
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

の
か

。
ま

た
、

利
用

者
全

て
が

対
象

の
場

合
は

特
定

の
曜

日
の

み
機

能
訓

練
指

導
員

を
配

置
し

て
加

算
を

と
る

こ
と

が
で

き
な

い
と

い
う

こ
と

に
な

る
の

か
。

個
別

機
能

訓
練

加
算

は
、

体
制

加
算

で
は

な
く

、
個

別
の

計
画

作
成

等
の

プ
ロ

セ
ス

を
評

価
す

る
も

の
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
利

用
者

の
同

意
が

得
ら

れ
な

い
場

合
に

は
算

定
で

き
な

い
が

、
原

則
と

し
て

、
当

該
単

位
の

全
て

の
利

用
者

に
つ

い
て

計
画

作
成

し
て

そ
の

同
意

を
得

る
よ

う
努

め
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

ま
た

、
特

定
の

曜
日

の
み

専
従

の
機

能
訓

練
指

導
員

を
配

置
し

て
、

個
別

機
能

訓
練

を
実

施
す

る
こ

と
も

可
能

で
あ

り
、

そ
の

場
合

、
当

該
曜

日
の

利
用

者
の

み
に

加
算

を
算

定
す

る
こ

と
と

な
る

が
、

そ
の

場
合

で
あ

っ
て

も
、

当
該

曜
日

の
利

用
者

全
員

の
計

画
を

作
成

す
る

こ
と

が
基

本
と

な
る

。
な

お
、

利
用

者
の

選
択

に
資

す
る

よ
う

、
特

定
の

曜
日

に
の

み
専

従
の

機
能

訓
練

指
導

員
を

配
置

し
て

い
る

旨
に

つ
い

て
利

用
者

に
あ

ら
か

じ
め

説
明

し
て

お
く

こ
と

も
必

要
で

あ
る

。

平
成

１
８

年
４

月
改

定
関

係
Ｑ

＆
Ａ

Ｖ
ｏ

ｌ
．

１
　

問
４

９

個
別

機
能

訓
練

加
算

に
係

る
算

定
方

法
、

内
容

等
に

つ
い

て
示

さ
れ

た
い

。
当

該
個

別
機

能
訓

練
加

算
は

、
従

来
機

能
訓

練
指

導
員

を
配

置
す

る
こ

と
を

評
価

し
て

い
た

体
制

加
算

を
、

機
能

訓
練

指
導

員
の

配
置

と
共

に
、

個
別

に
計

画
を

立
て

、
機

能
訓

練
を

行
う

こ
と

を
評

価
す

る
こ

と
と

し
た

も
の

で
あ

り
、

介
護

サ
ー

ビ
ス

に
お

い
て

は
実

施
日

、
（

介
護

予
防

）
特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

サ
ー

ビ
ス

及
び

介
護

老
人

福
祉

施
設

サ
ー

ビ
ス

に
お

い
て

は
入

所
期

間
の

う
ち

機
能

訓
練

実
施

期
間

中
に

お
い

て
当

該
加

算
を

算
定

す
る

こ
と

が
可

能
で

あ
る

。
な

お
、

具
体

的
な

サ
ー

ビ
ス

の
流

れ
と

し
て

は
、

「
多

職
種

が
協

同
し

て
、

利
用

者
毎

に
ア

セ
ス

メ
ン

ト
を

行
い

、
目

標
設

定
、

計
画

の
作

成
を

し
た

上
で

、
機

能
訓

練
指

導
員

が
必

要
に

応
じ

た
個

別
機

能
訓

練
の

提
供

を
行

い
、

そ
の

結
果

を
評

価
す

る
こ

と
」

が
想

定
さ

れ
る

。
ま

た
、

行
わ

れ
る

機
能

訓
練

の
内

容
は

、
各

利
用

者
の

心
身

伏
況

等
に

応
じ

て
、

日
常

生
活

を
営

む
の

に
必

要
な

機
能

を
改

善
し

、
又

は
そ

の
減

退
を

予
防

す
る

の
に

必
要

な
訓

練
を

計
画

さ
れ

た
い

。

平
成

１
８

年
４

月
改

定
関

係
Ｑ

＆
Ａ

Ｖ
ｏ

ｌ
．

３
　

問
１

５

個
別

機
能

訓
練

加
算

Ⅱ
の

訓
練

時
間

に
つ

い
て

「
訓

練
を

行
う

た
め

の
標

準
的

な
時

間
」

と
さ

れ
て

い
る

が
、

訓
練

時
間

の
目

安
は

あ
る

の
か

。
1
 
回

あ
た

り
の

訓
練

時
間

は
、

利
用

者
の

心
身

の
状

況
や

残
存

す
る

生
活

機
能

を
踏

ま
え

て
設

定
さ

れ
た

個
別

機
能

訓
練

計
画

の
目

標
等

を
勘

案
し

、
必

要
な

時
間

数
を

確
保

す
る

も
の

で
あ

る
。

例
え

ば
「

自
宅

で
ご

飯
を

食
べ

た
い

」
と

い
う

目
標

を
設

定
し

た
場

合
の

訓
練

内
容

は
、

配
膳

等
の

準
備

、
箸

（
ス

プ
ー

ン
、

フ
ォ

ー
ク

）
使

い
、

下
膳

等
の

後
始

末
等

の
食

事
に

関
す

る
一

連
の

行
為

の
全

部
又

は
一

部
を

実
践

的
か

つ
反

復
的

に
行

う
訓

練
が

想
定

さ
れ

る
。

こ
れ

ら
の

訓
練

内
容

を
踏

ま
え

て
利

用
日

当
日

の
訓

練
時

間
を

適
正

に
設

定
す

る
も

の
で

あ
り

、
訓

練
の

目
的

・
趣

旨
を

損
な

う
よ

う
な

著
し

く
短

時
間

の
訓

練
は

好
ま

し
く

な
い

。
な

お
、

訓
練

時
間

に
つ

い
て

は
、

利
用

者
の

状
態

の
変

化
や

目
標

の
達

成
度

等
を

踏
ま

え
、

必
要

に
応

じ
て

適
宜

見
直

し
・

変
更

さ
れ

る
べ

き
も

の
で

あ
る

。

平
成

２
４

年
４

月
改

定
関

係
Ｑ

＆
Ａ

Ｖ
ｏ

ｌ
．

１
　

問
６

６

-52-
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.
3
 
通

所
介

護
事

業
 
Q
&
A
集

 
（

抜
粋

）
【

介
護

報
酬

編
】

質
　
問

回
　
答

Q
A
発

出
時

期
文

書
番

号
等

個
別

機
能

訓
練

加
算

Ⅱ
に

係
る

機
能

訓
練

指
導

員
は

「
専

ら
機

能
訓

練
指

導
員

の
職

務
に

従
事

す
る

理
学

療
法

士
等

を
配

置
す

る
こ

と
」

と
さ

れ
て

い
る

が
、

具
体

的
な

配
置

時
間

の
定

め
は

あ
る

の
か

。

個
別

機
能

訓
練

加
算

Ⅱ
に

係
る

機
能

訓
練

指
導

員
は

、
個

別
機

能
訓

練
計

画
の

策
定

に
主

体
的

に
関

与
す

る
と

と
も

に
、

訓
練

実
施

を
直

接
行

う
必

要
が

あ
る

こ
と

か
ら

、
計

画
策

定
に

要
す

る
時

間
や

実
際

の
訓

練
時

間
を

踏
ま

え
て

配
置

す
る

こ
と

。
な

お
、

専
従

配
置

が
必

要
で

あ
る

が
常

勤
・

非
常

勤
の

別
は

問
わ

な
い

。

平
成

２
４

年
４

月
改

定
関

係
Ｑ

＆
Ａ

Ｖ
ｏ

ｌ
．

１
　

問
６

７

個
別

機
能

訓
練

加
算

Ⅰ
の

選
択

的
訓

練
内

容
の

一
部

と
、

個
別

機
能

訓
練

加
算

（
Ⅱ

）
の

訓
練

内
容

が
ほ

ぼ
同

一
の

内
容

で
あ

る
場

合
、

1
 
回

の
訓

練
で

同
一

の
利

用
者

が
両

方
の

加
算

を
算

定
す

る
こ

と
が

で
き

る
の

か
。

そ
れ

ぞ
れ

の
計

画
に

基
づ

き
、

そ
れ

ぞ
れ

の
訓

練
を

実
施

す
る

必
要

が
あ

る
も

の
で

あ
り

、
1
 
回

の
訓

練
で

両
加

算
を

算
定

す
る

こ
と

は
で

き
な

い
。

平
成

２
４

年
４

月
改

定
関

係
Ｑ

＆
Ａ

Ｖ
ｏ

ｌ
．

１
　

問
６

８

介
護

予
防

通
所

介
護

と
一

体
的

に
運

営
さ

れ
る

通
所

介
護

に
お

い
て

、
個

別
機

能
訓

練
加

算
Ⅰ

を
算

定
す

る
た

め
に

配
置

さ
れ

た
機

能
訓

練
指

導
員

が
、

介
護

予
防

通
所

介
護

の
運

動
器

機
能

向
上

加
算

を
算

定
す

る
た

め
に

配
置

さ
れ

た
機

能
訓

練
指

導
員

を
兼

務
で

き
る

の
か

。

通
所

介
護

の
個

別
機

能
訓

練
の

提
供

及
び

介
護

予
防

通
所

介
護

の
運

動
器

機
能

向
上

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
、

そ
れ

ぞ
れ

に
支

障
の

な
い

範
囲

で
可

能
で

あ
る

。

平
成

２
４

年
４

月
改

定
関

係
Ｑ

＆
Ａ

Ｖ
ｏ

ｌ
．

１
　

問
６

９

個
別

機
能

訓
練

加
算

Ⅰ
の

要
件

で
あ

る
複

数
の

種
類

の
機

能
訓

練
の

項
目

は
ど

の
く

ら
い

必
要

な
の

か
。

複
数

の
種

類
の

機
能

訓
練

項
目

を
設

け
る

こ
と

の
目

的
は

、
機

能
訓

練
指

導
員

そ
の

他
の

職
員

か
ら

助
言

等
を

受
け

な
が

ら
、

利
用

者
が

主
体

的
に

機
能

訓
練

の
項

目
を

選
択

す
る

こ
と

に
よ

っ
て

、
生

活
意

欲
が

増
進

さ
れ

、
機

能
訓

練
の

効
果

が
増

大
さ

れ
る

こ
と

で
あ

る
。

よ
っ

て
、

仮
に

、
項

目
の

種
類

が
少

な
く

て
も

、
目

的
に

沿
っ

た
効

果
が

期
待

で
き

る
と

き
は

、
加

算
の

要
件

を
満

た
す

も
の

で
あ

る
。

平
成

２
４

年
４

月
改

定
関

係
Ｑ

＆
Ａ

Ｖ
ｏ

ｌ
．

１
　

問
７

０

個
別

機
能

訓
練

加
算

Ⅰ
の

要
件

で
あ

る
複

数
の

種
類

の
機

能
訓

練
の

項
目

に
つ

い
て

、
準

備
さ

れ
た

項
目

が
類

似
し

て
い

る
場

合
、

複
数

の
種

類
の

項
目

と
認

め
ら

れ
る

の
か

。
類

似
の

機
能

訓
練

項
目

で
あ

っ
て

も
、

利
用

者
に

よ
っ

て
、

当
該

項
目

を
実

施
す

る
こ

と
で

達
成

す
べ

き
目

的
や

位
置

付
け

が
異

な
る

場
合

も
あ

り
、

ま
た

、
当

該
事

業
所

に
お

け
る

利
用

者
の

状
態

に
よ

り
準

備
で

き
る

項
目

が
一

定
程

度
制

限
さ

れ
る

こ
と

も
あ

り
得

る
。

よ
っ

て
、

利
用

者
の

主
体

的
選

択
に

よ
っ

て
利

用
者

の
意

欲
が

増
進

さ
れ

、
機

能
訓

練
の

効
果

を
増

大
さ

せ
る

こ
と

が
見

込
ま

れ
る

限
り

、
準

備
さ

れ
て

い
る

機
能

訓
練

の
項

目
が

類
似

し
て

い
る

こ
と

を
も

っ
て

要
件

を
満

た
さ

な
い

も
の

と
は

な
ら

な
い

。
こ

う
し

た
場

合
、

当
該

通
所

介
護

事
業

所
の

機
能

訓
練

に
対

す
る

取
組

み
及

び
サ

ー
ビ

ス
提

供
の

実
態

等
を

総
合

的
に

勘
案

し
て

判
断

さ
れ

る
も

の
で

あ
る

。

平
成

２
４

年
４

月
改

定
関

係
Ｑ

＆
Ａ

Ｖ
ｏ

ｌ
．

１
　

問
７

１

-53-



2
.
3
 
通

所
介

護
事

業
 
Q
&
A
集

 
（

抜
粋

）
【

介
護

報
酬

編
】

質
　
問

回
　
答

Q
A
発

出
時

期
文

書
番

号
等

通
所

介
護

の
看

護
職

員
が

機
能

訓
練

指
導

員
を

兼
務

し
た

場
合

で
あ

っ
て

も
個

別
の

機
能

訓
練

実
施

計
画

を
策

定
す

れ
ば

個
別

機
能

訓
練

加
算

は
算

定
可

能
か

。
ま

た
、

当
該

職
員

が
、

介
護

予
防

通
所

介
護

の
選

択
的

サ
ー

ビ
ス

に
必

要
な

機
能

訓
練

指
導

員
を

兼
務

で
き

る
か

。

個
別

機
能

訓
練

加
算

Ⅱ
を

算
定

す
る

に
は

、
専

従
で

１
名

以
上

の
機

能
訓

練
指

導
員

の
配

置
が

必
要

と
な

る
。

通
所

介
護

事
業

所
の

看
護

職
員

に
つ

い
て

は
、

サ
ー

ビ
ス

提
供

時
間

帯
を

通
じ

て
専

従
す

る
こ

と
ま

で
は

求
め

て
い

な
い

こ
と

か
ら

、
当

該
看

護
師

が
本

来
業

務
に

支
障

の
な

い
範

囲
で

、
看

護
業

務
と

は
別

の
時

間
帯

に
機

能
訓

練
指

導
員

に
専

従
し

、
要

件
を

満
た

せ
ば

、
個

別
機

能
訓

練
加

算
Ⅱ

を
算

定
す

る
こ

と
は

可
能

で
あ

り
、

ま
た

、
当

該
看

護
職

員
が

併
せ

て
介

護
予

防
通

所
介

護
の

選
択

的
サ

ー
ビ

ス
の

算
定

に
必

要
と

な
る

機
能

訓
練

指
導

員
を

兼
務

す
る

こ
と

も
可

能
で

あ
る

。
た

だ
し

、
都

道
府

県
に

お
い

て
は

、
看

護
職

員
を

１
名

で
、

本
来

の
業

務
で

あ
る

健
康

管
理

や
必

要
に

応
じ

て
行

う
利

用
者

の
観

察
、

静
養

と
い

っ
た

サ
ー

ビ
ス

提
供

を
行

い
つ

つ
、

そ
れ

ぞ
れ

の
加

算
の

要
件

を
満

た
す

よ
う

な
業

務
を

な
し

得
る

の
か

に
つ

い
て

、
業

務
の

実
態

を
十

分
に

確
認

す
る

こ
と

が
必

要
で

あ
る

。
な

お
、

個
別

機
能

訓
練

加
算

Ⅰ
の

算
定

に
お

い
て

は
、

常
勤

の
機

能
訓

練
指

導
員

が
サ

ー
ビ

ス
提

供
時

間
帯

を
通

じ
て

専
従

す
る

こ
と

が
要

件
で

あ
る

の
で

、
常

勤
専

従
の

機
能

訓
練

指
導

員
で

あ
る

看
護

職
員

が
看

護
職

員
と

し
て

の
業

務
を

行
っ

て
も

、
通

所
介

護
事

業
所

の
看

護
職

員
と

し
て

の
人

員
基

準
の

算
定

に
含

め
な

い
扱

い
と

な
っ

て
い

る
。

し
か

し
、

介
護

予
防

通
所

介
護

の
選

択
的

サ
ー

ビ
ス

の
算

定
に

必
要

と
な

る
機

能
訓

練
指

導
員

を
兼

務
す

る
こ

と
は

、
双

方
の

サ
ー

ビ
ス

提
供

に
支

障
の

な
い

範
囲

で
可

能
で

あ
る

。

平
成

２
４

年
４

月
改

定
関

係
Ｑ

＆
Ａ

Ｖ
ｏ

ｌ
．

１
　

問
７

２

平
成

2
4
 
年

報
酬

改
定

に
お

い
て

、
個

別
機

能
訓

練
加

算
Ⅰ

が
基

本
報

酬
へ

包
括

化
さ

れ
た

が
、

当
該

加
算

の
要

件
で

あ
る

個
別

機
能

訓
練

計
画

の
策

定
や

、
機

能
訓

練
指

導
員

の
1
2
0
 
分

配
置

の
要

件
を

満
た

す
な

ど
、

同
等

程
度

の
サ

ー
ビ

ス
を

行
わ

な
け

れ
ば

基
本

報
酬

を
算

定
で

き
な

い
の

か
。

平
成

2
4
 
年

報
酬

改
定

前
の

個
別

機
能

訓
練

加
算

Ⅰ
の

各
算

定
要

件
を

満
た

し
て

い
な

く
て

も
、

基
本

報
酬

は
請

求
可

能
で

あ
る

。

平
成

２
４

年
４

月
改

定
関

係
Ｑ

＆
Ａ

Ｖ
ｏ

ｌ
．

１
　

問
７

３

平
成

2
4
 
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

お
い

て
新

設
さ

れ
た

個
別

機
能

訓
練

加
算

Ⅱ
は

、
例

え
ば

ど
の

よ
う

な
場

合
に

算
定

す
る

の
か

。
新

設
さ

れ
た

個
別

機
能

訓
練

加
算

Ⅱ
は

、
利

用
者

の
自

立
支

援
を

促
進

す
る

と
い

う
観

点
か

ら
、

利
用

者
個

別
の

心
身

の
状

況
を

重
視

し
た

機
能

訓
練

（
生

活
機

能
の

向
上

を
目

的
と

し
た

訓
練

）
の

実
施

を
評

価
す

る
も

の
で

あ
る

。
例

え
ば

「
１

人
で

入
浴

す
る

」
と

い
う

目
標

を
設

定
す

る
場

合
、

利
用

者
に

対
し

て
適

切
な

ア
セ

ス
メ

ン
ト

を
行

い
Ａ

Ｄ
Ｌ

（
Ｉ

Ａ
Ｄ

Ｌ
）

の
状

況
を

把
握

の
上

、
最

終
目

標
を

立
て

、
ま

た
、

最
終

目
標

を
達

成
す

る
た

め
の

わ
か

り
や

す
い

段
階

的
な

目
標

を
設

定
す

る
こ

と
が

望
ま

し
い

（
例

：
１

月
目

は
浴

室
へ

の
移

動
及

び
脱

衣
、

２
月

目
は

温
度

調
整

及
び

浴
室

内
へ

の
移

動
、

３
月

目
は

洗
身

・
洗

髪
）

。
訓

練
内

容
に

つ
い

て
は

、
浴

室
へ

の
安

全
な

移
動

、
着

脱
衣

、
湯

は
り

（
温

度
調

節
）

、
浴

槽
へ

の
安

全
な

移
動

、
洗

体
・

洗
髪

・
す

す
ぎ

等
が

想
定

さ
れ

、
そ

の
方

法
と

し
て

は
利

用
者

個
々

の
状

況
に

応
じ

て
事

業
所

内
の

浴
室

設
備

を
用

い
る

な
ど

実
践

的
な

訓
練

を
反

復
的

に
行

う
こ

と
と

な
る

。
ま

た
、

実
践

的
な

訓
練

と
併

せ
て

、
上

記
入

浴
動

作
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

訓
練

（
柔

軟
体

操
、

立
位

・
座

位
訓

練
、

歩
行

訓
練

等
）

を
、

５
人

程
度

の
小

集
団

で
実

施
す

る
こ

と
は

差
し

支
え

な
い

。

平
成

２
４

年
４

月
改

定
関

係
Ｑ

＆
Ａ

Ｖ
ｏ

ｌ
．

２
　

問
１

３

-54-



2
.
3
 
通

所
介

護
事

業
 
Q
&
A
集

 
（

抜
粋

）
【

介
護

報
酬

編
】

質
　
問

回
　
答

Q
A
発

出
時

期
文

書
番

号
等

通
所

介
護

の
個

別
機

能
訓

練
加

算
に

つ
い

て
、

既
に

加
算

を
取

得
し

て
い

る
場

合
、

４
月

以
降

は
、

利
用

者
の

居
宅

を
訪

問
し

た
上

で
利

用
者

の
居

宅
で

の
生

活
状

況
を

確
認

し
、

多
職

種
共

同
で

個
別

機
能

訓
練

計
画

を
作

成
す

る
ま

で
、

加
算

は
取

れ
な

い
の

か
。

平
成

2
7
 
年

４
月

以
降

、
既

に
加

算
を

算
定

し
て

い
る

利
用

者
に

つ
い

て
は

、
３

月
ご

と
に

行
う

個
別

機
能

訓
練

計
画

の
内

容
や

進
捗

状
況

等
の

説
明

を
利

用
者

又
は

利
用

者
の

家
族

に
行

う
際

に
、

居
宅

訪
問

を
行

う
こ

と
で

継
続

し
て

加
算

を
算

定
し

て
差

し
支

え
な

い
。

平
成

２
７

年
４

月
改

定
関

係
Ｑ

＆
Ａ

Ｖ
ｏ

ｌ
．

１
　

問
４

０

個
別

機
能

訓
練

加
算

（
Ⅰ

）
の

算
定

要
件

で
あ

る
常

勤
専

従
の

機
能

訓
練

指
導

員
と

し
て

、
病

院
、

診
療

所
、

訪
問

看
護

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

と
の

連
携

に
よ

る
看

護
職

員
を

１
名

以
上

あ
て

る
こ

と
に

よ
り

加
算

の
要

件
を

満
た

す
と

言
え

る
の

か
。

個
別

機
能

訓
練

加
算

（
Ⅰ

）
の

算
定

要
件

で
あ

る
常

勤
専

従
の

機
能

訓
練

指
導

員
は

配
置

を
求

め
る

も
の

で
あ

る
た

め
、

認
め

ら
れ

な
い

。

平
成

２
７

年
４

月
改

定
関

係
Ｑ

＆
Ａ

Ｖ
ｏ

ｌ
．

１
　

問
４

１

通
所

介
護

の
個

別
機

能
訓

練
加

算
に

つ
い

て
、

利
用

者
の

居
宅

を
訪

問
し

、
利

用
者

の
在

宅
生

活
の

状
況

を
確

認
し

た
上

で
、

多
職

種
共

同
で

個
別

機
能

訓
練

計
画

を
作

成
し

機
能

訓
練

を
実

施
す

る
こ

と
と

な
る

が
、

利
用

者
の

中
に

は
自

宅
に

人
を

入
れ

る
こ

と
を

極
端

に
拒

否
す

る
場

合
も

あ
る

。
入

れ
て

も
ら

え
た

と
し

て
も

、
玄

関
先

の
み

で
あ

っ
た

り
、

集
合

住
宅

の
共

用
部

分
の

み
で

あ
っ

た
り

と
い

う
こ

と
も

あ
る

。
こ

の
よ

う
な

場
合

に
、

個
別

機
能

訓
練

加
算

を
取

る
た

め
に

は
ど

の
よ

う
な

対
応

が
必

要
と

な
る

の
か

。

利
用

者
の

居
宅

を
訪

問
す

る
新

た
な

要
件

の
追

加
に

つ
い

て
は

、
利

用
者

の
居

宅
に

お
け

る
生

活
状

況
を

確
認

し
、

個
別

機
能

訓
練

計
画

に
反

映
さ

せ
る

こ
と

を
目

的
と

し
て

い
る

。
こ

の
た

め
、

利
用

者
や

そ
の

家
族

等
と

の
間

の
信

頼
関

係
、

協
働

関
係

の
構

築
が

重
要

で
あ

り
、

通
所

介
護

事
業

所
の

従
業

者
に

お
か

れ
て

は
、

居
宅

訪
問

の
趣

旨
を

利
用

者
及

び
そ

の
家

族
等

に
対

し
て

十
分

に
説

明
し

、
趣

旨
を

ご
理

解
し

て
い

た
だ

く
必

要
が

あ
る

。

平
成

２
７

年
４

月
改

定
関

係
Ｑ

＆
Ａ

Ｖ
ｏ

ｌ
．

１
　

問
４

２

利
用

契
約

を
結

ん
で

は
い

な
い

が
、

利
用

見
込

み
が

あ
る

者
に

つ
い

て
、

利
用

契
約

前
に

居
宅

訪
問

を
行

い
利

用
者

の
在

宅
生

活
の

状
況

確
認

を
行

い
、

利
用

契
約

に
至

っ
た

場
合

、
個

別
機

能
訓

練
加

算
の

算
定

要
件

を
満

た
す

こ
と

に
な

る
か

。

利
用

契
約

前
に

居
宅

訪
問

を
行

っ
た

場
合

に
つ

い
て

も
、

個
別

機
能

訓
練

加
算

の
居

宅
訪

問
の

要
件

を
満

た
す

。

平
成

２
７

年
４

月
改

定
関

係
Ｑ

＆
Ａ

Ｖ
ｏ

ｌ
．

１
　

問
４

３

個
別

機
能

訓
練

加
算

（
Ⅰ

）
と

個
別

機
能

訓
練

加
算

（
Ⅱ

）
を

併
算

定
す

る
場

合
、

１
回

の
居

宅
訪

問
で

、
い

ず
れ

の
要

件
も

満
た

す
こ

と
に

な
る

か
。

個
別

機
能

訓
練

加
算

（
Ⅰ

）
と

個
別

機
能

訓
練

加
算

（
Ⅱ

）
を

併
算

定
す

る
場

合
、

そ
れ

ぞ
れ

の
算

定
要

件
で

あ
る

居
宅

訪
問

に
よ

る
居

宅
で

の
生

活
状

況
の

確
認

は
、

そ
れ

ぞ
れ

の
加

算
を

算
定

す
る

た
め

に
別

々
に

行
う

必
要

は
な

い
。

な
お

、
そ

れ
ぞ

れ
の

加
算

で
行

う
べ

き
機

能
訓

練
の

内
容

は
異

な
る

こ
と

か
ら

、
両

加
算

の
目

的
、

趣
旨

の
違

い
を

踏
ま

え
た

上
で

、
個

別
機

能
訓

練
計

画
を

作
成

す
る

必
要

が
あ

る
。

平
成

２
７

年
４

月
改

定
関

係
Ｑ

＆
Ａ

Ｖ
ｏ

ｌ
．

１
　

問
４

４

居
宅

を
訪

問
す

る
の

は
、

利
用

者
宅

へ
送

迎
を

し
た

後
そ

の
ま

ま
職

員
が

残
り

、
生

活
状

況
を

確
認

す
る

こ
と

で
も

認
め

ら
れ

る
か

。
認

め
ら

れ
る

。
平

成
２

７
年

４
月

改
定

関
係

Ｑ
＆

Ａ
Ｖ

ｏ
ｌ

．
１

　
問

４
５

個
別

機
能

訓
練

計
画

の
作

成
及

び
居

宅
で

の
生

活
状

況
の

確
認

に
つ

い
て

、
「

そ
の

他
の

職
種

の
者

」
は

、
機

能
訓

練
指

導
員

、
看

護
職

員
、

介
護

職
員

又
は

生
活

相
談

員
以

外
に

、
ど

の
よ

う
な

職
種

を
想

定
し

て
い

る
の

か
。

ま
た

、
個

別
機

能
訓

練
計

画
作

成
者

と
居

宅
の

訪
問

者
は

同
一

人
物

で
な

く
て

も
よ

い
か

。
さ

ら
に

、
居

宅
を

訪
問

す
る

者
が

毎
回

変
わ

っ
て

し
ま

っ
て

も
よ

い
の

か
。

個
別

機
能

訓
練

計
画

に
つ

い
て

は
、

多
職

種
共

同
で

作
成

す
る

必
要

が
あ

る
。

こ
の

た
め

、
個

別
機

能
訓

練
計

画
作

成
に

関
わ

る
職

員
で

あ
れ

ば
、

職
種

に
か

か
わ

ら
ず

計
画

作
成

や
居

宅
訪

問
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

た
め

、
機

能
訓

練
指

導
員

以
外

が
こ

れ
ら

を
行

っ
て

も
差

し
支

え
な

い
。

な
お

、
３

月
に

１
回

以
上

、
居

宅
を

訪
問

し
、

生
活

状
況

を
確

認
す

る
者

は
、

毎
回

必
ず

し
も

同
一

人
物

で
行

う
必

要
は

な
い

。

平
成

２
７

年
４

月
改

定
関

係
Ｑ

＆
Ａ

Ｖ
ｏ

ｌ
．

１
　

問
４

６

利
用

者
の

居
宅

を
訪

問
し

た
上

で
、

個
別

機
能

訓
練

計
画

の
作

成
・

見
直

し
を

す
る

こ
と

が
加

算
の

要
件

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

通
所

介
護

事
業

所
に

お
け

る
長

期
の

宿
泊

サ
ー

ビ
ス

の
利

用
者

は
、

訪
問

す
べ

き
居

宅
に

利
用

者
が

い
な

い
た

め
、

居
宅

を
訪

問
で

き
な

い
。

こ
の

よ
う

な
場

合
は

、
加

算
を

算
定

で
き

な
い

こ
と

で
よ

ろ
し

い
か

。

個
別

機
能

訓
練

加
算

は
、

利
用

者
の

居
宅

で
の

Ａ
Ｄ

Ｌ
、

Ｉ
Ａ

Ｄ
Ｌ

等
の

状
況

を
確

認
し

、
生

活
課

題
を

把
握

し
た

上
で

、
利

用
者

の
在

宅
生

活
の

継
続

支
援

を
行

う
こ

と
を

評
価

す
る

も
の

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

こ
の

よ
う

な
場

合
、

加
算

を
算

定
す

る
こ

と
は

で
き

な
い

。

平
成

２
７

年
４

月
改

定
関

係
Ｑ

＆
Ａ

Ｖ
ｏ

ｌ
．

１
　

問
４

７

-55-



2
.
3
 
通

所
介

護
事

業
 
Q
&
A
集

 
（

抜
粋

）
【

介
護

報
酬

編
】

質
　
問

回
　
答

Q
A
発

出
時

期
文

書
番

号
等

居
宅

を
訪

問
し

て
い

る
時

間
は

、
人

員
基

準
上

、
必

要
な

配
置

時
間

に
含

め
て

良
い

か
。

個
別

機
能

訓
練

加
算

（
Ⅰ

）
で

配
置

す
る

常
勤

・
専

従
の

機
能

訓
練

指
導

員
は

、
個

別
機

能
訓

練
計

画
に

お
け

る
プ

ロ
グ

ラ
ム

に
支

障
が

な
い

範
囲

に
お

い
て

、
居

宅
を

訪
問

し
て

い
る

時
間

も
配

置
時

間
に

含
め

る
こ

と
が

で
き

る
。

生
活

相
談

員
に

つ
い

て
は

、
今

回
の

見
直

し
に

よ
り

、
事

業
所

外
に

お
け

る
利

用
者

の
地

域
生

活
を

支
え

る
た

め
の

活
動

が
認

め
ら

れ
る

た
め

、
勤

務
時

間
と

し
て

認
め

ら
れ

る
。

平
成

２
７

年
４

月
改

定
関

係
Ｑ

＆
Ａ

Ｖ
ｏ

ｌ
．

１
　

問
４

８

あ
る

利
用

者
が

通
所

介
護

と
短

期
入

所
生

活
介

護
を

利
用

し
て

い
る

場
合

、
そ

れ
ぞ

れ
の

事
業

所
が

個
別

機
能

訓
練

加
算

を
算

定
す

る
に

は
、

居
宅

訪
問

は
別

々
に

行
う

必
要

が
あ

る
か

。

通
所

介
護

と
短

期
入

所
生

活
介

護
を

組
み

合
わ

せ
て

利
用

し
て

い
る

者
に

対
し

、
同

一
の

機
能

訓
練

指
導

員
等

が
個

別
機

能
訓

練
計

画
を

作
成

し
て

お
り

、
一

方
の

事
業

所
で

行
っ

た
居

宅
訪

問
の

結
果

に
基

づ
き

一
体

的
に

個
別

機
能

訓
練

計
画

を
作

成
す

る
場

合
は

、
居

宅
訪

問
を

別
々

に
行

う
必

要
は

な
い

。

平
成

２
７

年
４

月
改

定
関

係
Ｑ

＆
Ａ

Ｖ
ｏ

ｌ
．

２
　

問
４

は
り

師
・

き
ゅ

う
師

を
機

能
訓

練
指

導
員

と
す

る
際

に
求

め
ら

れ
る

要
件

と
な

る
、

「
理

学
療

法
士

、
作

業
療

法
士

、
言

語
聴

覚
士

、
看

護
職

員
、

柔
道

整
復

師
又

は
あ

ん
摩

マ
ッ

サ
ー

ジ
指

圧
師

の
資

格
を

有
す

る
機

能
訓

練
指

導
員

を
配

置
し

た
事

業
所

で
六

月
以

上
機

能
訓

練
指

導
に

従
事

し
た

経
験

」
に

つ
い

て
、

そ
の

実
務

時
間

・
日

数
や

実
務

内
容

に
規

定
は

あ
る

の
か

。

要
件

に
あ

る
以

上
の

内
容

に
つ

い
て

は
細

か
く

規
定

し
な

い
が

、
当

然
な

が
ら

、
当

該
は

り
師

・
き

ゅ
う

師
が

機
能

訓
練

指
導

員
と

し
て

実
際

に
行

う
業

務
の

頻
度

・
内

容
を

鑑
み

て
、

十
分

な
経

験
を

得
た

と
当

該
施

設
の

管
理

者
が

判
断

で
き

る
こ

と
は

必
要

と
な

る
。

平
成

3
0
年

4
月

改
定

関
係

Ｑ
＆

Ａ
Ｖ

ｏ
ｌ

．
1

問
3
2

は
り

師
・

き
ゅ

う
師

を
機

能
訓

練
指

導
員

と
し

て
雇

う
際

に
、

実
際

に
、

理
学

療
法

士
、

作
業

療
法

士
、

言
語

聴
覚

士
、

看
護

職
員

、
柔

道
整

復
師

又
は

あ
ん

摩
マ

ッ
サ

ー
ジ

指
圧

師
の

資
格

を
有

す
る

機
能

訓
練

指
導

員
を

配
置

し
た

事
業

所
で

六
月

以
上

機
能

訓
練

指
導

に
従

事
し

た
経

験
を

有
す

る
こ

と
を

ど
の

よ
う

に
確

認
す

る
の

か
。

例
え

ば
、

当
該

は
り

師
・

き
ゅ

う
師

が
機

能
訓

練
指

導
に

従
事

し
た

事
業

所
の

管
理

者
が

書
面

で
そ

れ
を

証
し

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
れ

ば
、

確
認

と
し

て
十

分
で

あ
る

。

平
成

3
0
年

4
月

改
定

関
係

Ｑ
＆

Ａ
Ｖ

ｏ
ｌ

．
1

問
3
3

Ａ
Ｄ

Ｌ
維

持
等

加
算

平
成

３
０

年
度

の
 
A
D
L
 
維

持
等

加
算

の
算

定
の

可
否

を
判

断
す

る
場

合
、

平
成

２
９

年
１

月
か

ら
１

２
月

が
評

価
対

象
期

間
と

な
る

が
、

こ
の

時
期

に
、

加
算

を
算

定
し

よ
う

と
す

る
指

定
通

所
介

護
事

業
所

が
指

定
介

護
予

防
通

所
介

護
事

業
所

と
一

体
的

に
運

営
さ

れ
て

い
た

場
合

、
指

定
居

宅
サ

ー
ビ

ス
基

準
第

 
1
6
 
条

の
２

イ
（

１
）

の
「

利
用

者
」

に
は

、
当

該
指

定
介

護
予

防
通

所
介

護
事

業
所

の
利

用
者

も
含

ま
れ

る
か

。

含
ま

れ
な

い
。

本
件

加
算

は
、

指
定

通
所

介
護

及
び

指
定

地
域

密
着

型
通

所
介

護
が

対
象

で
あ

る
。

な
お

、
指

定
居

宅
サ

ー
ビ

ス
基

準
第

 
1
6
 
条

の
２

イ
（

３
）

に
「

要
支

援
認

定
」

と
あ

る
の

は
、

「
利

用
者

」
に

要
支

援
者

を
含

む
と

の
意

味
で

は
な

く
、

初
回

の
要

支
援

認
定

の
後

、
評

価
対

象
利

用
開

始
月

ま
で

の
間

に
要

介
護

認
定

を
受

け
る

場
合

を
想

定
し

た
も

の
で

あ
る

。

平
成

3
0
年

4
月

改
定

関
係

Ｑ
＆

Ａ
Ｖ

ｏ
ｌ

．
1

問
3
7

A
D
L
 
維

持
等

加
算

に
つ

い
て

、
評

価
対

象
利

用
期

間
は

指
定

通
所

介
護

事
業

所
又

は
指

定
地

域
密

着
型

通
所

介
護

事
業

所
を

連
続

し
て

6
月

以
上

利
用

し
た

期
間

と
さ

れ
て

い
る

が
、

１
）

こ
の

「
連

続
し

て
利

用
」

と
は

、
毎

月
1
度

以
上

利
用

し
て

い
る

こ
と

を
指

す
の

か
。

２
）

こ
の

「
連

続
し

て
6
月

以
上

利
用

」
は

評
価

対
象

期
間

内
で

あ
る

必
要

が
あ

る
の

か
。

３
）

6
月

よ
り

多
く

連
続

し
て

利
用

し
て

い
る

場
合

、
当

該
連

続
し

て
い

る
す

べ
て

の
月

を
評

価
対

象
利

用
期

間
と

す
る

の
か

。

１
）

貴
見

の
と

お
り

で
あ

る
。

２
）

貴
見

の
と

お
り

で
あ

る
。

評
価

対
象

利
用

期
間

は
、

評
価

対
象

期
間

の
一

部
で

あ
る

こ
と

を
想

定
し

て
い

る
。

つ
ま

り
、

そ
の

最
初

の
月

か
ら

最
後

の
月

ま
で

、
評

価
対

象
期

間
に

含
ま

れ
て

い
る

必
要

が
あ

る
。

３
）

連
続

し
て

い
る

す
べ

て
の

月
で

は
な

く
、

そ
の

中
に

最
初

の
月

が
最

も
早

い
6
月

の
期

間
を

評
価

対
象

利
用

期
間

と
す

る
。

例
え

ば
、

2
月

か
ら

1
1
月

ま
で

連
続

利
用

が
あ

る
場

合
は

、
2
月

か
ら

1
1
月

ま
で

で
は

な
く

、
2
月

か
ら

7
月

ま
で

を
評

価
対

象
利

用
期

間
と

す
る

。

平
成

3
0
年

4
月

改
定

関
係

Ｑ
＆

Ａ
Ｖ

ｏ
ｌ

．
1

問
3
8

A
D
L
 
維

持
等

加
算

（
Ⅰ

）
及

び
（

Ⅱ
）

は
、

算
定

し
よ

う
と

す
る

月
の

５
時

間
未

満
の

通
所

介
護

の
算

定
回

数
が

５
時

間
以

上
の

通
所

介
護

の
算

定
回

数
以

上
の

利
用

者
で

も
算

定
で

き
る

の
か

。

で
き

る
。

平
成

3
0
年

4
月

改
定

関
係

Ｑ
＆

Ａ
Ｖ

ｏ
ｌ

．
1

問
3
9

平
成

３
１

年
度

か
ら

 
A
D
L
 
維

持
等

加
算

を
算

定
す

る
場

合
、

申
出

は
い

つ
ま

で
に

行
う

必
要

が
あ

る
か

。
申

し
出

た
年

に
お

い
て

は
、

申
出

の
日

の
属

す
る

月
か

ら
同

年
１

２
月

ま
で

の
期

間
を

評
価

対
象

期
間

と
す

る
た

め
、

評
価

対
象

利
用

開
始

月
か

ら
起

算
し

て
６

ヶ
月

を
確

保
す

る
た

め
に

は
、

平
成

３
０

 
年

７
月

ま
で

に
申

出
を

行
う

必
要

が
あ

る
。

平
成

3
0
年

4
月

改
定

関
係

Ｑ
＆

Ａ
Ｖ

ｏ
ｌ

．
4

問
7

-56-



2
.
3
 
通

所
介

護
事

業
 
Q
&
A
集

 
（

抜
粋

）
【

介
護

報
酬

編
】

質
　
問

回
　
答

Q
A
発

出
時

期
文

書
番

号
等

認
知

症
加

算

認
知

症
高

齢
者

の
日

常
生

活
自

立
度

の
確

認
方

法
如

何
。

１
　

認
知

症
高

齢
者

の
日

常
生

活
自

立
度

の
決

定
に

当
た

っ
て

は
、

医
師

の
判

定
結

果
又

は
主

治
医

意
見

書
を

用
い

て
、

居
宅

サ
ー

ビ
ス

計
画

又
は

各
サ

ー
ビ

ス
の

計
画

に
記

載
す

る
こ

と
と

な
る

。
な

お
、

複
数

の
判

定
結

果
が

あ
る

場
合

に
は

、
最

も
新

し
い

判
定

を
用

い
る

。
２

　
医

師
の

判
定

が
無

い
場

合
は

、
「

要
介

護
認

定
等

の
実

施
に

つ
い

て
」

に
基

づ
き

、
認

定
調

査
員

が
記

入
し

た
同

通
知

中
「

２
(
4
)
認

定
調

査
員

」
に

規
定

す
る

「
認

定
調

査
票

」
の

「
認

定
調

査
票

（
基

本
調

査
）

」
７

の
「

認
知

症
高

齢
者

の
日

常
生

活
自

立
度

」
欄

の
記

載
を

用
い

る
も

の
と

す
る

。
３

　
こ

れ
ら

に
つ

い
て

、
介

護
支

援
専

門
員

は
サ

ー
ビ

ス
担

当
者

会
議

な
ど

を
通

じ
て

、
認

知
症

高
齢

者
の

日
常

生
活

自
立

度
も

含
め

て
情

報
を

共
有

す
る

こ
と

と
な

る
。

（
注

）
指

定
居

宅
サ

ー
ビ

ス
に

要
す

る
費

用
の

額
の

算
定

に
関

す
る

基
準

（
訪

問
通

所
サ

ー
ビ

ス
、

居
宅

療
養

管
理

指
導

及
び

福
祉

用
具

貸
与

に
係

る
部

分
）

及
び

指
定

居
宅

介
護

支
援

に
要

す
る

費
用

の
額

の
算

定
に

関
す

る
基

準
の

制
定

に
伴

う
実

施
上

の
留

意
事

項
に

つ
い

て
（

平
成

1
2
 
年

3
 
月

1
 
日

老
企

第
3
6
 
号

厚
生

省
老

人
保

健
福

祉
局

企
画

課
長

通
知

）
第

二
１

(
7
)
「

「
認

知
症

高
齢

者
の

日
常

生
活

自
立

度
」

の
決

定
方

法
に

つ
い

て
」

の
記

載
を

確
認

す
る

こ
と

。

平
成

２
７

年
４

月
改

定
関

係
Ｑ

＆
Ａ

Ｖ
ｏ

ｌ
．

１
　

問
３

２

認
知

症
加

算
に

つ
い

て
、

認
知

症
介

護
実

践
者

研
修

等
の

修
了

者
の

配
置

が
求

め
ら

れ
て

い
る

が
、

当
該

研
修

修
了

者
は

、
介

護
職

員
以

外
の

職
種

（
管

理
者

、
生

活
相

談
員

、
看

護
職

員
等

）
で

も
よ

い
の

か
。

介
護

職
員

以
外

の
職

種
の

者
で

も
認

め
ら

れ
る

が
、

そ
の

場
合

、
通

所
介

護
を

行
う

時
間

帯
を

通
じ

て
指

定
通

所
介

護
事

業
所

に
従

事
し

て
い

る
必

要
が

あ
る

。
な

お
、

他
の

加
算

の
要

件
の

職
員

と
し

て
配

置
す

る
場

合
、

兼
務

は
認

め
ら

れ
な

い
。

平
成

２
７

年
４

月
改

定
関

係
Ｑ

＆
Ａ

Ｖ
ｏ

ｌ
．

１
　

問
３

３

認
知

症
加

算
に

つ
い

て
、

通
所

介
護

を
行

う
時

間
帯

を
通

じ
て

、
専

ら
当

該
指

定
通

所
介

護
の

提
供

に
当

た
る

認
知

症
介

護
実

践
者

研
修

等
の

修
了

者
の

配
置

が
要

件
と

な
っ

て
い

る
が

、
当

該
加

算
の

算
定

対
象

者
の

利
用

が
な

い
日

に
つ

い
て

も
、

配
置

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
の

か
。

認
知

症
加

算
の

算
定

対
象

者
の

利
用

が
な

い
日

に
つ

い
て

は
、

認
知

症
介

護
実

践
者

研
修

等
の

修
了

者
の

配
置

は
不

要
で

あ
る

。
な

お
、

認
知

症
の

算
定

対
象

者
が

利
用

し
て

い
る

日
に

認
知

症
介

護
実

践
者

研
修

等
の

修
了

者
を

配
置

し
て

い
な

い
場

合
は

、
認

知
症

加
算

は
算

定
で

き
な

い
。

平
成

２
７

年
４

月
改

定
関

係
Ｑ

＆
Ａ

Ｖ
ｏ

ｌ
．

１
　

問
３

４

旧
痴

呆
介

護
実

務
者

研
修

の
基

礎
課

程
及

び
専

門
課

程
の

修
了

者
は

、
認

知
症

介
護

に
係

る
実

践
的

又
は

専
門

的
な

研
修

を
修

了
し

た
者

に
該

当
す

る
の

か
。

該
当

す
る

。
平

成
２

７
年

４
月

改
定

関
係

Ｑ
＆

Ａ
Ｖ

ｏ
ｌ

．
１

　
問

３
５

認
知

症
加

算
の

要
件

に
「

認
知

症
の

症
状

の
進

行
の

緩
和

に
資

す
る

ケ
ア

を
計

画
的

に
実

施
す

る
プ

ロ
グ

ラ
ム

を
作

成
す

る
こ

と
」

と
あ

る
が

、
事

業
所

と
し

て
一

つ
の

プ
ロ

グ
ラ

ム
を

作
成

す
る

の
か

、
利

用
者

ご
と

の
個

別
プ

ロ
グ

ラ
ム

を
作

成
す

る
の

か
。

利
用

者
の

認
知

症
の

症
状

の
進

行
の

緩
和

に
資

す
る

ケ
ア

を
行

う
な

ど
の

目
標

を
通

所
介

護
計

画
又

は
別

途
作

成
す

る
計

画
に

設
定

し
、

通
所

介
護

の
提

供
を

行
う

こ
と

が
必

要
で

あ
る

。

平
成

２
７

年
４

月
改

定
関

係
Ｑ

＆
Ａ

Ｖ
ｏ

ｌ
．

１
　

問
３

６

職
員

の
配

置
に

関
す

る
加

配
要

件
に

つ
い

て
は

、
看

護
職

員
又

は
介

護
職

員
を

常
勤

換
算

方
法

で
２

以
上

確
保

し
て

い
る

こ
と

に
加

え
、

こ
れ

と
別

に
認

知
症

介
護

実
践

者
研

修
等

の
修

了
者

を
１

名
以

上
配

置
す

る
必

要
が

あ
る

か
。

指
定

基
準

で
配

置
す

べ
き

従
業

者
、

又
は

、
常

勤
換

算
方

法
で

２
以

上
確

保
す

る
介

護
職

員
又

は
看

護
職

員
の

う
ち

、
通

所
介

護
を

行
う

時
間

帯
を

通
じ

て
、

専
従

の
認

知
症

実
践

者
研

修
等

の
修

了
者

を
少

な
く

と
も

１
名

以
上

配
置

す
れ

ば
よ

い
。

平
成

２
７

年
４

月
改

定
関

係
Ｑ

＆
Ａ

Ｖ
ｏ

ｌ
．

２
　

問
２

-57-



2
.
3
 
通

所
介

護
事

業
 
Q
&
A
集

 
（

抜
粋

）
【

介
護

報
酬

編
】

質
　
問

回
　
答

Q
A
発

出
時

期
文

書
番

号
等

若
年

性
認

知
症

利
用

者
受

入
加

算

通
所

系
サ

ー
ビ

ス
に

お
け

る
「

若
年

性
認

知
症

ケ
ア

加
算

」
に

つ
い

て
、

若
年

性
と

は
具

体
的

に
何

歳
を

想
定

し
て

い
る

の
か

。
対

象
者

は
「

４
０

歳
以

上
６

５
歳

未
満

」
の

み
が

基
本

と
考

え
る

が
よ

ろ
し

い
か

。
６

４
歳

で
受

け
た

要
介

護
認

定
の

有
効

期
間

中
は

６
５

歳
で

あ
っ

て
も

、
加

算
の

対
象

と
な

る
の

か
。

若
年

性
認

知
症

と
は

、
介

護
保

険
法

施
行

令
第

２
条

第
５

項
に

定
め

る
初

老
期

に
お

け
る

認
知

症
を

示
す

た
め

、
そ

の
対

象
は

「
４

０
歳

以
上

６
５

歳
未

満
」

の
者

と
な

る
。

若
年

性
認

知
症

ケ
ア

加
算

の
対

象
と

な
る

プ
ロ

グ
ラ

ム
を

受
け

て
い

た
者

で
あ

っ
て

も
、

６
５

歳
に

な
る

と
加

算
の

対
象

と
は

な
ら

な
い

。
た

だ
し

、
そ

の
場

合
で

あ
っ

て
も

、
そ

の
者

が
引

き
続

き
若

年
性

認
知

症
ケ

ア
の

プ
ロ

グ
ラ

ム
を

希
望

す
る

の
で

あ
れ

ば
、

そ
の

提
供

を
妨

げ
る

も
の

で
は

な
い

こ
と

に
留

意
さ

れ
た

い
。

平
成

１
８

年
４

月
改

定
関

係
Ｑ

＆
Ａ

Ｖ
ｏ

ｌ
．

１
　

問
５

１

一
度

本
加

算
制

度
の

対
象

者
と

な
っ

た
場

合
、

６
５

歳
以

上
に

な
っ

て
も

対
象

の
ま

ま
か

。
６

５
歳

の
誕

生
日

の
前

々
日

ま
で

は
対

象
で

あ
る

。
平

成
２

１
年

４
月

改
定

関
係

Ｑ
＆

Ａ
Ｖ

ｏ
ｌ

．
１

　
問

１
０

１

担
当

者
と

は
何

か
。

定
め

る
に

あ
た

っ
て

担
当

者
の

資
格

要
件

は
あ

る
か

。
若

年
性

認
知

症
利

用
者

を
担

当
す

る
者

の
こ

と
で

、
施

設
や

事
業

所
の

介
護

職
員

の
中

か
ら

定
め

て
い

た
だ

き
た

い
。

人
数

や
資

格
等

の
要

件
は

問
わ

な
い

。

平
成

２
１

年
４

月
改

定
関

係
Ｑ

＆
Ａ

Ｖ
ｏ

ｌ
．

１
　

問
１

０
２

若
年

性
認

知
症

利
用

者
受

入
加

算
に

つ
い

て
、

介
護

予
防

通
所

介
護

や
介

護
予

防
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

の
よ

う
に

月
単

位
の

報
酬

が
設

定
さ

れ
て

い
る

場
合

、
６

５
歳

の
誕

生
日

の
前

々
日

が
含

ま
れ

る
月

は
ど

の
よ

う
に

取
り

扱
う

の
か

。

本
加

算
は

６
５

歳
の

誕
生

日
の

前
々

日
ま

で
は

対
象

で
あ

り
、

月
単

位
の

報
酬

が
設

定
さ

れ
て

い
る

介
護

予
防

通
所

介
護

と
介

護
予

防
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

に
つ

い
て

は
６

５
歳

の
誕

生
日

の
前

々
日

が
含

ま
れ

る
月

は
月

単
位

の
加

算
が

算
定

可
能

で
あ

る
。

た
だ

し
、

当
該

月
に

お
い

て
６

５
歳

の
誕

生
日

の
前

々
日

ま
で

に
サ

ー
ビ

ス
利

用
の

実
績

が
な

い
場

合
は

算
定

で
き

な
い

。

平
成

２
１

年
４

月
改

定
関

係
Ｑ

＆
Ａ

Ｖ
ｏ

ｌ
．

２
　

問
４

３

栄
養

改
善

加
算

・
口

腔
機

能
向

上
加

算
共

通

そ
れ

ぞ
れ

別
の

通
所

介
護

・
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

所
に

通
所

し
て

い
る

場
合

、
そ

れ
ぞ

れ
の

事
業

所
で

同
時

に
栄

養
改

善
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
加

算
又

は
口

腔
機

能
向

上
加

算
を

算
定

す
る

こ
と

は
で

き
る

か
。

御
指

摘
の

件
に

つ
い

て
は

、
ケ

ア
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
の

過
程

で
適

切
に

判
断

さ
れ

る
も

の
と

認
識

し
て

い
る

が
、

①
算

定
要

件
と

し
て

、
そ

れ
ぞ

れ
の

加
算

に
係

る
実

施
内

容
等

を
勘

案
の

上
、

１
事

業
所

に
お

け
る

請
求

回
数

に
限

度
を

設
け

て
い

る
こ

と
、

②
２

事
業

所
に

お
い

て
算

定
し

た
場

合
の

利
用

者
負

担
等

も
勘

案
す

べ
き

こ
と

か
ら

、
そ

れ
ぞ

れ
の

事
業

所
で

栄
養

改
善

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

加
算

又
は

口
腔

機
能

向
上

加
算

を
算

定
す

る
こ

と
は

基
本

的
に

は
想

定
さ

れ
な

い
。

平
成

１
８

年
４

月
改

定
関

係
Ｑ

＆
Ａ

Ｖ
ｏ

ｌ
．

４
　

問
１

栄
養

改
善

加
算

及
び

口
腔

機
能

向
上

加
算

は
、

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
開

始
か

ら
３

月
後

に
改

善
評

価
を

行
っ

た
後

は
算

定
で

き
な

い
の

か
。

サ
ー

ビ
ス

開
始

か
ら

概
ね

３
月

後
の

評
価

に
お

い
て

、
解

決
す

べ
き

課
題

が
解

決
さ

れ
て

い
な

い
場

合
で

あ
っ

て
、

当
該

サ
ー

ビ
ス

を
継

続
す

る
必

要
性

が
認

め
ら

れ
る

場
合

は
、

３
月

以
降

も
算

定
で

き
る

。
　

な
お

、
サ

ー
ビ

ス
を

継
続

す
る

場
合

で
あ

っ
て

も
、

ア
セ

ス
メ

ン
ト

、
計

画
作

成
、

評
価

の
手

順
に

従
っ

て
実

施
す

る
必

要
が

あ
る

が
、

課
題

解
決

に
向

け
て

効
果

が
得

ら
れ

る
よ

う
、

実
施

方
法

及
び

実
施

内
容

を
見

直
す

必
要

が
あ

る
。

平
成

2
4
年

4
月

改
定

関
係

Ｑ
＆

Ａ
Ｖ

ｏ
ｌ

．
1

問
1
3
1
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質
　
問

回
　
答

Q
A
発

出
時
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文

書
番

号
等

栄
養

改
善

加
算

管
理

栄
養

士
を

配
置

す
る

こ
と

が
算

定
要

件
に

な
っ

て
い

る
が

、
常

勤
・

非
常

勤
の

別
を

問
わ

な
い

の
か

。
管

理
栄

養
士

の
配

置
に

つ
い

て
は

、
常

勤
に

限
る

も
の

で
は

な
く

、
非

常
勤

で
も

構
わ

な
い

が
、

非
常

勤
の

場
合

に
は

、
利

用
者

の
状

況
の

把
握

・
評

価
、

計
画

の
作

成
、

多
職

種
協

働
に

よ
る

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
等

の
業

務
が

遂
行

で
き

る
よ

う
な

勤
務

体
制

が
必

要
で

あ
る

。

平
成

１
８

年
４

月
改

定
関

係
Ｑ

＆
Ａ

Ｖ
ｏ

ｌ
．

１
　

問
３

０

管
理

栄
養

士
は

給
食

管
理

業
務

を
委

託
し

て
い

る
業

者
の

管
理

栄
養

士
で

も
認

め
ら

れ
る

の
か

。
労

働
者

派
遣

法
に

よ
り

派
遣

さ
れ

た
管

理
栄

養
士

で
は

ど
う

か
。

当
該

加
算

に
係

る
栄

養
管

理
の

業
務

は
、

介
護

予
防

通
所

介
護

・
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

者
に

雇
用

さ
れ

た
管

理
栄

養
士

（
労

働
者

派
遣

法
に

基
づ

く
紹

介
予

定
派

遣
に

よ
り

派
遣

さ
れ

た
管

理
栄

養
士

を
含

む
。

）
が

行
う

も
の

で
あ

り
、

御
指

摘
の

給
食

管
理

業
務

を
委

託
し

て
い

る
業

者
の

管
理

栄
養

士
で

は
認

め
ら

れ
な

い
。

な
お

、
食

事
の

提
供

の
観

点
か

ら
給

食
管

理
業

務
を

委
託

し
て

い
る

業
者

の
管

理
栄

養
士

の
協

力
を

得
る

こ
と

は
差

し
支

え
な

い
。

平
成

１
８

年
４

月
改

定
関

係
Ｑ

＆
Ａ

Ｖ
ｏ

ｌ
．

１
　

問
３

２

管
理

栄
養

士
で

は
な

く
、

栄
養

士
で

も
適

切
な

個
別

メ
ニ

ュ
ー

を
作

成
す

る
こ

と
が

で
き

れ
ば

認
め

ら
れ

る
の

か
。

適
切

な
サ

ー
ビ

ス
提

供
の

観
点

か
ら

、
加

算
の

算
定

に
は

、
管

理
栄

養
士

を
配

置
し

、
当

該
者

を
中

心
に

、
多

職
種

協
働

に
よ

り
行

う
こ

と
が

必
要

で
あ

る
。

平
成

１
８

年
４

月
改

定
関

係
Ｑ

＆
Ａ

Ｖ
ｏ

ｌ
．

１
　

問
３

３

(
栄

養
改

善
加

算
関

係
）

栄
養

改
善

サ
ー

ビ
ス

に
つ

い
て

、
今

回
の

報
酬

改
定

で
は

3
月

毎
に

継
続

の
確

認
を

行
う

こ
と

と
な

っ
て

い
る

が
、

「
栄

養
改

善
マ

ニ
ュ

ア
ル

」
に

お
い

て
は

、
6
月

を
1
ク

ー
ル

と
し

て
い

る
。

ど
の

よ
う

に
実

施
し

た
ら

よ
い

の
か

。

低
栄

養
状

態
の

改
善

に
向

け
た

取
組

は
、

食
生

活
を

改
善

し
そ

の
効

果
を

得
る

た
め

に
は

一
定

の
期

間
が

必
要

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

栄
養

改
善

マ
ニ

ュ
ア

ル
に

お
い

て
は

6
月

を
1

ク
ー

ル
と

し
て

示
さ

れ
て

い
る

。
報

酬
の

算
定

に
当

た
っ

て
は

、
3
月

目
に

そ
の

継
続

の
有

無
を

確
認

す
る

も
の

で
あ

り
、

対
象

者
の

栄
養

状
態

の
改

善
や

食
生

活
上

の
問

題
点

が
無

理
な

く
改

善
で

き
る

計
画

を
策

定
の

う
え

、
3
月

毎
に

低
栄

養
状

態
の

ス
ク

リ
ー

ニ
ン

グ
を

行
い

、
そ

の
結

果
を

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

に
報

告
し

、
当

該
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
に

お
い

て
、

低
栄

養
状

態
の

改
善

に
向

け
た

取
組

が
継

続
し

て
必

要
と

判
断

さ
れ

た
場

合
に

は
継

続
し

て
支

援
さ

れ
た

い
。

平
成

１
８

年
４

月
改

定
関

係
Ｑ

＆
Ａ

Ｖ
ｏ

ｌ
．

１
　

問
３

４

栄
養

改
善

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

加
算

の
対

象
と

す
る

「
低

栄
養

状
態

又
は

そ
の

お
そ

れ
の

あ
る

者
」

の
確

認
は

医
師

の
診

断
等

に
よ

り
行

う
必

要
が

あ
る

の
か

。
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

の
栄

養
改

善
サ

ー
ビ

ス
の

対
象

者
に

つ
い

て
は

、
サ

ー
ビ

ス
担

当
者

会
議

等
に

お
け

る
医

師
の

指
導

の
下

に
、

栄
養

ケ
ア

計
画

策
定

時
に

、
介

護
支

援
専

門
員

、
管

理
栄

養
士

等
が

低
栄

養
状

態
の

リ
ス

ク
の

状
況

や
食

生
活

の
状

況
を

確
認

す
る

こ
と

に
よ

っ
て

判
断

す
る

も
の

で
あ

る
。

平
成

１
８

年
４

月
改

定
関

係
Ｑ

＆
Ａ

Ｖ
ｏ

ｌ
．

１
　

問
５

２
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（

抜
粋

）
【

介
護

報
酬

編
】

質
　
問

回
　
答

Q
A
発

出
時

期
文

書
番

号
等

当
該

加
算

が
算

定
で

き
る

者
の

要
件

に
つ

い
て

、
そ

の
他

低
栄

養
状

態
に

あ
る

又
は

そ
の

お
そ

れ
が

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

者
と

は
具

体
的

内
容

如
何

。
ま

た
、

食
事

摂
取

量
が

不
良

の
者

（
７

５
％

以
下

）
と

は
ど

う
い

っ
た

者
を

指
す

の
か

。

そ
の

他
低

栄
養

状
態

に
あ

る
又

は
そ

の
お

そ
れ

が
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
者

と
は

、
以

下
の

よ
う

な
場

合
が

考
え

ら
れ

る
。


 
医

師
が

医
学

的
な

判
断

に
よ

り
低

栄
養

状
態

に
あ

る
又

は
そ

の
お

そ
れ

が
あ

る
と

認
め

る
場

合
。


 
イ

～
ニ

の
項

目
に

掲
げ

ら
れ

て
い

る
基

準
を

満
た

さ
な

い
場

合
で

あ
っ

て
も

、
認

定
調

査
票

の
「

え
ん

下
」

、
「

食
事

摂
取

」
、

「
口

腔
清

潔
」

、
「

特
別

な
医

療
に

つ
い

て
」

な
ど

の
項

目
や

、
特

記
事

項
、

主
治

医
意

見
書

な
ど

か
ら

、
低

栄
養

状
態

に
あ

る
又

は
そ

の
お

そ
れ

が
あ

る
と

、
サ

ー
ビ

ス
担

当
者

会
議

に
お

い
て

認
め

ら
れ

る
場

合
。

な
お

、
低

栄
養

状
態

の
お

そ
れ

が
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
者

と
は

、
現

状
の

食
生

活
を

続
け

た
場

合
に

、
低

栄
養

状
態

に
な

る
可

能
性

が
高

い
と

判
断

さ
れ

る
場

合
を

想
定

し
て

い
る

。
ま

た
、

食
事

摂
取

が
不

良
の

者
と

は
、

以
下

の
よ

う
な

場
合

が
考

え
ら

れ
る


 
普

段
に

比
較

し
、

食
事

摂
取

量
が

７
５

％
以

下
で

あ
る

場
合

。


 
１

日
の

食
事

回
数

が
２

回
以

下
で

あ
っ

て
、

１
回

あ
た

り
の

食
事

摂
取

量
が

普
段

よ
り

少
な

い
場

合
。

平
成

２
１

年
４

月
改

定
関

係
Ｑ

＆
Ａ

Ｖ
ｏ

ｌ
．

１
　

問
１

６

栄
養

改
善

サ
ー

ビ
ス

に
必

要
な

同
意

に
は

、
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

の
自

署
又

は
押

印
は

必
ず

し
も

必
要

で
は

な
い

と
考

え
る

が
如

何
。

栄
養

改
善

サ
ー

ビ
ス

の
開

始
な

ど
の

際
に

、
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

の
同

意
を

口
頭

で
確

認
し

た
場

合
に

は
、

栄
養

ケ
ア

計
画

な
ど

に
係

る
記

録
に

利
用

者
又

は
そ

の
家

族
が

同
意

し
た

旨
を

記
載

す
れ

ば
よ

く
、

利
用

者
又

は
そ

の
家

族
の

自
署

又
は

押
印

は
必

須
で

は
な

い
。

平
成

２
１

年
４

月
改

定
関

係
Ｑ

＆
Ａ

Ｖ
ｏ

ｌ
．

２
　

問
４

対
象

と
な

る
「

栄
養

ケ
ア

・
ス

テ
ー

シ
ョ

ン
」

の
範

囲
は

ど
の

よ
う

な
も

の
か

。
公

益
社

団
法

人
日

本
栄

養
士

会
又

は
都

道
府

県
栄

養
士

会
が

設
置

・
運

営
す

る
「

栄
養

士
会

栄
養

ケ
ア

・
ス

テ
ー

シ
ョ

ン
」

に
限

る
も

の
と

す
る

。

平
成

3
0
年

4
月

改
定

関
係

Ｑ
＆

Ａ
Ｖ

ｏ
ｌ

．
1

問
3
1

通
所

サ
―

ビ
ス

に
お

い
て

栄
養

改
善

加
算

を
算

定
し

て
い

る
者

に
対

し
て

管
理

栄
養

士
に

よ
 
る

居
宅

療
養

管
理

指
導

を
行

う
こ

と
は

可
能

か
。

管
理

栄
養

士
に

よ
る

居
宅

療
養

管
理

指
導

は
通

院
又

は
通

所
が

困
難

な
者

が
対

象
と

な
る

た
め

、
栄

養
改

善
加

算
の

算
定

者
等

、
通

所
サ

ー
ビ

ス
利

用
者

に
対

し
て

当
該

指
導

を
行

う
こ

と
は

想
定

さ
れ

な
い

。

平
成

3
0
年

4
月

改
定

関
係

Ｑ
＆

Ａ
Ｖ

ｏ
ｌ

．
1

問
3
4
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介
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質
　
問

回
　
答

Q
A
発

出
時

期
文

書
番

号
等

栄
養

ス
ク

リ
ー

ニ
ン

グ
加

算

当
該

利
用

者
が

、
栄

養
ス

ク
リ

ー
ニ

ン
グ

加
算

を
算

定
で

き
る

サ
ー

ビ
ス

を
複

数
利

用
し

て
 
い

る
場

合
、

栄
養

ス
ク

リ
ー

ニ
ン

グ
加

算
の

算
定

事
業

者
を

ど
の

よ
う

に
判

断
す

れ
ば

よ
い

か
。

サ
ー

ビ
ス

利
用

者
が

利
用

し
て

い
る

各
種

サ
ー

ビ
ス

の
栄

養
状

態
と

の
関

連
性

、
実

施
時

間
の

実
績

、
栄

養
改

善
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

実
績

、
栄

養
ス

ク
リ

ー
ニ

ン
グ

の
実

施
可

能
性

等
を

踏
ま

え
、

サ
ー

ビ
ス

担
当

者
会

議
で

検
討

し
、

介
護

支
援

専
門

員
が

判
断

・
決

定
す

る
も

の
と

す
る

。

平
成

3
0
年

4
月

改
定

関
係

Ｑ
＆

Ａ
Ｖ

ｏ
ｌ

．
1

問
3
0

口
腔

機
能

向
上

加
算

言
語

聴
覚

士
、

歯
科

衛
生

士
又

は
看

護
職

員
が

介
護

予
防

通
所

介
護

(
通

所
介

護
）

の
口

腔
機

能
向

上
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

に
当

た
っ

て
は

、
医

師
又

は
歯

科
医

師
の

指
示

は
不

要
な

の
か

。
(
各

資
格

者
は

、
診

療
の

補
助

行
為

を
行

う
場

合
に

は
医

師
又

は
歯

科
医

師
の

指
示

の
下

に
業

務
を

行
う

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

。
）

介
護

予
防

通
所

介
護

（
通

所
介

護
）

で
提

供
す

る
□

腔
機

能
向

上
サ

ー
ビ

ス
に

つ
い

て
は

、
ケ

ア
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
に

お
け

る
主

治
の

医
師

又
は

主
治

の
歯

科
医

師
か

ら
の

意
見

も
踏

ま
え

つ
つ

、
□

腔
清

掃
の

指
導

や
実

施
、

摂
食

・
嚥

下
機

能
の

訓
練

の
指

導
や

実
施

を
適

切
に

実
施

す
る

必
要

が
あ

る
。

平
成

１
８

年
４

月
改

定
関

係
Ｑ

＆
Ａ

Ｖ
ｏ

ｌ
．

１
　

問
３

５

言
語

聴
覚

士
、

歯
科

衛
生

士
又

は
看

護
職

員
の

行
う

業
務

に
つ

い
て

、
委

託
し

た
場

合
に

つ
い

て
も

加
算

を
算

定
す

る
こ

と
は

可
能

か
。

ま
た

、
労

働
者

派
遣

法
に

基
づ

く
派

遣
さ

れ
た

職
員

で
は

ど
う

か
。

口
腔

機
能

向
上

サ
ー

ビ
ス

を
適

切
に

実
施

す
る

観
点

か
ら

、
介

護
予

防
通

所
介

護
・

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
事

業
者

に
雇

用
さ

れ
た

言
語

聴
覚

士
、

歯
科

衛
生

士
又

は
看

護
職

員
（

労
働

者
派

遣
法

に
基

づ
く

紹
介

予
定

派
遣

に
よ

り
派

遣
さ

れ
た

こ
れ

ら
の

職
種

の
者

を
含

む
。

）
が

行
う

も
の

で
あ

り
、

御
指

摘
の

こ
れ

ら
の

職
種

の
者

の
業

務
を

委
託

す
る

こ
と

は
認

め
ら

れ
な

い
。

（
な

お
、

居
宅

サ
ー

ビ
ス

の
通

所
介

護
・

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
に

お
け

る
口

腔
機

能
向

上
加

算
に

つ
い

て
も

同
様

の
取

扱
い

で
あ

る
。

）

平
成

１
８

年
４

月
改

定
関

係
Ｑ

＆
Ａ

Ｖ
ｏ

ｌ
．

１
　

問
３

６
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質
　
問

回
　
答

Q
A
発

出
時

期
文

書
番

号
等

口
腔

機
能

向
上

加
算

を
算

定
で

き
る

利
用

者
と

し
て

、
「

ハ
　

そ
の

他
口

腔
機

能
の

低
下

し
て

い
る

者
又

は
そ

の
お

そ
れ

の
あ

る
者

」
が

挙
げ

ら
れ

て
い

る
が

、
具

体
例

と
し

て
は

ど
の

よ
う

な
者

が
対

象
と

な
る

か
。

例
え

ば
、

認
定

調
査

票
の

い
ず

れ
の

口
腔

関
連

項
目

も
「

１
」

に
該

当
す

る
者

、
基

本
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

の
口

腔
関

連
項

目
の

１
項

目
の

み
が

「
１

」
に

該
当

す
る

又
は

い
ず

れ
の

口
腔

関
連

項
目

も
「

０
」

に
該

当
す

る
者

で
あ

っ
て

も
、

介
護

予
防

ケ
ア

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

又
は

ケ
ア

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

に
お

け
る

課
題

分
析

に
当

た
っ

て
、

認
定

調
査

票
の

特
記

事
項

に
お

け
る

記
載

内
容

（
不

足
の

判
断

根
拠

、
介

助
方

法
の

選
択

理
由

等
）

か
ら

、
口

腔
機

能
の

低
下

し
て

い
る

又
は

そ
の

お
そ

れ
が

あ
る

と
判

断
さ

れ
る

者
に

つ
い

て
は

算
定

で
き

る
利

用
者

と
し

て
差

し
支

え
な

い
。

　
同

様
に

、
主

治
医

意
見

書
の

摂
食

・
嚥

下
機

能
に

関
す

る
記

載
内

容
や

特
記

す
べ

き
事

項
の

記
載

内
容

等
か

ら
口

腔
機

能
の

低
下

し
て

い
る

又
は

そ
の

お
そ

れ
が

あ
る

と
判

断
さ

れ
る

者
、

視
認

に
よ

り
口

腔
内

の
衛

生
状

態
に

問
題

が
あ

る
と

判
断

さ
れ

る
者

、
医

師
、

歯
科

医
師

、
介

護
支

援
専

門
員

、
サ

ー
ビ

ス
提

供
事

業
所

等
か

ら
の

情
報

提
供

に
よ

り
口

腔
機

能
の

低
下

し
て

い
る

又
は

そ
の

お
そ

れ
が

あ
る

と
判

断
さ

れ
る

者
等

に
つ

い
て

も
算

定
し

て
差

し
支

え
な

い
。

　
な

お
、

口
腔

機
能

の
課

題
分

析
に

有
用

な
参

考
資

料
（

口
腔

機
能

チ
ェ

ッ
ク

シ
ー

ト
等

）
は

、
「

口
腔

機
能

向
上

マ
ニ

ュ
ア

ル
」

確
定

版
（

平
成

２
１

年
３

月
）

に
収

載
さ

れ
て

い
る

の
で

対
象

者
を

把
握

す
る

際
の

判
断

の
参

考
と

さ
れ

た
い

。

平
成

２
１

年
４

月
改

定
関

係
Ｑ

＆
Ａ

Ｖ
ｏ

ｌ
．

１
　

問
１

４

口
腔

機
能

向
上

サ
ー

ビ
ス

の
開

始
又

は
継

続
に

あ
た

っ
て

必
要

な
同

意
に

は
、

利
用

者
又

は
そ

の
家

族
の

自
署

又
は

押
印

は
必

ず
し

も
必

要
で

は
な

い
と

考
え

る
が

如
何

。
口

腔
機

能
向

上
サ

ー
ビ

ス
の

開
始

又
は

継
続

の
際

に
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

の
同

意
を

口
頭

で
確

認
し

、
口

腔
機

能
改

善
管

理
指

導
計

画
又

は
再

把
握

に
係

る
記

録
等

に
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

が
同

意
し

た
旨

を
記

載
す

れ
ば

よ
く

、
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

の
自

署
又

は
押

印
は

必
須

で
は

な
い

。

平
成

２
１

年
４

月
改

定
関

係
Ｑ

＆
Ａ

Ｖ
ｏ

ｌ
．

１
　

問
１

５

口
腔

機
能

向
上

加
算

に
つ

い
て

、
歯

科
医

療
と

の
重

複
の

有
無

に
つ

い
て

は
、

歯
科

医
療

機
関

又
は

事
業

所
の

い
ず

れ
に

お
い

て
判

断
す

る
の

か
。

歯
科

医
療

を
受

診
し

て
い

る
場

合
の

口
腔

機
能

向
上

加
算

の
取

扱
い

に
つ

い
て

、
患

者
又

は
そ

の
家

族
に

説
明

し
た

上
、

歯
科

医
療

機
関

が
患

者
又

は
家

族
等

に
提

供
す

る
管

理
計

画
書

（
歯

科
疾

患
管

理
料

を
算

定
し

た
場

合
）

等
に

基
づ

き
、

歯
科

医
療

を
受

診
し

た
月

に
係

る
介

護
報

酬
の

請
求

時
に

、
事

業
所

に
お

い
て

判
断

す
る

。

平
成

２
１

年
４

月
改

定
関

係
Ｑ

＆
Ａ

Ｖ
ｏ

ｌ
．

２
　

問
１

-62-



2
.
3
 
通

所
介

護
事

業
 
Q
&
A
集

 
（

抜
粋

）
【

介
護

報
酬

編
】

質
　
問

回
　
答

Q
A
発

出
時

期
文

書
番

号
等

サ
ー

ビ
ス

提
供

体
制

強
化

加
算

同
一

法
人

内
で

あ
れ

ば
、

異
な

る
サ

ー
ビ

ス
の

事
業

所
（

施
設

）
に

お
け

る
勤

続
年

数
や

異
な

る
業

種
（

直
接

処
遇

職
種

）
に

お
け

る
勤

続
年

数
も

通
算

で
き

る
の

か
。

さ
ら

に
、

事
業

所
間

の
出

向
や

事
業

の
承

継
時

に
も

通
算

で
き

る
の

か
。

ま
た

、
理

事
長

が
同

じ
で

あ
る

な
ど

同
一

グ
ル

ー
プ

の
法

人
同

士
で

あ
る

場
合

に
も

通
算

で
き

る
の

か
。

同
一

法
人

で
あ

れ
ば

、
異

な
る

ｻ
ｰ
ﾋ
ﾞ
ｽ
の

事
業

所
で

の
勤

続
年

数
や

異
な

る
職

種
（

直
接

処
遇

を
行

う
職

種
に

限
る

。
）

に
お

け
る

勤
続

年
数

に
つ

い
て

は
通

算
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

ま
た

、
事

業
所

の
合

併
又

は
別

法
人

に
よ

る
事

業
の

承
継

の
場

合
で

あ
っ

て
、

当
該

施
設

・
事

業
所

の
職

員
に

変
更

が
な

い
な

ど
、

事
業

所
が

実
質

的
に

継
続

し
て

運
営

し
て

い
る

と
認

め
ら

れ
る

場
合

に
は

、
勤

続
年

数
を

通
算

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
た

だ
し

、
ｸ
ﾞ

ﾙ
ｰ
ﾌ
ﾟ
法

人
に

つ
い

て
は

、
た

と
え

理
事

長
等

が
同

じ
で

あ
っ

た
と

し
て

も
、

通
算

は
で

き
な

い
。

平
成

2
1
年

4
月

改
定

関
係

Q
&
A
V
o
l
.
1
 
問

5

産
休

や
病

欠
し

て
い

る
期

間
は

含
め

な
い

と
考

え
る

の
か

。
産

休
や

介
護

休
業

、
育

児
休

業
期

間
中

は
雇

用
関

係
が

継
続

し
て

い
る

こ
と

か
ら

、
勤

続
年

数
に

含
め

る
こ

と
が

で
き

る
。

平
成

2
1
年

4
月

改
定

関
係

Q
&
A
V
o
l
.
1
 
問

6

「
届

出
日

の
属

す
る

月
の

前
三

月
に

つ
い

て
、

常
勤

換
算

方
法

に
よ

り
算

出
し

た
平

均
を

用
い

る
」

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

平
成

２
１

年
度

の
１

年
間

及
び

平
成

２
２

年
度

以
降

の
前

年
度

の
実

績
が

６
月

に
満

た
な

い
事

業
所

に
つ

い
て

、
体

制
届

出
後

に
、

算
定

要
件

を
下

回
っ

た
場

合
は

ど
う

取
扱

う
か

。

サ
ー

ビ
ス

提
供

体
制

強
化

加
算

に
係

る
体

制
の

届
出

に
当

た
っ

て
は

、
老

企
第

３
６

号
等

に
お

い
て

以
下

の
よ

う
に

規
定

さ
れ

て
い

る
と

こ
ろ

で
あ

り
、

こ
れ

に
従

っ
た

取
扱

い
と

さ
れ

た
い

。
「

事
業

所
の

体
制

に
つ

い
て

加
算

等
が

算
定

さ
れ

な
く

な
る

状
況

が
生

じ
た

場
合

又
は

加
算

等
が

算
定

さ
れ

な
く

な
る

こ
と

が
明

ら
か

な
場

合
は

、
速

や
か

に
そ

の
旨

を
届

出
さ

せ
る

こ
と

と
す

る
。

な
お

、
こ

の
場

合
は

、
加

算
等

が
算

定
さ

れ
な

く
な

っ
た

事
実

が
発

生
し

た
日

か
ら

加
算

等
の

算
定

を
行

わ
な

い
も

の
と

す
る

。
」

具
体

的
に

は
、

平
成

２
１

年
４

月
に

算
定

す
る

た
め

に
は

、
平

成
２

０
年

１
２

月
か

ら
平

成
２

１
年

２
月

ま
で

の
実

績
に

基
づ

い
て

３
月

に
届

出
を

行
う

が
、

そ
の

後
平

成
２

１
年

１
月

か
ら

３
月

ま
で

の
実

績
が

基
準

を
下

回
っ

て
い

た
場

合
は

、
そ

の
事

実
が

発
生

し
た

日
か

ら
加

算
の

算
定

は
行

わ
な

い
こ

と
と

な
る

た
め

、
平

成
２

１
年

４
月

分
の

算
定

は
で

き
な

い
取

扱
い

と
な

る
。

平
成

2
1
年

4
月

改
定

関
係

Q
&
A
V
o
l
.
1
 
問

1
0

サ
ー

ビ
ス

提
供

体
制

強
化

加
算

の
新

区
分

の
取

得
に

当
た

っ
て

、
職

員
の

割
合

に
つ

い
て

は
、

こ
れ

ま
で

と
同

様
に

、
１

年
以

上
の

運
営

実
績

が
あ

る
場

合
、

常
勤

換
算

方
法

に
よ

り
算

出
し

た
前

年
度

の
平

均
（

３
月

分
を

除
く

。
）

を
も

っ
て

、
運

営
実

績
が

６
月

に
満

た
な

い
事

業
所

（
新

た
に

事
業

を
開

始
し

た
事

業
所

又
は

事
業

を
再

開
し

た
事

業
所

）
の

場
合

は
、

４
月

目
以

降
に

、
前

３
月

分
の

実
績

を
も

っ
て

取
得

可
能

と
な

る
と

い
う

こ
と

で
い

い
の

か
。

貴
見

の
と

お
り

。
な

お
、

こ
れ

ま
で

と
同

様
に

、
運

営
実

績
が

６
月

に
満

た
な

い
場

合
の

届
出

に
あ

っ
て

は
、

届
出

を
行

っ
た

月
以

降
に

お
い

て
も

、
毎

月
所

定
の

割
合

を
維

持
し

な
け

れ
ば

な
ら

ず
、

そ
の

割
合

に
つ

い
て

は
毎

月
記

録
す

る
必

要
が

あ
る

。

平
成

2
7
年

4
月

改
定

関
係

Q
&
A
V
o
l
.
2
 
問

6
3

サ
ー

ビ
ス

提
供

体
制

強
化

加
算

（
Ⅰ

）
イ

と
サ

ー
ビ

ス
提

供
体

制
強

化
加

算
（

Ⅰ
）

ロ
は

同
時

に
取

得
す

る
こ

と
は

可
能

か
。

不
可

で
あ

る
場

合
は

、
サ

ー
ビ

ス
提

供
体

制
強

化
加

算
（

Ⅰ
）

イ
を

取
得

し
て

い
た

事
業

所
が

、
実

地
指

導
等

に
よ

っ
て

、
介

護
福

祉
士

の
割

合
が

6
0
％

を
下

回
っ

て
い

た
こ

と
が

判
明

し
た

場
合

は
、

全
額

返
還

と
な

る
の

か
。

サ
ー

ビ
ス

提
供

体
制

強
化

加
算

（
Ⅰ

）
イ

と
サ

ー
ビ

ス
提

供
体

制
強

化
加

算
（

Ⅰ
）

ロ
を

同
時

に
取

得
す

る
こ

と
は

で
き

な
い

。
ま

た
、

実
地

指
導

等
に

よ
っ

て
、

サ
ー

ビ
ス

提
供

体
制

強
化

加
算

（
Ⅰ

）
イ

の
算

定
要

件
を

満
た

さ
な

い
こ

と
が

判
明

し
た

場
合

、
都

道
府

県
知

事
等

は
、

支
給

さ
れ

た
加

算
の

一
部

又
は

全
部

を
返

還
さ

せ
る

こ
と

が
可

能
と

な
っ

て
い

る
。

な
お

、
サ

ー
ビ

ス
提

供
体

制
強

化
加

算
（

Ⅰ
）

イ
の

算
定

要
件

を
満

た
し

て
い

な
い

が
、

サ
ー

ビ
ス

提
供

体
制

強
化

加
算

（
Ⅰ

）
ロ

の
算

定
要

件
を

満
た

し
て

い
る

場
合

に
は

、
後

者
の

加
算

を
取

得
す

る
た

め
の

届
出

が
可

能
で

あ
り

、
サ

ー
ビ

ス
提

供
体

制
強

化
加

算
（

Ⅰ
）

イ
の

返
還

等
と

併
せ

て
、

後
者

の
加

算
を

取
得

す
る

た
め

の
届

出
を

行
う

こ
と

が
可

能
で

あ
る

。

平
成

2
7
年

4
月

改
定

関
係

Q
&
A
V
o
l
.
2
 
問

6
4
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2
.
3
 
通

所
介

護
事

業
 
Q
&
A
集

 
（

抜
粋

）
【

介
護

報
酬

編
】

質
　
問

回
　
答

Q
A
発

出
時

期
文

書
番

号
等

定
員

超
過

利
用

通
所

サ
ー

ビ
ス

と
介

護
予

防
通

所
サ

ー
ビ

ス
に

つ
い

て
、

そ
れ

ぞ
れ

の
定

員
を

定
め

る
の

か
、

そ
れ

と
も

全
体

の
定

員
の

枠
内

で
、

介
護

と
予

防
が

適
時

振
り

分
け

ら
れ

れ
ば

良
い

も
の

か
。

そ
の

場
合

、
定

員
超

過
の

減
算

は
ど

ち
ら

を
対

象
に

、
ど

の
よ

う
に

見
る

べ
き

か
。

通
所

サ
ー

ビ
ス

と
介

護
予

防
通

所
サ

ー
ビ

ス
を

一
体

的
に

行
う

事
業

所
の

定
員

に
つ

い
て

は
、

介
護

給
付

の
対

象
と

な
る

利
用

者
（

要
介

護
者

）
と

予
防

給
付

の
対

象
と

な
る

利
用

者
（

要
支

援
者

）
と

の
合

算
で

、
利

用
定

員
を

定
め

る
こ

と
と

し
て

い
る

。
例

え
ば

、
定

員
2
0
人

と
い

う
場

合
、

要
介

護
者

と
要

支
援

者
と

を
合

わ
せ

て
2
0
と

い
う

意
昧

で
あ

り
、

利
用

日
に

よ
っ

て
､
要

介
護

者
が

1
0
人

、
要

支
援

者
が

1
0
人

で
あ

っ
て

も
、

要
介

護
者

が
1
5
人

、
要

支
援

者
が

5
人

で
あ

っ
て

も
、

差
し

支
え

な
い

が
、

合
計

が
2
0
人

を
超

え
た

場
合

に
は

、
介

護
給

付
及

び
予

防
給

付
の

両
方

が
減

算
の

対
象

と
な

る
。

平
成

１
８

年
4
月

改
定

関
係

Ｑ
＆

Ａ
Ｖ

ｏ
ｌ

．
１

　
問

３
９

小
規

模
、

通
常

規
模

通
所

介
護

費
を

算
定

し
て

い
る

事
業

所
に

つ
い

て
は

、
月

平
均

の
利

用
者

数
で

定
員

超
過

し
た

場
合

と
な

っ
て

い
る

が
、

今
回

の
改

正
で

月
平

均
の

利
用

者
数

と
さ

れ
た

趣
旨

は
。

介
護

予
防

通
所

サ
ー

ビ
ス

に
つ

い
て

は
、

月
額

の
定

額
報

酬
と

さ
れ

た
こ

と
か

ら
減

算
に

つ
い

て
も

月
単

位
で

行
う

こ
と

が
必

要
と

な
っ

た
た

め
、

定
員

超
過

の
判

断
も

月
単

位
（

月
平

均
）

と
す

る
こ

と
と

し
て

い
る

。
ま

た
、

多
く

の
事

業
所

は
、

介
護

と
予

防
の

両
サ

ー
ビ

ス
を

一
体

的
に

提
供

し
、

そ
れ

ぞ
れ

の
定

員
を

定
め

て
い

な
い

と
想

定
さ

れ
る

こ
と

か
ら

、
介

護
給

付
に

つ
い

て
も

予
防

給
付

に
あ

わ
せ

て
、

月
単

位
の

取
扱

い
と

し
た

と
こ

ろ
で

あ
る

。

平
成

１
８

年
4
月

改
定

関
係

Ｑ
＆

Ａ
Ｖ

ｏ
ｌ

．
１

　
問

４
０

同
一

建
物

減
算

「
建

物
の

構
造

上
自

力
で

の
通

所
が

困
難

」
と

は
、

具
体

的
に

ど
の

よ
う

な
場

合
か

。
当

該
建

物
に

エ
レ

ベ
ー

タ
ー

が
な

い
又

は
故

障
中

の
場

合
を

指
す

。
平

成
2
4
年

4
月

改
定

関
係

Q
&
A
V
o
l
.
1
 
問

5
5

通
所

サ
ー

ビ
ス

事
業

所
と

同
一

建
物

に
居

住
す

る
利

用
者

が
、

次
に

該
当

す
る

場
合

は
、

基
本

サ
ー

ビ
ス

費
を

日
割

り
し

て
算

定
す

る
こ

と
と

な
る

が
、

送
迎

に
係

る
減

算
は

ど
の

よ
う

に
算

定
す

る
の

か
。

(
1
)
 
月

途
中

で
要

支
援

か
ら

要
介

護
（

又
は

要
介

護
か

ら
要

支
援

）
に

変
更

し
た

場
合

(
2
)
 
月

途
中

で
同

一
建

物
か

ら
転

居
し

、
事

業
所

を
変

更
し

た
場

合
(
3
)
 
月

途
中

で
要

支
援

状
態

区
分

が
変

更
し

た
場

合

(
1
)
及

び
(
2
)
は

、
要

支
援

状
態

区
分

に
応

じ
た

送
迎

に
係

る
減

算
の

単
位

数
を

基
本

サ
ー

ビ
ス

費
か

ら
減

算
す

る
。

(
3
)
は

、
変

更
前

の
要

支
援

状
態

区
分

に
応

じ
た

送
迎

に
係

る
単

位
数

を
減

算
す

る
。

た
だ

し
、

(
1
)
及

び
(
2
)
に

お
い

て
、

減
算

に
よ

り
マ

イ
ナ

ス
が

生
じ

る
場

合
は

、
基

本
サ

ー
ビ

ス
費

が
ゼ

ロ
と

な
る

ま
で

減
算

す
る

。
（

例
）

要
支

援
２

の
利

用
者

が
、

介
護

予
防

通
所

介
護

を
1
回

利
用

し
た

後
、

（
１

）
月

の
５

日
目

に
要

介
護

１
に

変
更

し
た

場
合

（
２

）
月

の
５

日
目

に
転

居
し

た
場

合
　

1
日

　
　

　
2
日

　
　

　
3
日

　
　

　
4
日

　
　

5
日

　
　

　
　

通
所

利
用

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

（
１

）
要

介
護

１
に

区
分

変
更

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

（
２

）
契

約
解

除
・

転
居

要
支

援
2
の

基
本

サ
ー

ビ
ス

費
×

（
5
／

3
0
.
4
）

日
－

（
要

支
援

2
の

送
迎

減
算

7
5
2
単

位
）

　
　

　
　

　
＝

△
6
2
単

位
⇒

0
単

位
と

す
る

。

平
成

2
7
年

4
月

改
定

関
係

Q
&
A
V
o
l
.
2
 
問

2
4
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2
.
3
 
通

所
介

護
事

業
 
Q
&
A
集

 
（

抜
粋

）
【

介
護

報
酬

編
】

質
　
問

回
　
答

Q
A
発

出
時

期
文

書
番

号
等

送
迎

減
算

　
指

定
通

所
介

護
事

業
所

等
の

設
備

を
利

用
し

た
宿

泊
サ

ー
ビ

ス
を

利
用

す
る

場
合

の
送

迎
減

算
の

考
え

方
如

何
。

（
通

所
介

護
、

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
、

認
知

症
対

応
型

通
所

介
護

共
通

）
　

宿
泊

サ
ー

ビ
ス

を
利

用
す

る
し

な
い

に
か

か
わ

ら
ず

、
送

迎
を

し
て

い
な

け
れ

ば
減

算
と

な
る

。

平
成

2
7
年

4
月

改
定

関
係

Q
&
A
V
o
l
.
1
 
問

6
0

　
送

迎
減

算
は

、
個

別
サ

ー
ビ

ス
計

画
上

、
送

迎
が

往
復

か
片

道
か

を
位

置
付

け
さ

せ
た

上
で

行
う

こ
と

に
な

る
た

め
、

利
用

者
宅

に
迎

え
に

行
っ

た
が

、
利

用
者

や
家

族
等

の
都

合
で

結
果

的
に

利
用

者
の

家
族

等
が

、
事

業
所

ま
で

利
用

者
を

送
っ

た
場

合
に

は
、

減
算

の
対

象
と

な
ら

な
い

の
か

。

（
通

所
介

護
、

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
、

認
知

症
対

応
型

通
所

介
護

共
通

）
　

送
迎

減
算

の
有

無
に

関
し

て
は

、
個

別
サ

ー
ビ

ス
計

画
上

、
送

迎
が

往
復

か
片

道
か

を
位

置
付

け
さ

せ
た

上
で

、
実

際
の

送
迎

の
有

無
を

確
認

の
上

、
送

迎
を

行
っ

て
い

な
け

れ
ば

減
算

と
な

る
。

平
成

2
7
年

4
月

改
定

関
係

Q
&
A
V
o
l
.
1
 
問

6
1

　
通

所
介

護
等

に
つ

い
て

、
事

業
所

の
職

員
が

徒
歩

で
利

用
者

の
送

迎
を

実
施

し
た

場
合

に
は

、
車

両
に

よ
る

送
迎

で
は

な
い

が
、

送
迎

を
行

わ
な

い
場

合
の

減
算

対
象

に
は

な
ら

な
い

と
考

え
て

良
い

か
。

（
通

所
介

護
、

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
、

認
知

症
対

応
型

通
所

介
護

共
通

）
　

徒
歩

で
の

送
迎

は
、

減
算

の
対

象
に

は
な

ら
な

い
。

平
成

2
7
年

4
月

改
定

関
係

Q
&
A
V
o
l
.
1
 
問

6
2

　
指

定
通

所
介

護
事

業
所

等
の

設
備

を
利

用
し

た
夜

間
及

び
深

夜
の

指
定

通
所

介
護

等
以

外
の

サ
ー

ビ
ス

（
宿

泊
サ

ー
ビ

ス
）

を
連

続
し

て
利

用
す

る
場

合
に

、
初

日
と

最
終

日
を

除
き

、
行

き
帰

り
の

送
迎

を
実

施
し

な
い

こ
と

に
な

る
が

、
送

迎
減

算
（

4
7
単

位
×

２
）

と
同

一
建

物
減

算
（

9
4
単

位
）

の
ど

ち
ら

が
適

用
さ

れ
る

の
か

。

　
同

一
建

物
減

算
（

9
4
単

位
）

に
つ

い
て

は
、

事
業

所
と

同
一

建
物

に
居

住
す

る
者

又
は

事
業

所
と

同
一

建
物

か
ら

事
業

所
に

通
う

者
に

つ
い

て
適

用
す

る
も

の
で

あ
る

た
め

、
当

該
事

案
は

送
迎

減
算

（
4
7
単

位
×

２
）

が
適

用
さ

れ
る

。
な

お
、

初
日

と
最

終
日

に
つ

い
て

も
片

道
の

送
迎

を
実

施
し

て
い

な
い

こ
と

か
ら

、
送

迎
減

算
（

4
7
単

位
）

が
適

用
さ

れ
る

。

平
成

2
7
年

4
月

改
定

関
係

Q
&
A
V
o
l
.
2
 
問

5

そ
の

他

同
一

の
利

用
者

が
利

用
日

ご
と

に
異

な
る

提
供

時
間

数
の

サ
ー

ビ
ス

を
受

け
る

こ
と

は
可

能
か

。
適

切
な

ア
セ

ス
メ

ン
ト

を
経

て
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
及

び
通

所
サ

ー
ビ

ス
計

画
が

そ
の

よ
う

な
時

間
設

定
で

あ
れ

ば
、

利
用

日
に

よ
っ

て
サ

ー
ビ

ス
提

供
時

間
が

異
な

る
こ

と
は

あ
り

得
る

も
の

で
あ

る
。

平
成

2
4
年

4
月

改
定

関
係

Q
&
A
V
o
l
.
1
 
問

5
6

　
新

規
に

介
護

サ
ー

ビ
ス

を
利

用
し

よ
う

と
す

る
要

介
護

者
等

に
対

し
、

体
験

サ
ー

ビ
ス

（
い

わ
ゆ

る
「

お
試

し
サ

ー
ビ

ス
」

と
し

て
利

用
料

を
無

料
又

は
割

引
す

る
も

の
）

を
提

供
す

る
こ

と
は

基
準

違
反

と
な

る
の

か
？

　
設

問
の

事
例

は
、

体
験

サ
ー

ビ
ス

に
係

る
管

理
経

費
を

他
者

（
本

来
の

介
護

サ
ー

ビ
ス

費
用

を
支

払
っ

て
い

る
利

用
者

）
に

転
嫁

す
る

も
の

で
あ

り
、

基
準

省
令

に
抵

触
し

認
め

ら
れ

な
い

。
そ

の
ほ

か
同

様
の

趣
旨

に
よ

り
基

準
違

反
と

考
え

ら
れ

る
事

例
は

次
の

よ
う

な
も

の
が

あ
る

。
・

利
用

者
の

利
用

実
績

に
応

じ
て

、
過

去
の

利
用

者
負

担
分

の
一

部
を

金
銭

又
は

商
品

券
等

で
払

い
戻

す
こ

と
。

・
利

用
実

績
に

応
じ

て
ポ

イ
ン

ト
制

を
と

り
、

次
回

の
利

用
料

を
無

料
と

す
る

こ
と

。
・

月
の

区
分

支
給

限
度

額
を

超
え

る
サ

ー
ビ

ス
を

利
用

し
た

場
合

、
超

過
し

た
分

の
費

用
は

全
額

（
1
0
割

）
利

用
者

負
担

と
な

る
が

、
そ

の
負

担
を

軽
減

す
る

た
め

と
称

し
て

割
引

く
こ

と
。

　
利

用
者

負
担

の
軽

減
を

図
る

趣
旨

で
あ

れ
ば

、
県

に
割

引
率

を
登

録
し

た
上

で
、

す
べ

て
の

利
用

者
負

担
を

引
き

下
げ

る
こ

と
に

よ
り

対
応

す
べ

き
で

あ
る

。

「
介

護
報

酬
に

か
か

る
Q
&
A
に

つ
い

て
」

（
平

成
１

６
年

３
月

１
０

日
長

３
第

３
－

４
号

山
梨

県
福

祉
保

健
部

長
寿

社
会

課
長

通
知

）

-65-



 

 

 

 

○共生型通所介護は、指定障害福祉サービス等基準第 78 条第 1 項に規定する指定生活介護事業

者，指定障害福祉サービス等基準第 156条第１項に規定する指定自立訓練（機能訓練）事業者、

指定障害福祉サービス等基準第 166 条第１項に規定する指定自立訓練（生活訓練）事業者、児

童福祉法に基づく指定通所支援基準第５条第 1 項に規定する指定児童発達支援事業者又は指

定通所支援基準第 66 条第１項に規定する指定放課後等デイサービス事業者が、要介護者に対

して提供する指定通所介護のこと。 

 

 

 

 3.2-1人員に関する基準 

 

(1)必要な従業員の員数 

①管理者 

・常勤専従 

※管理上支障がない場合は、事業所の職務または同一敷地内の他の事業所・施設の職務に 

従事できる。 

※共生型通所介護事業所の管理者と生活介護事業所等の管理者の兼務は差支えない。 

②従業員 

・生活介護事業所、自立訓練（機能訓練）事業所、自立訓練（生活訓練）事業所、児童発達支

援事業所又は放課後等デイサービス事業所（以下「生活介護事業所等」という。）の従業者

の員数が、共生型通所介護を受ける利用者（要介護者）の数を含めて生活介護事業所等の利

用者の数とした場合に、当該指定生活介護事業所等として必要とされる数以上であること。 

※生活介護事業所の従業者については、前年度の利用者の平均障害支援区分に基づいて、

必要数を配置することになっているが、その算出に当たっては、共生型通所介護を受け

る利用者（要介護者）は障害支援区分５とみなす。 

③留意事項 

・通所介護事業所その他の関係施設から、生活介護事業所等が要介護者の支援を行う上で、必

要な技術的支援を受けていること。 

・利用定員は、共生型通所介護の指定を受ける指定生活介護事業所等において同時にサービス

提供を受けることができる利用者数の上限をいう。 

つまり、介護給付の対象となる利用者（要介護者）の数と障害給付の対象となる利用者

（障害者及び障害児）の数との合計数により、利用定員を定めること。 

例えば、利用定員が 20 人という場合、要介護者と障害者及び障害児とを合わせて 20 人

という意味であり、利用日によって､要介護者が 10人、障害者及び障害児が 10人であって

も、要介護者が５人、障害者及び障害児が 15 人であっても、差し支えない。 

3.1 共生型サービスとは 

3.2 人員・設備・運営基準 

3 共生型サービスについて 
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3.2-2設備に関する基準 

(1)必要な設備・備品等の基準

①食堂及び機能訓練室

・生活介護事業所等として満たすべき設備基準を満たしていること。

②留意事項

・児童発達支援事業所又は放課後等デイサービス事業所の場合は、必要な設備等について要介

護者が使用するものに適したものとするよう配慮する。 

・共生型サービスは要介護者、障害者及び障害児に同じ場所で同時に提供することを想定して

いるため、要介護者、障害者又は障害児がそれぞれ利用する設備を区切る壁、家具、カーテ

ンやパーティション等の仕切りは、不要。

3.2-3運営に関する基準 

(1)原則

・通所介護等の運営基準の規定は、共生型通所介護に準用される。

(2)留意事項

・多様な利用者に対して、一体的にサービスを提供する取組は、多様な利用者が共に活動す

ることで、リハビリや自立・自己実現に良い効果を生むといった面があることを踏まえ、

共生型サービスは、要介護者、障害者及び障害児に同じ場所で同時に提供することを想定

している。したがって、同じ場所において、サービスを時間によって要介護者、障害者及

び障害児に分けて提供する場合（例えば、午前中に要介護者に対して通所介護、午後の放

課後の時間に障害児に対して放課後等デイサービスを提供する場合）は、共生型サービス

としては認められない。

(1)共生型通所介護費

事業所において共生型通所介護を行った場合は、

所定単位数に各サービス事業所事に定められた

割合を乗じて算定 

生活介護事業者 

（所定単位数）× 93/100 

自立訓練事業者 

（所定単位数）× 95/100 

児童発達支援事業者 

（所定単位数）× 90/100 

放課後等デイサービス事業者 

（所定単位数）× 90/100 

※詳細は、別添資料「介護報酬の算定構造」

に記載のとおり

3.3 介護報酬 
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(2)生活相談員配置等加算

別に厚生労働大臣が定める基準に適合している

ものとして都道府県知事に届け出た通所介護事

業所において、共生型通所介護費を算定している

場合 

1 日につき 13単位 

◎別に厚生労働大臣が定める基準

・次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

イ生活相談員を 1名以上配置していること。

ロ地域に貢献する活動を行っていること。

□留意事項

・生活相談員（社会福祉士、精神保健福祉士等）は、共生型通所介護の提供日ごとに、共生型

通所介護を行う時間帯を通じて１名以上配置する必要があるが、生活介護事業所等に配置し

ている従業者の中に、既に生活相談員の要件を満たす者がいる場合には、新たに配置する必

要はなく、兼務しても差し支えない。なお、例えば、１週間のうち特定の曜日だけ生活相談

員を配置している場合は、その曜日のみ加算の算定対象となる。

・地域に貢献する活動は、「地域の交流の場（開放スペースや保育園等との交流会など）の提

供」、「認知症カフェ・食堂等の設置」、「地域住民が参加できるイベントやお祭り等の開催」、

「地域のボランティアの受入や活動（保育所等における清掃活動等）の実施」、「協議会等

を設けて地域住民が事業所の運営への参画」、「地域住民への健康相談教室・研修会」など、

地域や多世代との関わりを持つためのものとするよう努めること。

・共生型通所介護の指定を受ける生活介護事業所等においてのみ算定することができる。

(3)その他加算・減算に関して

・共生型通所介護費を算定している場合、中重度者ケア体制加算及び認知症加算は算定しない。 

・その他通所介護事業に係る加算については、各加算の算定要件を満たした場合に算定できる。 

・人員基準欠如や定員超過等の場合における減算も適用になるため、留意すること。
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3
.
2
 
通

所
介

護
事

業
 
Q
&
A
集

 
（

抜
粋

）
【

共
生

型
サ

ー
ビ

ス
編

】

質
　
問

回
　
答

Q
A
発

出
時

期
、

文
書

番
号

等

共
生

型
サ

ー
ビ

ス
に

つ
い

て

共
生

型
サ

ー
ビ

ス
の

取
扱

い
に

つ
い

て
、

指
定

障
害

者
支

援
施

設
が

昼
間

に
行

う
日

中
活

動
系

サ
 
ー

ビ
ス

は
共

生
型

サ
ー

ビ
ス

の
対

象
で

あ
る

か
。

指
定

障
害

福
祉

事
業

所
の

う
ち

指
定

障
害

者
支

援
施

設
が

昼
間

に
行

う
日

中
活

動
系

サ
ー

ビ
ス

に
つ

い
て

も
、

共
生

型
通

所
介

護
及

び
共

生
型

地
域

密
着

型
通

所
介

護
の

対
象

と
な

る
。

平
成

3
0
年

4
月

改
定

関
係

Ｑ
＆

Ａ
Ｖ

ｏ
ｌ

．
4
　

問
2

個
別

機
能

訓
練

加
算

（
共

生
型

サ
ー

ビ
ス

）

 
通

所
介

護
事

業
所

が
共

生
型

生
活

介
護

の
指

定
を

受
け

た
と

き
に

、
通

所
介

護
の

機
能

訓
練

指
導

員
（

理
学

療
法

士
等

）
が

共
生

型
生

活
介

護
に

お
け

る
自

立
訓

練
（

機
能

訓
練

）
を

行
う

こ
と

は
可

能
か

。
ま

た
、

そ
の

場
合

は
個

別
機

能
訓

練
加

算
の

専
従

要
件

に
該

当
す

る
の

か
。

通
所

介
護

の
機

能
訓

練
指

導
員

は
、

配
置

基
準

上
は

１
以

上
と

さ
れ

て
お

り
、

共
生

型
生

活
介

護
に

お
け

る
自

立
訓

練
（

機
能

訓
練

）
を

兼
務

す
る

こ
と

は
可

能
。

共
生

型
サ

ー
ビ

ス
は

、
高

齢
者

と
障

害
児

者
が

同
一

の
事

業
所

で
サ

ー
ビ

ス
を

受
け

や
す

く
す

る
た

め
に

、
介

護
保

険
と

障
害

福
祉

両
方

の
制

度
に

位
置

づ
け

ら
れ

た
も

の
で

あ
り

、
対

象
者

を
区

分
せ

ず
に

、
一

体
的

に
実

施
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

こ
の

た
め

、
機

能
訓

練
指

導
員

が
共

生
型

生
活

介
護

に
お

け
る

自
立

訓
練

（
機

能
訓

練
）

を
行

う
場

 
合

は
、

利
用

者
で

あ
る

高
齢

者
と

障
害

児
者

の
合

計
数

に
よ

り
利

用
定

員
を

定
め

る
こ

と
と

し
て

お
り

、
そ

の
利

用
定

員
の

範
囲

内
に

お
い

て
、

両
事

業
を

一
体

的
に

実
施

し
、

機
能

訓
練

を
行

う
も

の
で

あ
る

 
こ

と
か

ら
、

専
従

要
件

に
該

当
す

る
。

平
成

3
0
年

4
月

改
定

関
係

Ｑ
＆

Ａ
Ｖ

ｏ
ｌ

．
4
　

問
3

定
員

超
過

減
算

（
共

生
型

サ
ー

ビ
ス

）

共
生

型
通

所
介

護
（

障
害

福
祉

制
度

の
生

活
介

護
事

業
所

等
が

、
要

介
護

者
へ

通
所

介
護

を
 
行

う
場

合
）

の
場

合
、

定
員

超
過

の
減

算
は

ど
ち

ら
を

対
象

に
、

ど
の

よ
う

に
見

る
べ

き
か

。

共
生

型
通

所
介

護
事

業
所

の
定

員
に

つ
い

て
は

、
介

護
給

付
の

対
象

と
な

る
利

用
者

（
要

介
護

者
）

 
と

障
害

給
付

の
対

象
と

な
る

利
用

者
（

障
害

児
者

）
と

の
合

算
で

、
利

用
定

員
を

定
め

る
こ

と
と

し
て

い
る

た
め

、
合

計
が

利
用

定
員

を
超

え
た

場
合

に
は

、
介

護
給

付
及

び
障

害
給

付
の

両
方

が
減

算
の

対
象

と
な

る
。

平
成

3
0
年

4
月

改
定

関
係

Ｑ
＆

Ａ
Ｖ

ｏ
ｌ

．
1
　

問
4
8

人
員

基
準

欠
如

減
算

（
共

生
型

サ
ー

ビ
ス

）

共
生

型
通

所
介

護
事

業
所

と
共

生
型

短
期

入
所

生
活

介
護

事
業

所
（

介
護

保
険

の
基

準
を

満
た

し
て

い
な

い
障

害
福

祉
の

事
業

所
）

の
人

員
基

準
欠

如
減

算
は

、
障

害
福

祉
の

事
業

所
と

し
て

人
員

基
準

上
満

た
す

べ
き

員
数

を
下

回
っ

た
場

合
に

は
、

介
護

給
付

と
障

害
給

付
の

両
方

が
減

算
の

対
象

と
な

る
も

の
と

考
え

て
よ

い
か

。

貴
見

の
と

お
り

で
あ

る
。

平
成

3
0
年

4
月

改
定

関
係

Ｑ
＆

Ａ
Ｖ

ｏ
ｌ

．
1
　

問
4
9
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各種届出内容に応じて、以下の通り書類を提出すること。 

届出内容 提出期限 提出書類 

変更の届出 変更があった日から

10 日以内 

別紙「変更届出提出書類一覧（チェック用）」を参照 

※変更箇所が明瞭な書類を作成すること

加算等の体制 

に関する届出 

加算等を開始する 

月の前月 15 日まで 

別紙「【通所介護】介護報酬算定に係る届出提出書類

一覧（チェック用）」を参照 

指定更新申請 更新予定日（有効期間

満了日の翌日）の 

14 日前まで 

別紙「指定更新申請、再開・休止・廃止届に係る提出

書類一覧（チェック用）」を参照 

事業の再開 再開日から 10日以内 別紙「指定更新申請、再開・休止・廃止届に係る提出

書類一覧（チェック用）」を参照 

事業の休止 休止日の 1月前まで 別紙「指定更新申請、再開・休止・廃止届に係る提出

書類一覧（チェック用）」を参照 

事業の廃止 廃止日の 1月前まで 別紙「指定更新申請、再開・休止・廃止届に係る提出

書類一覧（チェック用）」を参照 

留意事項 

・正本１部を提出すること。

・上記の提出書類以外にも、追加で書類の提出を求めることがある。

・届出に必要な書類は、各保健福祉事務所長寿介護課の HP に掲載。

4 各種届出について 
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訪
介

入
浴

訪
看

訪
リ

療
養

通
介

通
リ

貸
与

販
売

確認 書類名　（※印については変更の時のみ）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ □ 変更届出書 第３号様式

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ □ 付表 サービス毎

1　事業所（施設）の名称 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ □ 運営規程　（□新　・　□旧） － 変更箇所を明示

□ 運営規程　（□新　・　□旧） － 変更箇所を明示

□ 土地・建物登記簿謄本（原本）、賃貸借契約書等 －

□ 平面図・位置図 －

□ 登記簿謄本（原本）※ － みなし事業所は提出不要

□ 定款※　　（□新　・　□旧） －
変更箇所を明示
みなし事業所は提出不要

□ 運営規程　（□新　・　□旧） － 変更箇所を明示

□ 業務管理体制に係る届出書（変更） 第2号様式 みなし事業所は提出不要

□ 誓約書　（□居宅サービス・□予防サービス） 参考様式9-1

□ 役員名簿　（□新　・　□旧） 参考様式9-2

□ 登記簿謄本（原本）※ － みなし事業所は提出不要

□ 定款※　　（□新　・　□旧） －
変更箇所を明示
みなし事業所は提出不要

□ 業務管理体制に係る届出書（変更） 第2号様式 みなし事業所は提出不要

□ 登記簿謄本（原本）※ －

□ 定款・寄付行為・条例※　（□新　・　□旧） － 変更箇所を明示

□ 平面図　（□新　・　□旧） － 変更箇所を明示

□ 設備・備品一覧表 参考様式5

7　備品 ○ ○ □ 設備・備品一覧表 参考様式5

□ 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 参考様式1

□ 管理者経歴書 参考様式2

□ 誓約書　（□居宅サービス・□予防サービス） 参考様式9-1

□ 役員名簿　（□新　・　□旧） 参考様式9-2

○ □ 資格証

□ サービス提供責任者経歴書 参考様式2 減員は不要

□ 資格証 減員は不要

□ 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 参考様式1

□ サービス提供責任者配置人数確認表 参考様式1-1

10　運営規程 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ □ 運営規程　（□新　・　□旧） 変更箇所を明示

　営業日、営業時間、利用定員に
　変更のある場合

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ □ 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 参考様式1

契約書 変更箇所を明示

運営規程　（□新　・　□旧）

□ 事業所の種別がわかる書類

□
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

別紙2

別紙1、1-2

□ 運営規程　（□新　・　□旧） 変更箇所を明示

□ 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 参考様式1

□ 資格証

□ 契約書

□ 消毒保管手順書

□ 運営規程　（□新　・　□旧） 変更箇所を明示

□ 誓約書　（□居宅サービス・□予防サービス） 参考様式9-1

□ 役員名簿　（□新　・　□旧） 参考様式9-2

変更届出共通

2　事業所（施設）の所在地 ○ ○ ○ ○

変更届出提出書類一覧（チェック用）

訪介：訪問介護、入浴：訪問入浴、訪看：訪問看護、訪リ：訪問リハ、療養：居宅療養、通介：通所介護、通リ：通所リハ、貸与：福祉用具貸与、販売：福祉用具販売
△：みなし事業所は提出不要

変更届出が必要な事項
※№は、変更届出書様式に対応

届出対象サービス 提出書類
様式 備考

○ ○ ○ ○ ○

○

4　代表者（開設者）の氏名、生年月日、
　　住所、職名

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

3　事業者の名称・
　　主たる事務所の所在地

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○

8　事業所（施設）の管理者の氏名
　　及び住所

5　定款・寄附行為
　　及びその登記事項証明書・条例等
　　（当該事業に関するもの）

○ ○ △ △ ○ ○ ○

○

9　サービス提供責任者の氏名
　　及び住所

○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

6　事業所（施設）の建物の構造
　　専用区画等

○ ○ ○ ○

○ ○

12　事業所の種別 ○ ○

11　協力医療機関（病院）
　　　協力歯科医療機関

○ □

○

16　福祉用具貸与の保管・消毒方法
　　　（委託の場合は、委託先の状況）

13　提供する居宅療養管理指導の種類 ○

○ ○ ○

○

18　役員の氏名、生年月日及び住所 ○ ○ △ △
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１　各加算に共通して提出が必要な書類

番号 確認 提出書類
提出時の留意事項

(詳細は、報酬基準・各様式備考等を確認）
様式

1 □ 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 別紙2

2 □ 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 別紙1

２　加算ごとに提出が必要な書類（以下に記載の無い加算等については、上記１のみの提出で可）

番号 確認 提出書類
提出時の留意事項

(詳細は、報酬基準・各様式備考等を確認）
様式

1 □ 事業所規模確認表（算定区分確認表） ＨＰに別途様式掲載

1 □ 運営規程

1 □ 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 1日の利用予定者数を欄外に記載のこと 参考様式1

2 □ 要介護度３以上の利用者割合がわかる資料

3 □ 資格証（写）：看護職員

1 □ 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 1日の利用予定者数を欄外に記載のこと 参考様式1

2 □ 日常生活自立度ランクⅢ・Ⅳ・Ｍに該当する利用者割合がわかる資料

3 □ 研修修了証（写）：認知症介護実践者研修等修了者

1 □ 協定書・委託契約書等（写） 連携先がわかる資料

1 □ 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 1日の利用予定者数を欄外に記載のこと 参考様式1

2 □ 雇用契約書・辞令等（写）：機能訓練指導員
加算（Ⅰ）：常勤専従職員であることがわかるもの
加算（Ⅱ）：専従職員であることがわかるもの

3 □ 資格証（写）：機能訓練指導員

1 □ ADL維持等加算に係る届出書 別紙19

2 □ ADL維持等加算要件確認表 ＨＰに別途様式掲載

1 □ 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 1日の利用予定者数を欄外に記載のこと 参考様式1

2 □ 資格証（写）：管理栄養士

1 □ 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 1日の利用予定者数を欄外に記載のこと 参考様式1

2 □ 資格証（写）：言語聴覚士・歯科衛生士・看護職員

1 □ サービス提供体制強化加算に関する届出書 別紙12-5

2 □ サービス提供体制強化加算要件確認表①（介護福祉士等の割合の要件）小数点2以下の切捨て処理に注意すること ＨＰに別途様式掲載

3 □ 資格証（写）：介護福祉士

1 □ サービス提供体制強化加算に関する届出書 別紙12-5

2 □ サービス提供体制強化加算要件確認表②(勤続３年以上の割合の要件） 小数点2以下の切捨て処理に注意すること ＨＰに別途様式掲載

3 □ 雇用契約書・辞令等（写） 勤続年数がわかる書類

1 □ 計画書、就業規則、労働保険に加入していることがわかる書類等 健康長寿推進課ＨＰ参照

生活機能向上連携加算

【通所介護】介護報酬算定に係る届出　提出書類一覧（チェック用）

事業所規模による区分の取扱い

延長加算

中重度者ケア体制加算

認知症加算

介護職員処遇改善加算

個別機能訓練加算（Ⅰ）・（Ⅱ）

ADL維持等加算

栄養改善加算

口腔機能向上加算

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ・（Ⅰ）ロ

サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

-72-



番号 確認 提出書類
訪問
介護

訪問
入浴
（予防）

訪問
看護
（予防）

訪問
リハ
（予防）

通所
介護

通所
リハ
（予防）

用具
貸与
（予防）

用具
販売
（予防）

様式

1 □ 指定更新申請書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 第1-2号様式

2 □ 付表 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 各サービスに応じたもの

3 □ 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 参考様式1

4 □ サービス提供責任者配置人数確認表 ○ 参考様式1-1

5 □ 誓約書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 参考様式9-1

6 □ 役員名簿 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 参考様式9-2

7 □ 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 別紙1、1-2

1 □ 再開届 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 第3-2号様式

2 □ 付表 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 各サービスに応じたもの

3 □ 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 参考様式1

4 □ サービス提供責任者配置人数確認表 ○ 参考様式1-1

5 □ 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 別紙1、1-2

6 □ 事業所規模確認表（算定区分確認表） ○ ○ HPに別途様式掲載

7 □ 加算ごとに必要となる各種添付書類 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 参考様式1-1

8 □ 事業所メールアドレス届出書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ HPに別途様式掲載

1 □ 休止・廃止届出書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 第4号様式

指定更新申請、再開・休止・廃止届に係る提出書類一覧（チェック用）

指定更新

再開

休止・廃止
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第３号様式（第４条第１項関係） 
 

変 更 届 出 書 
 

平成○○年 □月△日 
 
   山梨県知事 殿 
                  住所 山梨県甲府市丸の内１－６－１ 
          事業（開設）者（所在地） 
                  氏名 株式会社山梨保健福祉介護サービス 
                （名称及び代表者氏名） 代表取締役 山梨太郎  印 
 

次のとおり指定（許可）を受けた内容を変更しましたので届け出ます。 
介護保険事業所番号 １ ９ × × × × × × × × 

指定内容を変更した事業所（施設） 

名称  デイサービスセンター山梨 

所在地 甲府市丸の内１－６－１ 

サ ー ビ ス の 種 類 通所介護 

変 更 が あ っ た 事 項 変 更 の 内 容 

1 事業所（施設）の名称 （変更前） 

○事業所名称 デイサービスセンター甲府  

○事業所の所在地 

    甲府市太田町９－１ 

○事業所の管理者   甲府太郎 

○運営規程 

  第３条 事業所名称 

       デイサービスセンター甲府 

事業所所在地 

       甲府市太田町９－１ 

  第５条 営業日  月～金 

  第６条 定員 ３０名 

○役員の氏名 旧役員名簿別添 

2 事業所（施設）の所在地 

3 事業（開設）者の名称・主たる事務所の所在地 

4 代表者の職・氏名、生年月日及び住所 

5 
定款・寄附行為及びその登記事項証明書・条例等 

（当該事業に関するものに限る。） 

6 事業所（施設）の建物の構造、専用区画等 

7 
備品（訪問入浴介護事業及び介護予防訪問入浴介護事

業） 

8 事業所（施設）の管理者の氏名、生年月日及び住

所 （介護老人保健施設を除く。） 

9 サービス提供責任者の氏名及び住所等 

10 運営規程 

11 協力医療機関（病院）・協力歯科医療機関 （変更後） 

○事業所名称 デイサービスセンター山梨 

○事業所の所在地 

    甲府市丸の内１－６－１ 

○事業所の管理者  山梨太郎 

○運営規程 

  第３条 事業所名称 

       デイサービスセンター山梨 

事業所所在地 

       甲府市丸の内１－６－１ 

  第５条 営業日  月～土 

第６条 定員 １単位目 ３０名 

２単位目 ２０名 

 ○役員の氏名 新役員名簿別添 

12 事業所の種別 

13 提供する居宅療養管理指導の種類 

14 

事業実施形態 

（単独型、本体施設が特別養護老人ホームの場合

の空床利用型・併設型の別） 

15 入院患者又は入所者の定員 

16 
福祉用具の保管・消毒方法 

（委託している場合にあっては、委託先の状況） 

17 併設施設の状況等 

18 

役員の氏名、生年月日及び住所 

19 介護支援専門員の氏名及びその登録番号  

変 更 年 月 日 平成 ○○ 年  □ 月  △ 日 

 

日付は県への提出日 

㈱介護ｻｰ

ﾋﾞｽ代表取

締役印 

実際に変更のあった日

を記載してください 

変更があった事項の該当する

番号を○で囲んでください 
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付表 6－1 通所介護（療養通所介護）・介護予防通所介護事業所の指定に係る記載事項 

受付番号  
 

事 

業 

所 

フリガナ デイサービスセンターヤマナシ 

名  称 デイサービスセンター山梨 

 

所在地 

（郵便番号４００－００３１） 

 山梨 県 甲府 郡市 丸の内１－６－１ 

 

 

連絡先 電話番号 ○○○－○○○－○○○○ FAX番号 □□□－□□□－□□□□ 

当該事業の実施について定めてある定款・寄附行為等の条文 第 ２ 条第 １ 項第   号 

 

管 

理 

者 

フリガナ ヤマナシタロウ 

住所 

（郵便番号 ４００－８５４３ ） 
 

甲府市太田町９番１号 
氏 名 山梨太郎 

生年月日 昭和３９年１０月１日 

当該通所介護事業所で兼務する他の職種（兼務の場合のみ記入）  

同一敷地内の他の事業所

又は施設の従業者との兼

務（兼務の場合のみ記入） 

名称 山梨指定訪問介護事業所 

兼務する職種 

及び勤務時間等 

  管理者 

１３：００～１７：００（具体的に記載） 

従業者の職種・員数 
生活相談員 看護職員 介護職員 機能訓練指導員  

専従 兼務 専従 兼務 専従 兼務 専従 兼務  

 常 勤（人） １ ３  ２ ２ ７  ２  

非常勤（人）    １  ３  １  

適合の可否      

 食堂及び機能訓練室の合計面積 基準上の必要数値 適合の可否 

 ① １２０．５ ㎡   

②  ７７．７㎡ 

（うち機能訓練室     ㎡） 
㎡以上  

主
な
掲
示
事
項 

営業日 単位ごとの営業日 ２単位共に 月曜日～土曜日   

ただし祝祭日及び１２月３０日～１月３日を除く 

営業時間 単位ごとのサービス提供時間（送迎時間を除く） 

（①９：３０～１６：３０ ②１０：００～１５：００ ③ ： ～ ： ） 

利用定員    ５０ 人（単位ごとの定員① ３０人 ② ２０人 ③   人） 

利用料 法定代理受領分 各利用者の負担割合に応じた額 

法定代理受領分以外 介護報酬告示上の額 

その他の費用 食費○○円、通常実施地域外交通費○○円/ｋｍ 

通常の事業実施地域 ○△□市、×○□市 

添付書類 別添のとおり 

備考  1「受付番号」「基準上の必要人数」「基準上の必要数値」「適合の可否」欄には、記入しないでくだ
さい。 
2 記入欄が不足する場合は、適宜欄を設けて記載するか又は別様に記載した書類を添付してくだ
さい。 

3 「主な掲示事項」については、本欄の記載を省略し、別添資料として添付して差し支えありま
せん。 

4 機能訓練指導員については、生活相談員又は看護職員若しくは介護職員と兼務しない場合にの
み記載してください。 

5 従業者の員数については、総数を記載してください。出張所等がある場合については、当該出
張所に従事する従業者の員数との合計数を記載してください。 

6 当該指定居宅サービス以外のサービスを実施する場合には､当該指定居宅サービス部分とそれ
以外のサービス部分の料金の状況が分かるような料金表を提出してください｡ 
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No  P 

1 生活相談員の資格要件について P77～ 

2 指定通所介護事業所における機能訓練指導員の配置について P81～ 

3 
指定通所介護事業所等における宿泊サービス実施に関する届出書の提出につい

て 

P83～ 

4 指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に師弟通所介護等以外のサ

ービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について 

P85～ 

5 介護報酬の算定構造 P94～ 

6 報酬評価の対象となる地域指定 P96～ 

7 通所介護及び短期入所生活介護における個別機能訓練加算に関する事務処理手

順例及び様式例の提示について 

P97～ 

8 個別機能訓練加算（Ⅰ）の算定に係る機能訓練指導員の配置について P104～ 

9 ＡＤＬ維持等加算に関する事務処理手順及び様式例について P106～ 

10 居宅サービスにおける栄養ケア・マネジメント等に関する事務処理手順及び様

式例の提示について 

P118～ 

11 介護保険制度下での居宅サービス等の対価に係る医療費控除等の 

取扱いについて 

P125～ 

 

 

 

4 参考資料一覧 
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健長第 ４１４１ 号 

平成２９年３月１５日 

 

指定介護老人福祉施設 管理者 

指定短期入所生活介護事業所 管理者      

指定通所介護事業所 管理者          殿 

指定特定施設入居者生活介護事業所 管理者 

 

 

山梨県福祉保健部健康長寿推進課長 

（公 印 省 略） 

 

 

生活相談員の資格要件について（通知） 

 

 

 日ごろ、本県の介護保険行政の推進にご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。 

 さて、指定介護老人福祉施設、指定短期入所生活介護事業所及び指定通所介護事業所に

おいて配置すべき生活相談員の資格要件につきましては、山梨県特別養護老人ホームの設

備及び運営の基準に関する条例第5条第2項に定める生活相談員の基準に準ずるものとして

取り扱っているところですが、今般、「社会福祉法第19条第１項各号のいずれかに該当する

者又は同等以上の能力を有すると認められる者」の具体的資格要件を下記のとおり定める

こととしますので、適切な職員の配置についてご配慮ください。 

 なお、特定施設入居者生活介護事業所における生活相談員の資格要件についても、特段

の規定はないが、生活相談員としての責務や業務内容において指定通所介護事業所等他の

事業所と同等であることから、同様の取扱としますので、ご留意ください。 

 

記 

 
１「社会福祉法第19条第１項各号のいずれかに該当する者」の資格要件 

 （１）社会福祉主事任用資格 
 （２）社会福祉士 
 （３）精神保健福祉士 
 
２「同等以上の能力を有すると認められる者」の資格要件 
（１）介護保険施設・事業所（福祉用具販売、貸与事業所は除く）において、計画の作成 

業務、又は相談援助業務の実務経験が通算 1 年以上 
（２）（１）に該当しないが、介護福祉士資格又は介護支援専門員資格を有する者、若しく 

は実務者研修修了者のうち、介護保険施設・事業所（福祉用具販売、貸与事業所は除 
く）において、入所者・利用者の直接処遇に係る業務の実務経験が通算 3 年以上。 
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３ 施行年月日 平成 29 年 4 月 1 日 
 
４ 経過措置 
  既に指定を受けている事業所において、平成 29 年 3 月 31 日までに生活相談員として

配置されていた者で本通知の資格要件に該当しない場合は、平成 30 年 3 月 31 日までの

間は生活相談員としての要件を満たすものとします。 

 

※この取扱に係るＱ＆Ａ等は、ＷＡＭネットの「県からのお知らせ」に掲載しております

ので、ご確認ください。 

 

 

 

 
問合せ先（下記サービスごとの問合せ先にお願いします。） 

 
指定介護老人福祉施設・指定短期入所生活介護事業所・ 
指定特定施設入居者生活介護事業所 

   健康長寿推進課介護サービス振興担当 ℡:055-223-1455 
 
指定通所介護事業所 

中北保健福祉事務所長寿介護課 ℡:055-237-1383 
峡東保健福祉事務所長寿介護課 ℡:0553-20-2796 
峡南保健福祉事務所長寿介護課 ℡:0556-22-8146 
富士・東部保健福祉事務所長寿介護課 ℡:0555-24-9043 
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（参考様式）

勤　務　先　等 従事した業務の内容

 山梨県特別養護老人ホームに関する基準を定める条例（第５条第２項）
　　　生活相談員は、社会福祉法第１９条第１項各号のいずれかに該当する者
　　　又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
　
　１　「社会福祉法第１９条第１項各号のいずれかに該当する者」
　　・社会福祉主事任用資格
　　・社会福祉士
　　・精神保健福祉士

　２　「同等以上の能力を有すると認められる者」の要件
　　（１）介護保険施設・事業所（福祉用具販売、貸与事業所は除く）において、計画の作成業務、
 　　　　又は相談援助業務の実務経験が通算1年以上
　　（２）（１）に該当しないが、介護福祉士資格又は介護支援専門員資格を有する者、若しくは実務者
         研修修了者のうち、介護保険施設・事業所（福祉用具販売、貸与事業所は除く）において、
         入所者・利用者の直接処遇に係る業務の実務経験が通算3年以上

　　※１　　当該経歴書は、「同等以上の能力を有すると認められる者」に該当する者を生活相談員
　　　　　　  として配置する場合にのみ、提出してください。
　　※２　　職歴等の「従事した業務の内容」については、具体的な業務の内容を記載してください。
　　　　　　　例）入所者の生活相談業務、短期入所生活介護計画作成業務、通所介護事業所での介護業務 等
　　※３　　資格又は修了した研修については、資格者証又は研修修了者証の写しを添付してください。

　　年　　　月

　　年　　　月

　　年　　　月

取　得　（修　了）時　期 資格又は修了した研修の名称

該当する資格要件に○を付す。

　「同等以上の能力を有すると認められる者」の資格要件

（１）介護保険施設・事業所（福祉用具販売、貸与事業所は除く）において、計画の作成業務、
　　　又は相談援助業務の実務経験が通算1年以上

（２）（１）に該当しないが、介護福祉士資格又は介護支援専門員資格を有する者、若しくは
     実務者研修修了者のうち、介護保険施設・事業所（福祉用具販売、貸与事業所は除く）
     において、入所者・利用者の直接処遇に係る業務の実務経験が通算3年以上

職　　　　　歴　　　　　等

期　　　間

　　年　　　月　～　　　年　　　月

　　年　　　月　～　　　年　　　月

　　年　　　月　～　　　年　　　月

　　年　　　月　～　　　年　　　月

　　年　　　月　～　　　年　　　月

資格又は修了した研修

氏　　　名

生　活　相　談　員　　　経　歴　書

事業所 ・ 施設
名称

フリガナ
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Ｑ＆Ａ 

 

問１ 計画の作成業務、又は相談援助業務とは何か。 

 

答１ 計画の作成業務は、居宅サービス計画、介護予防サービス計画、訪問介 

護計画等の各サービス計画（ただし、福祉用具販売・貸与計画は含まない。） 

  の作成業務を指します。 

   相談援助業務は、介護保険法の指定又は開設許可を受けた介護サービス

事業所又は施設での生活相談員又は支援相談員としての業務を指します。 

 

問２ 介護支援専門員の資格は持っていないが、通所介護事業所で通所介護計

画の作成業務に携わっていた者は、計画の作成業務に従事していたと認め

られるか。 

 

答２ 介護支援専門員の資格を持っていない者でも、計画の作成業務の実務経

験がある者は、計画の作成業務に従事していたと認められます。 

 

問３ 実務経験年数についての確認方法は？ 

 

答３ その者の経歴書（別添参考様式）により判断します。 

 

問４ 経過措置期間内に指定有効期間満了日となる事業所において、新たな資

格要件に該当する生活相談員の配置が無い場合は、指定更新されないのか。 

 

答４ 指定更新が経過措置期間内であれば、指定更新は可能である。ただし、 

指定更新後、平成３０年４月１日からは、新たな資格要件に該当する生活 

相談員を配置する必要があります。 
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 長 第 ９ ５ ０ 号 

平成２７年６月１６日 

 

各指定（介護予防）通所介護事業所管理者 殿 

 

山梨県福祉保健部長寿社会課長 

（公 印 省 略） 

 

 指定通所介護事業所における機能訓練指導員の配置について（通知） 

 

 日頃、本県の介護保険行政の推進に御協力いただき、厚く御礼申し上げます。 

 さて、通所介護事業所における機能訓練指導員の配置については、本県では、

これまで、利用定員が１０人以下の指定（介護予防）通所介護事業所にあって

は、基準省令解釈通知ただし書きの解釈により、有資格者である機能訓練指導

員を配置しないことも可とする取扱いをしてきました。 

 この取扱いについて、厚生労働省に見解の再確認を行ったところ、「全ての

（介護予防）通所介護事業所において、有資格者である機能訓練指導員の配置

が必要」との回答が得られたところです。つきましては、今後、下記のとおり

の取扱いとしますので、遺漏のないようよろしくお願いします。 

 なお、新たに有資格者である機能訓練指導員を配置した場合、変更届の提出

は不要であることを申し添えます。 

 また、別添Ｑ＆Ａにつきましても、あわせて御確認下さい。 

 

記 

 

１ 取扱事項 

 （介護予防）通所介護事業所においては、機能訓練指導員として資格のいず 

 れかを有する者を１名以上配置すること。 

 

２ 経過措置 

  既に指定を受けている事業所においては、平成２８年３月３１日までの間、

従前の取扱で差し支えないこと。 

 

 

問合せ先 

中北保健福祉事務所長寿介護課 ℡:055-237-1383 

峡東保健福祉事務所長寿介護課 ℡:0553-20-2796 

峡南保健福祉事務所長寿介護課 ℡:0556-22-8146 

富士・東部保健福祉事務所長寿介護課 ℡:0555-24-9043 
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Ｑ＆Ａ 

 

問１ 機能訓練指導員の資格とは何か。 

 

答１ 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん 

摩マッサージ指圧師の資格を有する者である。 

【指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について】 

（平成１１年９月１７日老企第２５号 第三の六の１（３）） 

 

問２ 機能訓練指導員の配置「１以上」は常勤又は専従である必要があるか。 

 

答２ 「有資格者である機能訓練指導員」が１人以上事業所に配置されている 

必要があるが、その配置については、常勤・非常勤、専従・兼務を問わな 

い。なお、指定（介護予防）通所介護の提供に当たって、（介護予防）通 

所介護計画に基づき、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むこと 

ができるよう必要な援助が、その利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、 

利用者の希望に添って適切に行われるような配置とすること。 

 

問３ 経過措置期間内に指定有効期間満了日となる事業所において、「有資格 

  者である機能訓練指導員」の配置が無い場合は、指定更新されないのか。 

 

答３ 指定更新が経過措置期間内であれば、指定更新は可能である。ただし、 

指定更新後、平成２８年４月１日からは、「有資格者である機能訓練指導 

員」を１名以上配置する必要がある。 
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長 第 ９ ４ ８ 号 

平成２７年６月１６日 

 

 

各指定通所介護事業所管理者 殿 

 

 

山梨県福祉保健部長寿社会課長 

（公 印 省 略） 

 

 

 指定通所介護事業所等における宿泊サービス実施に関する届出書の 

提出について（依頼） 

 

 日頃、本県の介護保険行政の推進に御協力いただき、厚く御礼申し上げます。 

 さて、平成２７年４月１日より、指定通所介護事業所等が指定通所介護事業

等の提供以外の目的で、指定通所介護事業所等の設備を利用し、宿泊サービス

を提供する場合には、宿泊サービスの内容を宿泊サービスの提供開始前に当該

指定通所介護事業者等に係る指定を行った都道府県等（指定権者）への届出が

必要となりました。 

 つきましては、別紙様式により各事業所を管轄する保健福祉事務所あてに、

平成２７年９月３０日までに届出を行っていただくようお願いします。この期

間以降については、その都度届出を行っていただくことになります。なお、当

該届出内容は介護保険法第１１５条の３５の介護サービス情報の基本情報にも

追加されていますので、公表システムにてあわせて報告願います。 

 また、宿泊サービスの提供により事故が発生した場合は、介護保険サービス

提供中の事故と同様に、市町村への報告が必要となります。 

なお、宿泊サービスの実施にあたりましては、別添の厚生労働省発出のガイ

ドラインを遵守していただくようお願いします。 

 

 別紙届出様式は、ＷＡＭネットの「県からのお知らせ」に掲載しております。 

 

 

 

届出・問合せ先 

中北保健福祉事務所長寿介護課 ℡:055-237-1383 

峡東保健福祉事務所長寿介護課 ℡:0553-20-2796 

峡南保健福祉事務所長寿介護課 ℡:0556-22-8146 

富士・東部保健福祉事務所長寿介護課 ℡:0555-24-9043 
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（別添様式） 
開始 

指定通所介護事業所等における宿泊サービス実施に関する   変更   届出書 
休止・廃止 

※１ 
平成  年  月  日 

山梨県知事 殿 
                             法人所在地 
                             名   称 
                             代表者氏名                印 
 

基
本
情
報 

事
業
所
情
報 

フリガナ  事業所 

番号 
 

名称  

フリガナ  

連絡先 

－    － 

（緊急時） 

－    － 

代表者（責任者）

氏名 

 

 

所在地 
（〒   －    ） 

 

宿泊サービスの開始･廃止･休止予定年月日 

（既に開始している場合はその年月日） 
平成   年   月   日 

宿
泊
サ
ー
ビ
ス 

利用定員 人 提供日 
月 火 水 木 金 土 日 

       

提供時間 

： 

～ 

： 

その他年 

間の休日 
 

１泊当たりの 

利用料金 

宿泊 夕食 朝食 

円 円 円 

人
員
関
係 

人
員 

宿泊サービス

の提供時間帯 
人 

時 間帯 での

増員（※２） 

夕食介助 :   ～   : 人 

を通じて配置

する職員数 
朝食介助 :   ～   : 人 

配置する職員

の保有資格等 
  看護職員・介護福祉士・左記以外の介護職員・その他有資格者（        ） 

設
備
関
係 

宿
泊
室 

個 室 

合 計 床面積（※３） 

（   室） 
（   ㎡） （   ㎡） （   ㎡） （   ㎡） （   ㎡） 

（   ㎡） （   ㎡） （   ㎡） （   ㎡） （   ㎡） 

個室以外 

合 計 
場 所 

（※４） 
利用定員 

床面積 

（※３） 

プライバシー確保の方法 

（※５） 

（   室） 

（    ） （   人） （   ㎡）  

（    ） （   人） （   ㎡）  

（    ） （   人） （   ㎡）  

（    ） （   人） （   ㎡）  

（    ） （   人） （   ㎡）  

消
防
設
備 

消火器 有 ・ 無 スプリンクラー設備 有 ・ 無 

自動火災報知 

設備 
有 ・ 無 

消防機関へ通報する 

火災報知器 
有 ・ 無 

※１ 事業開始前に届け出ること。なお、変更の場合は変更箇所のみ記載すること。 

※２ 時間帯での増員を行っていない場合は記載は不要。 

※３ 小数第二位まで（小数第三位を四捨五入して）記載すること。 

※４ 指定通所介護事業所の設備としての用途を記載すること。（機能訓練室、静養室等） 

※５ プライバシーを確保する方法を記載すること。（衝立、家具、パーテーション等） -84-
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報報
酬

評
価

の
対

象
と
な
る
地

域
指

定
 

　
平

成
３

０
年

４
月

１
日

現
在

山
村

振
興

法
厚

生
労

働
大

臣
が

別
に

定
め

る
地

域

甲
府

市
古

関
町

、
梯

町
古

関
町

、
梯

町
古

関
町

、
梯

町
古

関
町

・
梯

町

富
士

吉
田

市
全

域

都
留

市
宝

、
盛

里
全

域
大

平

山
梨

市
牧

丘
町

西
保

中
、

牧
丘

町
牧

平
、

牧
丘

町
北

原
、

三
富

（
全

域
）

牧
丘

町
（

全
域

）
、

三
富

（
全

域
）

牧
丘

町
（

全
域

）
、

三
富

（
全

域
）

牧
丘

町
北

原
(
塩

平
)
、

牧
丘

町
牧

平
（

赤
芝

・
膝

立
)
、

三
富

川
浦

（
雷

）
、

三
富

徳
和

（
徳

和
）

大
月

市
笹

子
町

（
全

域
）

、
七

保
町

（
全

域
）

全
域

浅
川

、
七

保
町

瀬
戸

（
上

和
田

）
、

笹
子

町
黒

野
田

（
追

分
）

韮
崎

市
円

野
町

（
全

域
）

、
清

哲
町

（
全

域
）

円
野

町
（

全
域

）
、

清
哲

町
（

全
域

）
、

神
山

町
（

全
域

）
穂

坂
町

上
今

井
、

穂
坂

町
三

之
蔵

南
ア

ル
プ

ス
市

安
（

全
域

）
曲

輪
田

新
田

、
飯

野
新

田
、

築
山

、
有

野
、

須
沢

、
塩

の
前

、
大

嵐
、

駒
場

、
安

（
全

域
）

、
高

尾
、

平
岡

、
あ

や
め

が
丘

、
上

宮
地

、
曲

輪
田

、
上

野
、

中
野

、
上

市
之

瀬
、

下
市

之
瀬

安
（

全
域

）
安

（
全

域
）

安
倉

（
大

曽
利

）

北
杜

市

須
玉

町
上

津
金

、
須

玉
町

下
津

金
、

須
玉

町
江

草
、

須
玉

町
小

尾
、

須
玉

町
比

志
、

高
根

町
清

里
、

高
根

町
浅

川
、

武
川

町
牧

原
、

武
川

町
三

吹
、

武
川

町
山

高
、

武
川

町
黒

沢
、

武
川

町
新

奥
、

川
町

宮
脇

明
野

町
（

全
域

）
、

須
玉

町
（

全
域

）
、

長
坂

町
（

全
域

）
、

大
泉

町
（

全
域

）
、

白
州

町
（

全
域

）
、

武
川

町
（

全
域

）
、

高
根

町
村

山
西

割
、

高
根

町
蔵

原
、

高
根

町
小

池
、

高
根

町
清

里
、

高
根

町
浅

川
、

小
淵

沢
町

（
全

域
）

須
玉

町
（

全
域

）
、

白
州

町
（

全
域

）
、

武
川

町
（

全
域

）

明
野

町
浅

尾
（

浅
尾

原
・

東
光

）
、

須
玉

町
江

草
（

岩
下

）
、

須
玉

町
小

尾
（

黒
森

、
東

小
尾

、
）

、
須

玉
町

比
志

（
比

志
、

日
影

）
、

須
玉

町
上

津
金

（
大

和
、

桑
原

）
、

須
玉

町
下

津
金

（
御

所
）

、
高

根
町

東
井

出
（

東
井

出
）

、
高

根
町

(
浅

川
・

旧
樫

山
）

、
高

根
町

清
里

（
念

場
）

、
白

州
町

山
口

、
白

州
町

大
坊

、
白

州
町

大
武

川
、

白
州

町
上

教
来

石
、

長
坂

町
（

大
井

ヶ
森

、
白

井
沢

、
小

荒
間

）
、

武
川

町
牧

原
（

真
原

）
、

明
野

町
小

笠
原

（
正

楽
寺

）

甲
斐

市
菅

口
及

び
福

沢

長
塚

、
大

下
条

、
中

下
条

、
島

上
条

、
天

狗
沢

、
大

久
保

、
境

、
牛

句
、

亀
沢

、
打

返
、

漆
戸

、
獅

子
平

、
上

菅
口

、
下

菅
口

、
安

寺
、

神
戸

、
下

福
沢

、
上

福
沢

、
下

沢
、

上
沢

、
吉

沢
、

千
田

、
下

今
井

、
岩

森
、

志
田

、
宇

津
谷

福
沢

笛
吹

市
川

町
（

全
域

）
御

坂
町

（
全

域
）

、
春

日
居

町
国

府
、

春
日

居
町

鎮
目

、
春

日
居

町
徳

条
、

川
町

（
全

域
）

川
町

（
全

域
）

御
坂

町
藤

野
木

、
川

町
上

川
、

川
町

中
川

、
川

町
鶯

宿

上
野

原
市

秋
山

（
全

域
）

、
棡

原
、

西
原

全
域

秋
山

寺
下

、
棡

原
（

小
伏

）
、

和
見

、
秋

山
安

寺
沢

、
飯

尾
、

西
原

、
沢

渡
、

藤
尾

、
棚

頭
、

猪
丸

甲
州

市
平

沢
、

福
生

里
、

竹
森

、
上

萩
原

、
下

小
田

原
、

上
小

田
原

、
一

之
瀬

高
橋

、
大

和
町

（
全

域
）

塩
山

（
全

域
）

、
大

和
町

（
全

域
）

大
和

町
（

全
域

）

市
川

三
郷

町
下

川
、

三
帳

、
高

萩
、

垈
、

中
山

、
畑

熊
上

野
、

大
塚

、
三

帳
、

下
川

、
高

萩
、

中
山

、
垈

、
畑

熊
、

市
川

大
門

、
印

沢
、

黒
沢

、
下

大
鳥

居
、

高
田

、
八

之
尻

、
山

家
、

落
居

、
五

八
、

岩
下

、
寺

所
全

域
落

居
（

網
倉

）
、

下
九

一
色

富
士

川
町

平
林

、
小

室
、

高
下

、
十

谷
、

柳
川

、
鳥

屋
、

箱
原

、
長

知
沢

全
域

旧
鰍

沢
町

十
谷

、
柳

川
、

鳥
屋

、
長

知
沢

･
国

見
平

早
川

町
全

域
全

域
全

域
全

域
湯

島
、

天
久

保
、

久
田

子
、

赤
沢

、
京

ケ
島

、
大

原
野

、
西

之
宮

、
馬

場
、

奈
良

田

身
延

町

清
沢

、
大

炊
平

、
岩

欠
、

杉
山

、
市

之
瀬

、
北

川
、

常
葉

、
下

部
、

湯
之

奥
、

上
之

平
、

波
高

島
、

川
向

、
桃

ヶ
窪

、
大

子
、

折
門

、
八

坂
、

古
関

、
釜

額
、

中
之

倉
、

瀬
戸

、
根

子
、

大
磯

小
磯

、
丸

畑
、

久
保

、
嶺

、
大

山
、

山
家

、
矢

細
工

、
古

長
谷

、
江

尻
窪

、
福

原
、

梨
子

、
遅

沢
、

中
山

、
小

田
船

原
、

門
野

、
大

城
、

相
又

、
清

子
、

光
子

沢
、

横
根

中
、

上
八

木
沢

、
下

八
木

沢
、

帯
金

、
大

垈
、

椿
草

里
、

丸
滝

、
角

打
、

大
崩

、
和

田
、

之
上

、
大

島

全
域

全
域

古
長

谷
、

福
原

、
江

尻
窪

、
梨

子
、

清
子

、
大

塩
、

中
山

、
大

城
、

門
野

、
湯

平
、

日
向

南
沢

、
田

原
、

横
根

中
、

粟
倉

、
相

又
上

南
部

町
内

船
、

井
出

、
十

島
、

上
佐

野
、

下
佐

野
、

楮
根

、
福

士
、

万
沢

全
域

全
域

万
沢

（
陵

草
）

、
福

士
（

徳
間

）

道
志

村
全

域
全

域
全

域
大

渡
、

野
原

、
久

保
、

笹
久

根
、

長
又

、
白

井
平

、
大

室
指

西
桂

町
全

域

鳴
沢

村
全

域
全

域

富
士

河
口

湖
町

長
浜

、
西

湖
精

進
、

本
栖

、
富

士
ヶ

嶺
大

石
、

河
口

、
大

嵐
、

西
湖

、
西

湖
西

、
西

湖
南

、
長

浜
、

精
進

、
本

栖
、

富
士

ヶ
嶺

精
進

、
本

栖
、

富
士

ヶ
嶺

西
湖

、
富

士
ヶ

嶺
、

本
栖

、
精

進
、

根
場

小
菅

村
全

域
全

域
全

域
長

作

丹
波

山
村

全
域

全
域

全
域

☆
特

別
地

域
加

算
対

象
地

域
＝

「
山

村
振

興
法

」
で

定
め

る
地

域
及

び
厚

生
労

働
大

臣
が

別
に

定
め

る
地

域
（

平
成

1
2
年

厚
生

労
働

省
告

示
第

2
4
号

）
　

☆
中

山
間

地
域

等
に

お
け

る
小

規
模

事
業

所
の

評
価

対
象

地
域

＝
「

特
定

農
山

村
法

」
、

「
過

疎
法

」
、

「
豪

雪
法

」
及

び
「

辺
地

法
」

の
対

象
地

域
の

う
ち

、
上

記
「

特
別

地
域

加
算

」
の

対
象

地
域

を
除

く
地

域
。

☆
中

山
間

地
域

等
に

居
住

す
る

者
に

サ
ー

ビ
ス

提
供

し
た

事
業

所
へ

の
評

価
対

象
地

域
＝

「
山

村
振

興
法

」
、

「
特

定
農

山
村

法
」

、
「

過
疎

法
」

、
「

豪
雪

法
」

及
び

「
辺

地
法

」
の

対
象

地
域

【
　

※
　

各
法

律
に

よ
り

指
定

さ
れ

て
い

る
地

域
名

を
現

行
の

地
域

名
に

読
み

替
え

て
あ

り
ま

す
　

】
　

別
添

資
料

②

法
律

名
特

別
地

域
加

算
対

象
地

域
特

定
農

山
村

法
過

疎
法

辺
地

法
豪

雪
法
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個別機能訓練加算（Ⅰ）の算定に係る機能訓練指導員の配置について 
 
 
 
 通所介護における個別機能訓練加算（Ⅰ）の算定にあたっては、「サービス提供時間帯を通じて専従」

する、「常勤」の機能訓練指導員を１名以上、配置することとされています。 
加算の算定に必要な職員の配置について、以下のとおり整理しましたので、ご留意ください。 
 
 

1. 用語の整理 
 
① 「サービス提供時間帯を通じて専従」 

サービス提供時間帯を通じて、個別機能訓練加算（Ⅰ）に係る業務に従事すること。 
個別機能訓練加算（Ⅰ）に係る業務に従事するべき職員は、同日中に個別機能訓練加算（Ⅱ）

に係る業務や看護師業務等、他の業務との兼務をすることはできません。 
 

② 「常勤」 
通所介護事業所において、常勤の従業者が勤務すべき時間数勤務すること。 
同一法人内の他の事業所（併設事業所を含む）等と兼務する場合は,常勤職員として取扱わ

れません。 
 
 

2. 具体例（以下の例は、代表的な事例のみを記載しておりますので、ご留意ください。） 
 
【算定可能な場合】 
〈例 1〉営業日：月曜日～日曜日  ／サービス提供時間：９時～１６時（７時間） 

サービス提供単位数：１単位／常勤職員勤務時間：４０時間／週 
職員 勤務形態 職種 月 火 水 木 金 土 日 勤務時間 

Ａ職員 常勤 機能訓練指導員Ⅰ ８時間 ８時間 休日 ８時間 ８時間 ８時間 休日 ４０時間 

Ｂ職員 常勤 機能訓練指導員Ⅰ 休日 ８時間 休日 ８時間 ８時間 ８時間 ８時間 ４０時間 

個別機能訓練加算（Ⅰ）の算定 ○ ○ × ○ ○ ○ ○  

 ※水曜日のように、加算Ⅰを算定しない日があることは可能ですが、その場合、曜日はあらかじめ

定められ、利用者や居宅介護支援事業者に周知されている必要があります。 
 
 
〈例 2〉営業日：月曜日～日曜日  ／サービス提供時間：９時～１６時（７時間） 

サービス提供単位数：１単位／常勤職員勤務時間：４０時間／週 
職員 勤務形態 職種 月 火 水 木 金 土 日 勤務時間 

Ａ職員 常勤 機能訓練指導員Ⅰ ８時間 ８時間 ８時間 ８時間 ８時間 休日 休日 ４０時間 

Ｂ職員 常勤 

機能訓練指導員Ⅰ ０時間 ０時間 ０時間 

休日 休日 

８時間 ８時間 

４０時間 機能訓練指導員Ⅱ ０時間 ８時間 ８時間 ０時間 ０時間 

看護職員 ８時間 ０時間 ０時間 ０時間 ０時間 

個別機能訓練加算（Ⅰ）の算定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

※加算Ⅰの為に配置された常勤職員が１名以上いる場合（Ａ職員）は、Ｂ職員の月～水曜日の勤務

のように、機能訓練指導員Ⅰ以外の職種に従事することができます。 
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【算定不可能な場合】 
〈例 3〉営業日：月曜日～日曜日  ／サービス提供時間：９時～１８時（９時間） 

サービス提供単位数：１単位／常勤職員勤務時間：４０時間／週 
職員 勤務形態 職種 月 火 水 木 金 土 日 勤務時間 

Ａ職員 常勤 機能訓練指導員Ⅰ ８時間 ８時間 休日 休日 ８時間 ８時間 ８時間 ４０時間 

Ｂ職員 常勤 
機能訓練指導員Ⅰ 

休日 休日 
８時間 ８時間 １時間 １時間 ８時間 

４０時間 
機能訓練指導員Ⅱ ０時間 ０時間 ７時間 ７時間 ０時間 

個別機能訓練加算（Ⅰ）の算定 × × × × × × ○  

※月～木曜日については、サービス提供時間帯（９時間）を通じて機能訓練指導員Ⅰが配置されて

いないため、加算Ⅰを算定することはできません。 
※金～土曜日については、Ｂ職員がサービス提供時間帯を通じて機能訓練指導員Ⅰの業務に従事し

ていないため、加算Ⅰを算定することはできません。 
※日曜日については、職員を 1 時間ずつずらして 9 時間の配置を行うことにより、「サービス提供時

間帯を通じて専従」の要件を満たすため、加算Ⅰを算定することができます。 
 

〈例 4〉営業日：月曜日～日曜日  ／サービス提供時間：９時～１６時（７時間） 
サービス提供単位数：１単位／常勤職員勤務時間：４０時間／週 

職員 勤務形態 職種 月 火 水 木 金 土 日 勤務時間 

Ａ職員 常勤 機能訓練指導員Ⅰ ８時間 ８時間 ８時間 ８時間 ８時間 休日 休日 ４０時間 

Ｂ職員 非常勤 

機能訓練指導員Ⅰ 

休日 休日 

０時間 ０時間 ０時間 ８時間 ８時間 
４０時間 

(法人 
として) 

看護職員 ７時間 ７時間 ７時間 ０時間 ０時間 

他の事業所の業務 １時間 １時間 １時間 ０時間 ０時間 

個別機能訓練加算（Ⅰ）の算定 ○ ○ ○ ○ ○ × ×  

 ※Ｂ職員のように、同一法人内における他の事業所（併設事業所を含む）等の業務に従事している

機能訓練指導員は、当該通所介護事業所の常勤職員として取り扱うことができないため、Ｂ職員が

配置されている土・日曜について、加算Ⅰを算定することはできません。 
 
〈例 5〉営業日：月曜日～日曜日  ／サービス提供時間：９時～１６時（７時間） 

サービス提供単位数：２単位／常勤職員勤務時間：４０時間／週 
単位 職員 勤務形態 職種 月 火 水 木 金 土 日 勤務時間 

その１ 

Ａ職員 常勤 機能訓練指導員Ⅰ ８時間 ８時間 ８時間 ８時間 休日 休日 ８時間 ４０時間 

Ｂ職員 常勤 

機能訓練指導員Ⅰ 
休日 休日 

０時間 ０時間 ８時間 4 時間 ０時間 

４０時間 介護職員 ８時間 ８時間 ０時間 ０時間 ０時間 

その２ 機能訓練指導員Ⅰ ０時間 ０時間 ０時間 ０時間 ０時間 4 時間 ８時間 

個別機能訓練加算（Ⅰ）の算定 △ △ △ △ △ × ○  

※加算Ⅰを複数単位で算定する場合は、単位毎に機能訓練指導員Ⅰの配置が必要となります。 
※月～金曜日については、機能訓練指導員Ⅰが単位その２に配置されていないため、単位その２に

おいて加算Ⅰを算定することはできません。 
※土曜日については、どちらの単位においてもＢ職員がサービス提供時間帯を通じて機能訓練指導

員Ⅰの業務に従事していないため、両方の単位で加算Ⅰを算定することができません。 
 
3. 注意事項 

 勤務表上で「機能訓練指導員」等、機能訓練指導員Ⅰの配置時間が明確にされていない場合

には、加算Ⅰの算定ができない場合がありますので、ご注意ください。 
（上記例の「機能訓練指導員Ⅰ」と「機能訓練指導員Ⅱ」のように分けて管理してください。） 
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老振発 0406 第１号 

老老発 0406 第３号 

平成 30 年４月６日 

 

各都道府県介護保険主管部（局）長 殿 

 

厚生労働省老健局振興課長 

（公印省略） 

老人保健課長 

（公印省略） 

 

 

ＡＤＬ維持等加算に関する事務処理手順及び様式例について 

 

 

通所介護及び地域密着型通所介護（以下「通所介護等サービス」という。）における

ＡＤＬ維持等加算の算定については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関

する基準」（平成 12 年厚生省告示第 19 号）、「指定地域密着型サービスに要する費用の

額の算定に関する基準」（平成 18年厚生労働省告示第 126 号）、「厚生労働大臣が定める

利用者等」（平成 24 年厚生労働省告示第 95 号）、「厚生労働大臣が定める基準」（平成

24 年厚生労働省告示第 96 号）、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基

準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅

介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項につい

て」（平成 12 年３月１日付老企発第 36 号通知）及び「指定地域密着型サービスに要す

る費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の

額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」（平成 18 年３月 31 日

付老計発第 0331005 号・老振発第 0331005 号・老老発第 0331018 号通知）によるほか、

各都道府県（指定都市及び中核市を含む。以下「都道府県等」という。）、各市町村（特

別区を含む。以下「市町村等」という。）及び各都道府県の国民健康保険団体連合会（以

下「国保連合会」という。）におけるＡＤＬ維持等加算の算定の可否に係る事務処理手

順及び様式例は、この通知のとおりとするため、御了知の上、管下市町村等、関係団体、

関係機関にその周知をお願いする。 

 

 

記 
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１ ＡＤＬ維持等加算の概要 

ＡＤＬ維持等加算は、一定の要件を満たす通所介護等サービスを提供する事業所

（以下「通所介護等事業所」という。）において、評価対象期間（加算を算定しよう

とする年度の初日の属する年の前年の１月から 12 月までの期間（基準に適合してい

るものとして届け出た年においては、届出の日の属する月から同年 12 月までの期

間。）。）内に当該通所介護等サービスを利用した者のＡＤＬの維持又は改善の度合い

が一定の水準を超える等の要件を満たした場合に、当該評価対象期間の翌年の４月か

ら始まる年度における通所介護等サービスの提供につき加算を行うものである。 

ＡＤＬ維持等加算の算定要件については、上記の告示及び通知を参照すべきもので

あるが、評価対象期間において当該加算を算定しようとする通所介護等事業所が満た

すべき要件（「厚生労働大臣が定める基準」（平成 27 年厚生労働省告示第 95 号。以下

「大臣基準告示」という。）第 16 号の２イ参照。以下「加算の要件」という。）は以

下の通りである。 

（１） 利用者（当該指定通所介護事業所又は当該指定地域密着型通所介護事業所を

連続して６月以上利用し、かつ、その利用期間（（２）において「評価対象利用期

間」という。）において、５時間以上の通所介護費の算定回数が５時間未満の通所

介護費の算定回数を上回る者に限る。以下同じ。）の総数が 20 人以上であること。 

（２） 利用者の総数のうち、評価対象利用期間の初月（複数の評価対象利用期間の

初月が存在する場合は、複数の評価対象利用期間の初月のうち最も早い月とする。

以下「評価対象利用開始月」という。）において、要介護状態区分が要介護３、要

介護４及び要介護５である者の占める割合が 100 分の 15 以上であること。 

（３） 利用者の総数のうち、評価対象利用開始月において、初回の介護保険法（平

成９年法律第 123 号）第 27 条第１項の要介護認定又は介護保険法第 32条第１項の

要支援認定があった月から起算して12月以内である者の占める割合が100分の 15

以下であること。 

（４） 利用者の総数のうち、評価対象利用開始月と、当該月から起算して６月目に

おいて、機能訓練指導員がＡＤＬを評価し、その評価に基づく値（以下「ＡＤＬ値」

という。）を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に当該測定が提出さ

れている者（（５）において「提出者」という。）の占める割合が 100 分の 90 以上

であること。 

（５） 評価対象利用開始月から起算して６月目の月に測定したＡＤＬ値から評価対

象利用開始月に測定したＡＤＬ値を控除して得た値（以下「ＡＤＬ利得」という。）

が多い順に、提出者の総数の上位 100 分の 85 に相当する数（その数に１未満の端

数が生じたときは、これを切り上げるものとする。）の利用者について、次の①か

ら③までに掲げる利用者の区分に応じ、当該①から③までに定める値を合計して得
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た値が０以上であること。 

① ＡＤＬ利得が０より大きい利用者 １ 

② ＡＤＬ利得が０の利用者 ０ 

③ ＡＤＬ利得が０未満の利用者 マイナス１ 

※ 平成 30 年度については、平成 29 年 1月から 12 月までの評価対象期間につい

て、次のイからハまでを満たしている場合に算定できることとする。 

イ 大臣基準告示第 16号の２イ（１）から（３）までの基準を満たすことを示

す書類を保存していること。 

ロ 同号イ（４）の基準（厚生労働大臣への提出を除く。）を満たすことを示す

書類を保存していること。 

ハ 同号イ（５）中「提出者」を「ＡＤＬ値が記録されている者」とした場合

に、同号イ（５）の基準を満たすことを示す書類を保存していること。 

（「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、

居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要す

る費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」（平成

12 年３月１日付老企発第 36 号通知）及び「指定地域密着型サービスに要する費

用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用

の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」（平成 18 年

３月 31 日付老計発第 0331005 号・老振発第 0331005 号・老老発第 0331018 号通

知）参照。） 

 

２ ＡＤＬ維持等加算の対象事業所の決定に係る事務処理の流れ 

ＡＤＬ維持等加算の対象事業所の決定について、平成 30 年度は「ＡＤＬ維持等加

算の対象事業所の決定に関する事務フロー（平成 30 年度に算定する場合）」（別紙１）

に基づき、平成 31 年度以降は「ＡＤＬ維持等加算の対象事業所の決定に関する事務

フロー（平成 31年度以降に算定する場合）」（別紙２）に基づき、「ＡＤＬ維持等加算

の事務スケジュール」（別紙３）で示すスケジュールで決定することとし、当該決定

に係る事務処理については、通所介護等事業所に関する介護給付費算定に係る体制等

に関する通知（※１）で定める「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（※２）」

の「ＡＤＬ維持等加算」及び「ＡＤＬ維持等加算（申出）の有無」と別紙 19「ＡＤ

Ｌ維持等加算に係る届出書」の届出を基に、指定権者（都道府県等又は市町村等）及

び各都道府県の国保連合会において行うこととする。 

※１ 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定居宅介護支援

に要する費用の額の算定に関する基準、指定施設サービス等に要する費用の額の

算定に関する基準、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準、

指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定地域密着型サービ
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スに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービス

に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う介護給付費算定に係る体制

等に関する届出等における留意点について」（平成12年３月８日老企第41号 厚

生省老人保健福祉局企画課長通知） 

※２ 別紙１「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（居宅サービス・施設サービ

ス・居宅介護支援）」又は別紙１－３「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

（地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス）」 

 

３ 平成 30 年度のＡＤＬ維持等加算の算定に係る事務の流れ 

（１） 事業所による届出について 

加算の要件を満たす通所介護等事業所が、平成 30 年度にＡＤＬ維持等加算の算

定を希望する場合は、当該加算を算定しようとする月の前月の 15 日までに、「介

護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の「ＡＤＬ維持等加算」及び「ＡＤＬ維

持等加算に係る届出書」を指定権者に届け出る必要がある。 

（２） 指定権者が行う事務処理について 

① 事業所の算定の可否の決定及び事業所等に対する通知 

    指定権者は、当該加算を算定しようとする月の前月の 15 日までに通所介護等

事業所から受理した「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の「ＡＤＬ維持

等加算」の内容を確認するとともに、当該事業所から受理した「ＡＤＬ維持等加

算に係る届出書」において、当該事業所が加算の要件⑴から⑸までを全て満たす

かを確認した上で、ＡＤＬ維持等加算の対象事業所を決定することとする。 

また、指定権者は、当該加算の算定の可否を当該事業所（都道府県が事業所

に通知する場合にあっては、当該事業所の所在する市町村等にも通知すること

とする。）に通知するとともに、都道府県は各事業所の当該加算の算定の可否を

届出月の事業所異動連絡票情報として国保連合会へ送付する。 

② 居宅介護支援事業所、住民等に対する周知 

    指定権者は 、ＡＤＬ維持等加算の対象事業所情報を公表し、居宅介護支援事

業所、住民等に周知することにより、４月からの利用者の事業所の選択、居宅介

護支援事業所における給付管理業務、ケアプラン作成等に支障の生ずることがな

いように対応されたい。 

（３） 国保連合会が行う事務処理について 

国保連合会は、都道府県から、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の「Ａ

ＤＬ維持等加算」を届出月の事業所異動連絡票情報として受理することにより、

各事業所における当該加算を算定しようとする年度の当該加算の算定の可否を確

認することとする。 
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４ 平成 31 年度以降のＡＤＬ維持等加算の算定に係る事務の流れ 

（１） 事業所による届出について 

加算の要件を満たす通所介護等事業所が、平成 31 年度以降にＡＤＬ維持等加算

の算定を希望する場合は、当該加算を算定しようとする年度の初日の属する年の

前年の 12月 15 日までに、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の「ＡＤＬ

維持等加算（申出）の有無」の届出（届出を行った翌年度以降に再度算定を希望

する場合にあっては、「ＡＤＬ維持等加算（申出）の有無」の届出は不要であり、

届出を行った翌年度以降に算定を希望しなくなった場合にあっては、「ＡＤＬ維持

等加算（申出）の有無」を「なし」として届出ることが必要となる。）を行うとと

もに、当該加算を算定しようとする年度の初日の属する年の３月 15 日までに、「介

護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の「ＡＤＬ維持等加算」並びに「ＡＤＬ

維持等加算に係る届出書」の１から４まで及び５⑶から５⑸までの届出を行う必

要がある。 

（２） 指定権者が行う事務処理について 

① 事業所からの申出の受理、国保連合会に対する送付 

    指定権者は、当該加算を算定しようとする年度の初日の属する年の前年の 12

月 15 日までに、通所介護等事業所から受理した「介護給付費算定に係る体制等

状況一覧表」の「ＡＤＬ維持等加算（申出）の有無」の内容を確認するとともに、

都道府県は当該届出を届出月の事業所異動連絡票情報として国保連合会へ送付

する。 

② 事業所の算定の可否の決定及び事業所等に対する決定通知 

    都道府県は、国保連合会から送付された「ＡＤＬ維持等加算算定要件適合事業

所一覧表」（別紙４）及び「ＡＤＬ維持等加算算定要件不適合一覧表」（別紙５）

のうち、指定都市又は中核市が指定する事業所分について、それぞれの市へ送付

しなければならない。 

    指定権者は、（別紙４）において当該加算の要件の⑴及び⑵を満たす事業所に

ついて、当該加算を算定しようとする年度の初日の属する年の３月 15 日までに、

当該事業所から受理した「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の「ＡＤＬ

維持等加算」の内容を確認するとともに、当該事業所から受理した「ＡＤＬ維持

等加算に係る届出書」の１から４まで及び５⑶から５⑸までにより、当該事業所

が当該加算の要件⑶から⑸までを満たすかを確認した上で、ＡＤＬ維持等加算の

対象事業所を決定し、当該加算の算定の可否を事業所（都道府県が事業所に通知

する場合にあっては、当該事業所の所在する市町村等 にも通知することとする。）

に通知するとともに、都道府県は各事業所の当該加算の算定の可否を、当該加算

を算定しようとする年度の４月届出分の事業所異動連絡票情報として国保連合

会へ送付する。 
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③ 居宅介護支援事業所、住民等に対する周知 

    指定権者は、ＡＤＬ維持等加算の対象事業所情報を公表し、居宅介護支援事業

所、住民等に周知することにより、４月からの利用者の事業所の選択、居宅介護

支援事業所における給付管理業務、ケアプラン作成等に支障の生ずることがない

ように対応されたい。 

（３） 国保連合会が行う事務処理について 

   国保連合会は、都道府県から、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の「Ａ

ＤＬ維持等加算」を届出月の事業所異動連絡票情報として受理することにより、各

事業所における当該加算を算定しようとする年度の当該加算の算定の可否につい

て確認することとする。 

   また、国保連合会は、各事業所の当該加算を算定しようとする年度の初日の属す

る年の前年のＡＤＬ維持等加算の申出については、都道府県から、「介護給付費算

定に係る体制等状況一覧表」の「ＡＤＬ維持等加算（申出）の有無」を、当該加算

を算定しようとする年度の初日の属する年の一月処理分の事業所異動連絡票情報

として受理した上で、以下①～③の手順に従って算定要件適合の確認に関する事務

処理を行うこととする。 

① 評価対象受給者の抽出 

    国保連合会は、受給者台帳及び管轄区域内全ての通所介護等事業所（評価対象

期間の 1月～12月の間でサービス提供がない事業所は除く。以下同じ。）の給付

実績（当該全ての通所介護等事業所から国保連合会に対し請求した現物給付分に

限る。）より、評価対象期間のうち、全ての通所介護等事業所のうち一つの事業

所を連続して６月以上利用し、かつ、その利用期間（以下「評価対象利用期間」

という。）において、５時間以上の通所介護費の算定回数が５時間未満の通所介

護費の算定回数を上回る者を抽出することとする。  

② 評価基準値の算出等  

    ＡＤＬ維持等加算の対象事業所は、次の(ⅰ)及び(ⅱ)の算定式に適合している

必要があり、国保連合会は、全ての通所介護等事業所について、事業所番号・通

所介護等サービスの種類ごとに(ⅰ)及び(ⅱ)を用いて評価基準値を算出する。 

    なお、評価対象受給者について、事業所の所在地が他都道府県であるものは、

当該事業所の所在する都道府県の国保連合会と当該評価対象受給者が所在する

都道府県の国保連合会が当該情報の交換を行った上で、評価基準値を算出するこ

と。 

 

(ⅰ)評価対象受給者の数 

     評価対象受給者数（Ａ） 

      Ａ：②の評価対象受給者の数 

≧20 
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(ⅱ)重度者の割合 

       重度者数（Ｂ） 

       評価対象受給者数（Ａ） 

      Ｂ：②の評価対象受給者のうち、評価対象利用期間の初月（複数の評価対

象利用期間の初月が存在する場合は、複数の評価対象利用期間の初月

のうち最も早い月とする。以下「評価対象利用開始月」という。）に

おいて、要介護状態区分が要介護３、要介護４及び要介護５である者

の数 

③ 算定要件適合一覧表等の送付 

国保連合会は、②において算出した評価基準値に基づき、次のとおり資料

を作成し、各年２月下旬に各都道府県、各市町村宛に送付する。 

(ⅰ) ②の全てを満たす場合は、「ＡＤＬ維持等加算算定要件適合事業所一覧

表」（別紙４）を作成する。 

(ⅱ) ②のいずれか１以上を満たさない場合は、「ＡＤＬ維持等加算算定要件

不適合事業所一覧表」（別紙５）を作成する。 

 

≧0.15 
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績
集

計

（
平

成
31

年
度

算
定

用
）

申
出

の
提

出
（
平

成
31

年
度

算
定

用
）

評
価

期
間

（
平

成
33

年
度

算
定

用
）

平
成

31
年

の
評

価
を

も
っ

て
算

定

書
類

・
体

制
の

提
出

（
平

成
31

年
度

算
定

用
）

加
算

算
定

可
能

事
業

所
判

定

（
平

成
30

年
度

算
定

用
）

（
※

１
）

事
業

所
利

用
人

数
に

係
る

情
報

（
帳

票
）
作

成加
算

算
定

可
能

事
業

所
判

定

（
平

成
31

年
度

算
定

用
）

（
※

２
）

書
類

・
体

制
の

提
出

等
を

も
っ

て
算

定

評
価

対
象

事
業

所
実

績
集

計

（
平

成
33

年
度

算
定

用
）

都
道

府
県

へ

事
業

所
利

用
人

数
に

係
る

情
報

（
帳

票
）
連

携

国
保

連
合

会
へ

事
業

所
台

帳
連

携

平 成 ３ ３ 年 度 以 降 も 平 成 ３ １ ・ ３ ２ 年 度 と 同 様 の 事 務 処 理 ス ケ ジ ュ ー ル
都

道
府

県
へ

事
業

所
利

用
人

数
に

係
る

情
報

（
帳

票
）
連

携

国
保

連
合

会
へ

事
業

所
台

帳
連

携

施
行

書
類

・
体

制
の

提
出

（
平

成
30

年
度

算
定

用
）

※
点

線
期

間
は

年
度

途
中

に
算

定
の

届
出

が
発

生
し

た
場

合

申
出

の
提

出
（
平

成
33

年
度

算
定

用
）

国
保

連
合

会
へ

事
業

所
の

申
出

連
携

国
保

連
合

会
へ

事
業

所
の

申
出

連
携

事
業

所
利

用
人

数
に

係
る

情
報

（
帳

票
）
作

成

評
価

期
間

（
平

成
32

年
度

算
定

用
）

平
成

30
年

の
評

価
を

も
っ

て
算

定

評
価

対
象

事
業

所
実

績
集

計

（
平

成
32

年
度

算
定

用
）

都
道

府
県

へ

事
業

所
利

用
人

数
に

係
る

情
報

（
帳

票
）
連

携

国
保

連
合

会
へ

事
業

所
台

帳
連

携

申
出

の
提

出
（
平

成
32

年
度

算
定

用
）

国
保

連
合

会
へ

事
業

所
の

申
出

連
携書

類
・
体

制
の

提
出

（
平

成
32

年
度

算
定

用
）

加
算

算
定

可
能

事
業

所
判

定

（
平

成
32

年
度

算
定

用
）

（
※

２
）

書
類

・
体

制
の

提
出

（
平

成
33

年
度

算
定

用
）
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別
紙
４

都
道
府
県
（
保
険
者
）
番
号

9
9

都
道
府
県
（
保
険
者
）

○
○
○
○
県

事
業
所
番
号

サ
ー
ビ
ス
種
類
名

Ａ
Ｄ
Ｌ
維
持
等
加
算
（
申

出
）

の
有
無

評
価
対
象
者
数

(
X
)

重
度
者
総
数

(
Y
)

重
度
者
割
合

(
Y
/
X
)
[
％
]

9
9
9
9
9
9
9
9
9
1

通
所
介
護

あ
り

3
2

3
2

1
0
0

9
9
9
9
9
9
9
9
9
2

通
所
介
護

7
5

6
9

9
2

※
　

算
定

の
た

め
の

要
件

＝
①

評
価

対
象

者
数

が
２

０
人

以
上

、
②

重
度

者
割

合
(Y

/
X
)が

１
５

％
以

上
　

の
全

て
を

満
た

し
て

い
る

こ
と

・
都

道
府

県
（
保

険
者

）
番

号
…

加
算

届
出

先
の

都
道

府
県

（
保

険
者

）
番

号

・
都

道
府

県
（
保

険
者

）
名

…
加

算
届

出
先

の
都

道
府

県
（
保

険
者

）
名

・
事

業
所

番
号

…
サ

ー
ビ

ス
提

供
事

業
所

の
指

定
介

護
（
地

域
密

着
型

）
サ

ー
ビ

ス
事

業
所

番
号

・
サ

ー
ビ

ス
事

業
所

名
…

サ
ー

ビ
ス

提
供

事
業

所
の

名
称

・
サ

ー
ビ

ス
種

類
名

…
「
通

所
介

護
」
又

は
「
地

域
密

着
型

通
所

介
護

」

・
Ａ

Ｄ
Ｌ

維
持

等
加

算
（
申

出
）
の

有
無

…
「
Ａ

Ｄ
Ｌ

維
持

等
加

算
（
申

出
）
の

有
無

」
が

「
2
：
あ

り
」
の

場
合

の
み

「
あ

り
」
と

印
字

す
る

・
評

価
対

象
者

数
(X

)…
評

価
対

象
期

間
（
注

１
）
に

連
続

し
て

６
月

以
上

利
用

し
た

期
間

（
注

２
）
（
評

価
対

象
利

用
期

間
）
の

あ
る

要
介

護
者

（
注

３
）
の

数

　
注

１
 ：

 加
算

を
算

定
す

る
年

度
の

初
日

の
属

す
る

年
の

前
年

の
１

月
か

ら
１

２
月

ま
で

の
期

間
。

　
注

２
 ：

 複
数

あ
る

場
合

に
は

最
初

の
月

が
最

も
早

い
も

の
。

　
注

３
 ：

 評
価

対
象

利
用

期
間

中
、

５
時

間
以

上
の

通
所

介
護

費
の

算
定

回
数

が
５

時
間

未
満

の
通

所
介

護
費

の
算

定
回

数
を

上
回

る
も

の
に

限
る

。

・
重

度
者

総
数

(Y
)…

評
価

対
象

者
数

(X
)の

う
ち

、
評

価
対

象
利

用
期

間
の

最
初

の
月

（
評

価
対

象
利

用
開

始
月

）
に

お
い

て
、

要
介

護
度

が
３

、
４

及
び

５
で

あ
る

者
の

数

・
重

度
者

割
合

(Y
/
X
)[

％
]…

重
度

者
総

数
(Y

)÷
評

価
対

象
者

数
(X

)×
１

０
０

（
小

数
点

以
下

切
り

上
げ

）

Ａ
Ｄ

Ｌ
維

持
等

加
算

算
定

要
件

適
合

事
業

所
一

覧
表

サ
ー
ビ
ス
事
業
所
名

○
○
事
業
所

○
○
事
業
所

以
下
に
示
す
事
業
所
に
つ
い
て
、
平
成
○
年
度
の
Ａ
Ｄ
Ｌ
維
持
等
加
算
算
定
の
た
め
の
要
件
（
※
）
に
適
合
し
ま
し
た
の
で
、
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

平
成
○
年
○
月
○
日

○
頁

○
○
県
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
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別
紙
５

都
道
府
県
（
保
険
者
）
番
号

9
9

都
道
府
県
（
保
険
者
）

○
○
○
○
県

事
業
所
番
号

サ
ー
ビ
ス
種
類
名

Ａ
Ｄ
Ｌ
維
持
等
加
算
（
申

出
）

の
有
無

評
価
対
象
者
数

(
X
)

重
度
者
総
数

(
Y
)

重
度
者
割
合

(
Y
/
X
)
[
％
]

9
9
9
9
9
9
9
9
9
1

通
所
介
護

あ
り

3
2

3
2

1
0
0

9
9
9
9
9
9
9
9
9
2

通
所
介
護

7
5

6
9

9
2

※
　

算
定

の
た

め
の

要
件

＝
①

評
価

対
象

者
数

が
２

０
人

以
上

、
②

重
度

者
割

合
(Y

/
X
)が

１
５

％
以

上
　

の
全

て
を

満
た

し
て

い
る

こ
と

・
都

道
府

県
（
保

険
者

）
番

号
…

加
算

届
出

先
の

都
道

府
県

（
保

険
者

）
番

号

・
都

道
府

県
（
保

険
者

）
名

…
加

算
届

出
先

の
都

道
府

県
（
保

険
者

）
名

・
事

業
所

番
号

…
サ

ー
ビ

ス
提

供
事

業
所

の
指

定
介

護
（
地

域
密

着
型

）
サ

ー
ビ

ス
事

業
所

番
号

・
サ

ー
ビ

ス
事

業
所

名
…

サ
ー

ビ
ス

提
供

事
業

所
の

名
称

・
サ

ー
ビ

ス
種

類
名

…
「
通

所
介

護
」
又

は
「
地

域
密

着
型

通
所

介
護

」

・
Ａ

Ｄ
Ｌ

維
持

等
加

算
（
申

出
）
の

有
無

…
「
Ａ

Ｄ
Ｌ

維
持

等
加

算
（
申

出
）
の

有
無

」
が

「
2
：
あ

り
」
の

場
合

の
み

「
あ

り
」
と

印
字

す
る

・
評

価
対

象
者

数
(X

)…
評

価
対

象
期

間
（
注

１
）
に

連
続

し
て

６
月

以
上

利
用

し
た

期
間

（
注

２
）
（
評

価
対

象
利

用
期

間
）
の

あ
る

要
介

護
者

（
注

３
）
の

数

　
注

１
 ：

 加
算

を
算

定
す

る
年

度
の

初
日

の
属

す
る

年
の

前
年

の
１

月
か

ら
１

２
月

ま
で

の
期

間
。

　
注

２
 ：

 複
数

あ
る

場
合

に
は

最
初

の
月

が
最

も
早

い
も

の
。

　
注

３
 ：

 評
価

対
象

利
用

期
間

中
、

５
時

間
以

上
の

通
所

介
護

費
の

算
定

回
数

が
５

時
間

未
満

の
通

所
介

護
費

の
算

定
回

数
を

上
回

る
も

の
に

限
る

。

・
重

度
者

総
数

(Y
)…

評
価

対
象

者
数

(X
)の

う
ち

、
評

価
対

象
利

用
期

間
の

最
初

の
月

（
評

価
対

象
利

用
開

始
月

）
に

お
い

て
、

要
介

護
度

が
３

、
４

及
び

５
で

あ
る

者
の

数

・
重

度
者

割
合

(Y
/
X
)[

％
]…

重
度

者
総

数
(Y

)÷
評

価
対

象
者

数
(X

)×
１

０
０

（
小

数
点

以
下

切
り

上
げ

）

Ａ
Ｄ

Ｌ
維

持
等

加
算

算
定

要
件

不
適

合
事

業
所

一
覧

表

サ
ー
ビ
ス
事
業
所
名

○
○
事
業
所

○
○
事
業
所

以
下
に
示
す
事
業
所
に
つ
い
て
、
平
成
○
年
度
の
Ａ
Ｄ
Ｌ
維
持
等
加
算
算
定
の
た
め
の
要
件
（
※
）
に
適
合
し
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

平
成
○
年
○
月
○
日

○
頁

○
○
県
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会

-
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事 務 連 絡 

平成 25 年 1 月 25 日 

各都道府県介護保険担当部（局）担当者 様 

 

 

介護保険制度下での居宅サービス等の対価に係る医療費控除等の 

取扱いについて 

 

介護保険制度下での居宅サービス等の対価に係る医療費控除の取扱いについては、そ

の基本的考え方に変更はありませんが、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等

の一部を改正する法律（平成 23 年法律第 72 号）の施行により、新たなサービス類型が

創設されたことに伴い、「介護保険制度下での居宅サービスの対価にかかる医療費控除

の取扱いについて」（平成 12 年６月１日老発第 509 号）を、国税庁との協議の下、別

添１のとおり改正し、平成 24 年４月サービス分より適用することとします。 

また、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律（平成

23 年法律第 72 号）による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法の規定により、介護福

祉士及び認定特定行為業務従事者（以下「介護福祉士等」という。）が、診療の補助と

して喀痰吸引及び経管栄養（同法附則第３条第１項に規定する特定行為を含む。以下「喀

痰吸引等」という。）の実施が認められたことに伴い、介護保険制度下での介護福祉士

等による喀痰吸引等の対価に係る医療費控除の取扱いについて、国税庁との協議の下、

別添２のとおり取り扱うこととし、平成 24 年４月サービス分より適用することとしま

す。 

なお、領収証については、平成 24 年４月分から様式の改正が行われるまでのものは

差し替えるなど、適正にお取り扱いいただく必要があります。 

貴都道府県内（区）市町村（政令市、中核市も含む）、関係団体、関係機関等にその

周知徹底を図るとともに、その運用に遺憾なきよう、よろしくお願いいたします。 

 

（参考） 

・介護保険制度下における居宅サービス等の類型及び医療費控除の取扱い 

 

 

厚生労働省老健局総務課企画法令係 

（電話番号） 

０３（５２５３）１１１１（代） 

内線 ３９０９  

０３（３５９１）０９５４（直通）
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（別添１） 

介護保険制度下での居宅サービス等の対価に係る医療費控除の取扱いについては、下

記のとおりとする。 

 

１ 対象者 

次の(1)及び(2)のいずれの要件も満たす者 

(1) 介護保険法（平成９年法律第 123 号。以下「法」という。）第 8 条第 23 項に

規定する居宅サービス計画（介護保険法施行規則（平成 11 年厚生省令第 36 号。

以下「規則」という。）第 64 条第１号ニに規定する指定居宅サービスの利用に係

る計画（市町村への届出が受理されているものに限る。）及び第 65 条の 4 第 1 号

ハに規定する指定地域密着型サービスの利用に係る計画（市町村への届出が受理さ

れているものに限る。）を含む。以下、「居宅サービス計画」という。）又は法第

8 条の 2 第 18 項に規定する介護予防サービス計画（規則 83 条の 9 第 1 号ニに規

定する指定介護予防サービスの利用に係る計画（市町村への届出が受理されている

ものに限る。）及び第 85 条の 2 第 1 号ハに規定する指定地域密着型介護予防サー

ビスの利用に係る計画（市町村への届出が受理されているものに限る。）を含む。

以下、「介護予防サービス計画」という。）に基づき、居宅サービス、地域密着型

サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービス（以下「居宅サービ

ス等」という。）を利用すること。 

(2) (1)の居宅サービス計画又は介護予防サービス計画に、次に掲げる居宅サービス、

地域密着型サービス又は介護予防サービスのいずれかが位置付けられること。 

（居宅サービス） 

イ 法第 8 条第 4 項に規定する訪問看護 

ロ 法第 8 条第 5 項に規定する訪問リハビリテーション 

ハ 法第 8 条第 6 項に規定する居宅療養管理指導 

ニ 法第 8 条第 8 項に規定する通所リハビリテーション 

ホ 法第 8 条第 10 項に規定する短期入所療養介護 

  （地域密着型サービス） 

ヘ 法第 8 条第 15 項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

  ただし、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準

（平成 18 年厚生労働省告示第 126 号）別表指定地域密着型サービス介護給

付費単位数表１定期巡回・随時対応型訪問介護看護費イ(1)及びロに掲げる

場合を除く。 

ト 法第 8 条第 22 項に規定する複合型サービス 

  ただし、上記イからへに掲げるサービスを含む組合せにより提供されるも

のに限る。 
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（介護予防サービス） 

チ 法第 8 条の 2 第 4 項に規定する介護予防訪問看護 

リ 法第 8 条の 2 第 5 項に規定する介護予防訪問リハビリテーション 

ヌ 法第 8 条の 2 第 6 項に規定する介護予防居宅療養管理指導 

ル 法第 8 条の 2 第 8 項に規定する介護予防通所リハビリテーション 

ヲ 法第 8 条の 2 第 10 項に規定する介護予防短期入所療養介護 

（注）イ及びチについては、高齢者の医療の確保に関する法律及び医療保険各

法の訪問看護療養費の支給に係る訪問看護を含む。 

 

２ 対象となる居宅サービス等 

１の(2)に掲げる居宅サービス、地域密着型サービス又は介護予防サービスと併せ

て利用する次に掲げる居宅サービス等 

（居宅サービス） 

(1) 法第 8 条第 2 項に規定する訪問介護 

ただし、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成 12 年厚

生省告示第 19 号）別表指定居宅サービス介護給付費単位数表１訪問介護費ロに掲

げる場合（以下「生活援助中心型に係る訪問介護」という。）を除く。 

(2)  法第 8 条第 3 項に規定する訪問入浴介護 

(3)  法第 8 条第 7 項に規定する通所介護 

(4)  法第 8 条第 9 項に規定する短期入所生活介護 

（地域密着型サービス） 

(5)  法第 8 条第 15 項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

ただし、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成

18 年厚生労働省告示第 126 号）別表指定地域密着型サービス介護給付費単位数表

１定期巡回・随時対応型訪問介護看護費イ(2)に掲げる場合を除く。 

(6)  法第 8 条第 16 項に規定する夜間対応型訪問介護 

(7)  法第 8 条第 17 項に規定する認知症対応型通所介護 

(8)  法第 8 条第 18 項に規定する小規模多機能型居宅介護 

(9) 法第 8 条第 22 項に規定する複合型サービス 

ただし、１(2)イからへに掲げるサービスを含まない組合せにより提供されるも

の（生活援助中心型に係る訪問介護を除く）に限る。 

（介護予防サービス） 

(10) 法第 8 条の 2 第 2 項に規定する介護予防訪問介護 

(11) 法第 8 条の 2 第 3 項に規定する介護予防訪問入浴介護 

(12) 法第 8 条の 2 第 7 項に規定する介護予防通所介護 

(13) 法第 8 条の 2 第 9 項に規定する介護予防短期入所生活介護 
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（地域密着型介護予防サービス） 

(14) 法第 8 条の 2 第 15 項に規定する介護予防認知症対応型通所介護 

(15) 法第 8 条の 2 第 16 項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護 

(注) １の(2)のイからヲに掲げる居宅サービス等に係る費用については、１の対象

者の要件を満たすか否かに関係なく、利用者の自己負担額全額が医療費控除の対

象となる。 

 

３ 対象費用の額 

２に掲げる居宅サービス等に要する費用（法第41 条第4 項第1 号若しくは第2 号、

第 42 条の 2 第 2 項第 1 号、第 2 号若しくは第 3 号、第 53 条第 2 項第 1 号若しく

は第 2 号又は第 54 条の 2 第 2 項第 1 号若しくは第 2 号に規定する「厚生労働大臣

が定める基準により算定した費用の額」をいう。）に係る自己負担額（次に掲げる場

合の区分に応じ、それぞれ次に定める額） 

(1) 指定居宅サービスの場合 

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成 11 年厚生

省令第 37 号）第 2 条第 4 号に規定する居宅介護サービス費用基準額から法第 41

条第 4 項に規定する居宅介護サービス費の額を控除した額 

(2) 指定介護予防サービスの場合 

指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービ

ス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成 18 年厚生労

働省令第 35 号）第 2 条第 4 号に規定する介護予防サービス費用基準額から法第

53 条第 2 項に規定する介護予防サービス費の額を控除した額 

(3) 基準該当居宅サービス及び基準該当介護予防サービスの場合 

それぞれ指定居宅サービス及び指定介護予防サービスの場合に準じて算定した

利用者の自己負担額 

(4) 指定地域密着型サービスの場合 

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成 18 年

厚生労働省令第 34 号）第 2 条第 4 号に規定する地域密着型介護サービス費用基

準額から法第 42 条の 2 第 2 項に規定する地域密着型介護サービス費の額を控除

した額 

(5) 指定地域密着型介護予防サービスの場合 

指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密

着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

（平成 18 年厚生労働省令第 36 号）第 2 条第 4 号に規定する地域密着型介護予防

サービス費用基準額から法第 54 条の 2 第 2 項に規定する地域密着型介護予防サ

ービス費の額を控除した額 
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４ 領収証 

法第 41 条第 8 項（第 42 条の 2 第 9 項、第 53 条第 7 項及び第 54 条の 2 第 9 項

において準用する場合を含む。)及び規則第 65 条（第 65 条の 5、第 85 条及び第 85 

条の 4 において準用する場合を含む。）に規定する領収証に、３の対象費用の額を

記載する。（別紙様式参照） 
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（様式例） 

居宅サービス等利用料領収証 

（平成 年 月分）

利用者氏名  

費用負担者氏名  続柄  

事業所名及び住所等 
                       印 

（住所：                      ） 

居宅サービス計画又は介護予

防サービス計画を作成した居

宅介護支援事業者等の名称 

 

No. サービス内容/種類 単価 
回数

日数
利用者負担額（保険対象分） 

①    円

②    円

③    円

④    円

⑤    円

No. 
その他費用（保険給付対象外の

サービス） 
単価 

回数

日数
利用者負担額 

①    円

②    円

③    円

領 収 額          円 領収年月日 

平成  年  月  日 
うち医療費控除の対象となる金額          円 

（注）１ 本様式例によらない領収証であっても、「居宅サービス計画又は介護予防サービス計画を作成した事業者名」

及び「医療費控除の対象となる金額」が記載されたものであれば差し支えありません。 

     なお、利用者自らが居宅サービス計画又は介護予防サービス計画を作成し、市町村に届出が受理されている

場合においては、「居宅サービス計画又は介護予防サービス計画を作成した居宅支援事業者等の名称」欄に当

該市町村名を記入してください。 

   ２ サービス利用料が区分支給限度基準額又は種類支給限度基準額を超える部分の金額については、「その他費

用（保険給付対象外のサービス）」欄に記載してください。 

   ３ 訪問介護事業者にあっては、「うち医療費控除の対象となる金額」欄には、利用者負担額（保険対象分）の

うち生活援助中心型に係る訪問介護以外のサービスに係る利用者負担額（保険対象分）の合計額を記載してく

ださい。 

   ４ この領収証を発行する居宅サービス等事業者が、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、

通所リハビリテーション、短期入所療養介護、定期巡回型訪問介護・看護、複合型サービス、介護予防訪問看

護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション又は介

護予防短期入所療養介護を提供している場合には、これらのサービスに係る利用料についてもあわせて記入し

てください。 

   ５ 医療費控除を受ける場合、この領収証を確定申告書に添付するか、確定申告の際に提示してください。 

別紙様式 
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（別添２） 

介護保険制度下での介護福祉士等による喀痰吸引等の対価に係る医療費控除の取扱

いについては、下記のとおりとする。 

 

１ 対象者 

次の(1)及び(2)のいずれの要件も満たす者とする。 

(1) 介護保険法（平成９年法律第 123 号。以下「法」という。）第 8 条第 23 項に

規定する居宅サービス計画（介護保険法施行規則（平成 11 年厚生省令第 36 号。

以下「規則」という。）第 64 条第１号ニに規定する指定居宅サービスの利用に係

る計画（市町村への届出が受理されているものに限る。）及び第 65 条の 4 第 1 号

ハに規定する指定地域密着型サービスの利用に係る計画（市町村への届出が受理さ

れているものに限る。）を含む。以下、「居宅サービス計画」という。）又は法第

8 条の 2 第 18 項に規定する介護予防サービス計画（規則 83 条の 9 第 1 号ニに規

定する指定介護予防サービスの利用に係る計画（市町村への届出が受理されている

ものに限る。）及び第 85 条の 2 第 1 号ハに規定する指定地域密着型介護予防サー

ビスの利用に係る計画（市町村への届出が受理されているものに限る。）を含む。

以下、「介護予防サービス計画」という。）に基づき、居宅サービス、地域密着型

サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービス（以下「居宅サービ

ス等」という。）を利用すること。 

(2) 居宅サービス等の利用中において、介護福祉士等による喀痰吸引等が行われるこ

と。 

 

２ 対象となる居宅サービス等 

  次の（1）から（20）に掲げる居宅サービス等とする。ただし、「介護保険制度下

での居宅サービス等の対価に係る医療費控除等の取扱いについて」（平成 25 年 1 月  

25 日事務連絡）別添１の２に該当する場合を除く。 

（居宅サービス） 

(1)  法第 8 条第 2 項に規定する訪問介護 

(2)  法第 8 条第 3 項に規定する訪問入浴介護 

(3)  法第 8 条第 7 項に規定する通所介護 

(4)  法第 8 条第 9 項に規定する短期入所生活介護 

(5) 法第 8 条第 11 項に規定する特定施設入居者生活介護 

（地域密着型サービス） 

(6)  法第 8 条第 15 項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

ただし、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成

18 年厚生労働省告示第 126 号）別表指定地域密着型サービス介護給付費単位数表
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１定期巡回・随時対応型訪問介護看護費イ(2)に掲げる場合を除く。 

(7)  法第 8 条第 16 項に規定する夜間対応型訪問介護 

(8)  法第 8 条第 17 項に規定する認知症対応型通所介護 

(9)  法第 8 条第 18 項に規定する小規模多機能型居宅介護 

(10) 法第 8 条第 19 項に規定する認知症対応型共同生活介護 

(11) 法第 8 条第 20 項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護 

(12) 法第 8 条第 22 項に規定する複合型サービス 

ただし、法第 8 条第 4 項に規定する訪問看護、法第 8 条第 5 項に規定する訪問

リハビリテーション、法第 8 条第 6 項に規定する居宅療養管理指導、法第 8 条第

8 項に規定する通所リハビリテーション、法第 8 条第 10 項に規定する短期入所療

養介護及び法第 8 条第 15 項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護（ただ

し、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成 18 年厚

生労働省告示第 126 号）別表指定地域密着型サービス介護給付費単位数表１定期巡

回・随時対応型訪問介護看護費イ(1)及びロに掲げる場合を除く。）に掲げるサー

ビスを含まない組合せにより提供されるものに限る。 

（介護予防サービス） 

(13) 法第 8 条の 2 第 2 項に規定する介護予防訪問介護 

(14) 法第 8 条の 2 第 3 項に規定する介護予防訪問入浴介護 

(15) 法第 8 条の 2 第 7 項に規定する介護予防通所介護 

(16) 法第 8 条の 2 第 9 項に規定する介護予防短期入所生活介護 

(17) 法第 8 条の 2 第 11 項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護 

（地域密着型介護予防サービス） 

(18) 法第 8 条の 2 第 15 項に規定する介護予防認知症対応型通所介護 

(19) 法第 8 条の 2 第 16 項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護 

(20) 法第 8 条の 2 第 17 項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護 

 

３ 対象費用の額 

２に掲げる居宅サービス等に要する費用（法第41 条第4 項第1 号若しくは第2 号、

第 42 条の 2 第 2 項第 1 号、第 2 号若しくは第 3 号、第 53 条第 2 項第 1 号若しく

は第 2 号又は第 54 条の 2 第 2 項第 1 号若しくは第 2 号に規定する「厚生労働大臣

が定める基準により算定した費用の額」をいう。）に係る自己負担額（次に掲げる場

合の区分に応じ、それぞれ次に定める額）の 10 分の１とする。 

(1) 指定居宅サービスの場合 

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成 11 年厚生

省令第 37 号）第 2 条第 4 号に規定する居宅介護サービス費用基準額から法第 41

条第 4 項に規定する居宅介護サービス費の額を控除した額 
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(2) 指定介護予防サービスの場合 

指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービ

ス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成 18 年厚生労

働省令第 35 号）第 2 条第 4 号に規定する介護予防サービス費用基準額から法第

53 条第 2 項に規定する介護予防サービス費の額を控除した額 

(3) 基準該当居宅サービス及び基準該当介護予防サービスの場合 

それぞれ指定居宅サービス及び指定介護予防サービスの場合に準じて算定した

利用者の自己負担額 

(4) 指定地域密着型サービスの場合 

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成 18 年

厚生労働省令第 34 号）第 2 条第 4 号に規定する地域密着型介護サービス費用基

準額から法第 42 条の 2 第 2 項に規定する地域密着型介護サービス費の額を控除

した額 

(5) 指定地域密着型介護予防サービスの場合 

指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密

着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

（平成 18 年厚生労働省令第 36 号）第 2 条第 4 号に規定する地域密着型介護予防

サービス費用基準額から法第 54 条の 2 第 2 項に規定する地域密着型介護予防サ

ービス費の額を控除した額 

 

４ 領収証 

法第 41 条第 8 項（第 42 条の 2 第 9 項、第 53 条第 7 項及び第 54 条の 2 第 9 項

において準用する場合を含む。)及び規則第 65 条（第 65 条の 5、第 85 条及び第 85 

条の 4 において準用する場合を含む。）に規定する領収証に、３の対象費用の額を

記載する。（別紙様式参照） 
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（様式例） 

居宅サービス等利用料領収証（喀痰吸引等用） 

 

（平成  年  月分）

利用者氏名  

費用負担者氏名  続柄  

事業所名及び住所等 
                       印 

（住所：                      ） 

居宅サービス計画又は介護予

防サービス計画を作成した居

宅介護支援事業者等の名称 

 

No. サービス内容／種類 
喀痰吸引

等の有無 
単価 

回数 

日数 
利用者負担額（保険対象分）

①     円

②     円

③     円

④     円

⑤     円

No. 
その他費用 

（保険給付対象外のサービス） 
単価 

回数 

日数 
利用者負担額 

①    円

②    円

③    円

領 収 額        円 領収年月日 

 

平成   年  月  日うち医療費控除の対象となる金額 
（※当該サービスの利用者負担額（保険対
象分）×１／１０） 

       円

 

別紙様式 
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（注）１ ①医療系のサービスと併せて利用しない訪問介護（生活援助中心型を除く。）、訪問入浴介護、通所介護、

短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護（一体型事業所で訪問看護を利用しない場合及び連

携型事業所に限る。）、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、複合型サー

ビス（医療系のサービスを含まない組合せにより提供されるものに限る。）、介護予防訪問介護、介護予防訪

問入浴介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護若しくは介護

予防小規模多機能型居宅介護又は②訪問介護（生活援助中心型に限る。）、特定施設入居者生活介護、介護予

防特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護若しくは介護

予防認知症対応型共同生活介護において、喀痰吸引等が行われた場合は、当該サービスの利用者負担額（保

険対象分）の 10 分の１が医療費控除の対象となります。 

これらに該当する場合には、本様式例のとおり、「医療費控除の対象となる金額」欄に居宅サービス等に要

する費用に係る自己負担額（保険対象分）の 10 分の１を記載してください。 

   ２ 本様式例によらない領収証であっても、「居宅サービス計画又は介護予防サービス計画を作成した事業者

名」及び「医療費控除の対象となる金額」が記載されたものであれば差し支えありません。 

     なお、利用者自らが居宅サービス計画又は介護予防サービス計画を作成し、市町村に届出が受理されてい

る場合においては、「居宅サービス計画又は介護予防サービス計画を作成した居宅支援事業者等の名称」欄に

当該市町村名を記入してください。 

   ３ サービス利用料が区分支給限度基準額又は種類支給限度基準額を超える部分の金額については、「その他費

用（保険給付対象外のサービス）」欄に記載してください。 

   ４ 従来の居宅サービス等利用料領収証と併用する必要がある場合は、二重記載とならないようご注意くださ

い。 

   ５ 上記１に該当する場合の金額とあわせて、喀痰吸引等が行われなかった場合の金額も併記する場合は、様

式例のとおり「喀痰吸引等の有無」欄にその区別を記載するなど、医療費控除の対象となる金額の算定に誤

りがないようご注意ください。 

  ６ 医療費控除を受ける場合、この領収証を確定申告書に添付するか、確定申告の際に提示してください。 
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介護福祉士等に
よる喀痰吸引等

の対価

介護福祉士等に
よる喀痰吸引等

の対価以外

介護福祉士等に
よる喀痰吸引等

の対価

介護福祉士等に
よる喀痰吸引等

の対価以外

訪問看護

訪問リハビリテーション

居宅療養管理指導

通所リハビリテーション

短期入所療養介護

訪問介護（生活援助中心型を除く）

訪問入浴介護

通所介護

短期入所生活介護

訪問介護（生活援助中心型） 対象
特定施設入居者生活介護 (自己負担額の10％）

福祉用具貸与

特定福祉用具販売

介護予防訪問看護

介護予防訪問リハビリテーション

介護予防居宅療養管理指導

介護予防通所リハビリテーション

介護予防短期入所療養介護

介護予防訪問介護

介護予防訪問入浴介護

介護予防通所介護

介護予防短期入所生活介護

介護予防特定施設入居者生活介護 対象(自己負担額の10％) 対象外
介護予防福祉用具貸与

特定介護予防福祉用具販売

定期巡回・随時対応型訪問介護看護
（一体型事業所で訪問看護を利用す
る場合）

複合型サービス（医療系サービスを
含む組合せにより提供されるもの
（生活援助中心型の訪問介護の部分
を除く））

定期巡回・随時対応型訪問介護看護
（一体型事業所で訪問看護を利用し
ない場合及び連携型事業所の場合）

夜間対応型訪問介護

認知症対応型通所介護

小規模多機能型居宅介護

複合型サービス（医療系サービスを
含まない組合せにより提供されるも
の（生活援助中心型の訪問介護の部
分を除く））

複合型サービス（生活援助中心型の
訪問介護の部分）

認知症対応型共同生活介護

地域密着型特定施設入居者生活介護

地域密着型介護老人福祉施設入所者
生活介護
（地域密着型介護老人福祉施設）

施設
サービス

介護予防認知症対応型通所介護

介護予防小規模多機能型居宅介護

介護予防認知症対応型共同生活介護 対象(自己負担額の10％) 対象外

介護老人福祉施設
（特別養護老人ホーム）

介護老人保健施設

介護療養型医療施設

分類
医療系サービスと併せて

利用するとき

単独で利用するとき又は
医療系サービスと併せて

利用しないとき

対象 対象
(自己負担額の

10％）
対象外

介護保険制度下における居宅サービス等の類型及び医療費控除の取扱い

介護保険制度下における類型 対象者

居宅サービス等に要する費用の額
（医療費控除の対象となる自己負担額）

福祉系
サービス

対象外

介護予防
サービス

要支援者

対象
医療系
サービス

居宅
サービス

要介護者

対象
医療系
サービス

対象 対象
(自己負担額の

10％）
対象外

福祉系
サービス

地域密着型
サービス

要介護者

対象
医療系
サービス

対象
対象

(自己負担額の
10％）

対象外
福祉系
サービス

対象
(自己負担額の

10％）
対象外

対象（自己負担額の2分の1）

対象外
福祉系
サービス

施設
サービス

要介護者

対象（自己負担額の2分の1）
施設

サービス
対象

地域密着型
介護予防
サービス

要支援者
対象 対象

(自己負担額の
10％）
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